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「 医療・ 介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイ ダンス」

の一部改正について（ 通知）  

 

医療・ 介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いを 支援するために、「 医療・ 介護

関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイ ダンス」（ 平成 29 年４ 月 14 日付

け個情第 534 号・ 医政発 0414 第６ 号・ 薬生発 0414 第１ 号・ 老発 0414 第１ 号個人情報保護

委員会事務局長・ 厚生労働省医政局長・ 医薬・ 生活衛生局長・ 老健局長通知別添。 以下「 ガ

イ ダンス」 と いう 。） を作成し 、 その周知を 図っ ていると こ ろ です。  

今般、行政手続における特定の個人を 識別するための番号の利用等に関する法律等の一部

を 改正する法律の一部の施行に伴う 関係政令の整備等及び経過措置に関する政令（ 令和６ 年

政令第 260 号） 及び個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則（ 令和６ 年

個人情報保護委員会規則第４ 号） が令和６ 年 12 月２ 日に施行さ れまし た。  

こ れに伴い、 ガイ ダン スにつき 別添１ のと おり 一部改正し 、 別添２ のと おり と するため、

改正の趣旨、 内容等についてご了知いただく と と も に、 貴管内の関係機関、 関係団体等に対

する周知方よろ し く お取り 計ら い願います。 なお、 本改正以降も 最大１ 年間、 従来の保険証

に係る取扱いについては、 なお従前の例と する点にご留意いただく よう お願いいたし ます。 
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○医療・ 介護関係事業者における 個人情報の適切な取扱いのためのガイ ダンス（ 平成 29 年４ 月 14 日付け個情第 534 号・ 医政発 0414 第６ 号・ 薬生発 

0414 第１ 号・ 老発 0414 第１ 号個人情報保護委員会事務局長・ 厚生労働省医政局長・ 医薬・ 生活衛生局長・ 老健局長通知別添） 新旧対照表 

 

（ 下線の部分は改正部分）  

改正後 改正前 

II 用語の定義等 

２ ． 個人識別符号（ 法第２ 条第２ 項）  

II 用語の定義等 

２ ． 個人識別符号（ 法第２ 条第２ 項）  

（ 定義）  

法第二条 

［ 略］  

 

令第一条 個人情報の保護に関する法律（ 以下「 法」 と いう 。） 第二条

第二項の政令で定める文字、 番号、 記号その他の符号は、 次に掲げ

るも のと する。  

一 次に掲げる身体の特徴のいずれかを 電子計算機の用に供するた

めに変換し た文字、 番号、 記号その他の符号であっ て、 特定の個

人を 識別するに足り るも のと し て個人情報保護委員会規則で定め

る基準に適合するも の 

イ  細胞から 採取さ れたデオキシリ ボ核酸（ 別名 DNA） を構成す

る塩基の配列 

ロ～ト  （ 略）  

二 （ 略）  

三 国民健康保険法（ 昭和３ ３ 年法律第１ ９ ２ 号） 第百十一条の二

第一項に規定する被保険者記号・ 番号等 

（ 定義）  

法第二条 

［ 同左］  

 

令第一条 個人情報の保護に関する法律（ 以下「 法」 と いう 。） 第二条

第二項の政令で定める文字、 番号、 記号その他の符号は、 次に掲げ

るも のと する。  

一 次に掲げる 身体の特徴のいずれかを 電子計算機の用に供する

ために変換し た文字、 番号、 記号その他の符号であっ て、 特定の

個人を 識別する に足り る も のと し て個人情報保護委員会規則で

定める基準に適合するも の 

イ  細胞から 採取さ れたデオキシリ ボ核酸（ 別名 DNA） を 構成す

る塩基の配列 

ロ～ト  （ 略）  

二～六 （ 略）  
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四～六 （ 略）  

七 高齢者の医療の確保に関する法律（ 昭和５ ７ 年法律第８ ０ 号）

第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号等 

八 介護保険法（ 平成９ 年法律第１ ２ ３ 号） 第十二条第三項の被保

険者証にその発行を受ける者ごと に異なるも のと なるよ う に記載

さ れた個人情報保護委員会規則で定める 文字、 番号、 記号その他

の符号 

 

 

 

九 （ 略）  

十 その他前各号に準ずる も のと し て個人情報保護委員会規則で定

める文字、 番号、 記号その他の符号 

 

規則第二条 ［ 略］  

 

規則第三条 令第一条第八号の個人情報保護委員会規則で定める 文

字、 番号、 記号その他の符号は、 同号に規定する被保険者証の番号

及び保険者番号と する。  

 

 

 

 

 

 

七 次に掲げる 証明書にその発行を 受ける 者ごと に異なる も のと

なる よ う に記載さ れた個人情報保護委員会規則で定める 文字、 番

号、 記号その他の符号 

イ  国民健康保険法（ 昭和３ ３ 年法律第１ ９ ２ 号） 第九条第二項

の被保険者証 

ロ 高齢者の医療の確保に関する法律（ 昭和５ ７ 年法律第８ ０ 号）

第五十四条第三項の被保険者証 

ハ 介護保険法（ 平成 9 年法律第１ ２ ３ 号） 第十二条第三項の被

保険者証 

 

八 その他前各号に準ずる も のと し て個人情報保護委員会規則で

定める文字、 番号、 記号その他の符号 

 

規則第二条 ［ 同左］  

 

規則第三条 令第一条第七号の個人情報保護委員会規則で定める 文

字、 番号、 記号その他の符号は、 次の各号に掲げる証明書ごと に、

それぞれ当該各号に定めるも のと する。  

一 令第一条第七号イ に掲げる 証明書 国民健康保険法（ 昭和３ ３

年法律第１ ９ ２ 号） 第百十一条の二第一項に規定する保険者番号

及び被保険者記号・ 番号 

二 令第一条第七号ロに掲げる 証明書 高齢者の医療の確保に関す

る法律（ 昭和５ ７ 年法律第８ ０ 号） 第百六十一条の二第一項に規
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規則第四条 令第一条第十号の個人情報保護委員会規則で定める 文

字、 番号、 記号その他の符号は、 次に掲げるも のと する。  

一 健康保険法（ 大正１ １ 年法律第７ ０ 号） 第三条第十一項に規定

する保険者番号及び同条第十二項に規定する被保険者等記号・ 番

号 

二 船員保険法（ 昭和１ ４ 年法律第７ ３ 号） 第二条第十項に規定す

る保険者番号及び同条第十一項に規定する被保険者等記号・ 番号 

三～四（ 略）  

五 私立学校教職員共済法（ 昭和２ ８ 年法律第２ ４ ５ 号） 第四十五

条第一項に規定する加入者等記号・ 番号等 

六 国家公務員共済組合法（ 昭和３ ３ 年法律第１ ２ ８ 号） 第百十二

条の二第一項に規定する組合員等記号・ 番号等 

七 地方公務員等共済組合法（ 昭和３ ７ 年法律第１ ５ ２ 号） 第百四

十四条の二十四の二第一項に規定する組合員等記号・ 番号等 

八～九（ 略）  
 

定する保険者番号及び被保険者番号 

三 令第一条第七号ハに掲げる 証明書 同号ハに掲げる証明書の番

号及び保険者番号 

 

規則第四条 令第一条第八号の個人情報保護委員会規則で定める 文

字、 番号、 記号その他の符号は、 次に掲げるも のと する。  

一 健康保険法（ 大正１ １ 法律第７ ０ 号） 第三条第十一項に規定す

る保険者番号及び同条第十二項に規定する被保険者等記号・ 番号 

二 船員保険法（ 昭和１ ４ 年法律第７ ３ 号） 第二条第十項に規定す

る保険者番号及び同条第十一項に規定する被保険者等記号・ 番号 

三～四（ 略）  

五 私立学校教職員共済法（ 昭和２ ８ 年法律第２ ４ ５ 号） 第四十五

条第一項に規定する保険者番号及び加入者等記号・ 番号 

六 国家公務員共済組合法（ 昭和３ ３ 年法律第１ ２ ８ 号） 第百十二

条の二第一項に規定する保険者番号及び組合員等記号・ 番号 

七 地方公務員等共済組合法（ 昭和３ ７ 年法律第１ ５ ２ 号） 第百四

十四条の二十四の二第一項に規定する保険者番号及び組合員等記

号・ 番号 

八～九（ 略）  
 

Ⅳ 医療・ 介護関係事業者の義務等 

５ ． 利用目的の通知等（ 法第２ １ 条）  

Ⅳ 医療・ 介護関係事業者の義務等 

５ ． 利用目的の通知等（ 法第２ １ 条）  

［ 略］  

【 法の規定により 遵守すべき 事項等】  

・ 医療・ 介護関係事業者は、 個人情報を 取得するに当たっ て、 あら か

［ 同左］  

【 法の規定により 遵守すべき 事項等】  

・ 医療・ 介護関係事業者は、 個人情報を 取得するに当たっ て、 あら か
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じ めその利用目的を 公表し ておく か、 個人情報を 取得し た場合、 速

やかに、 その利用目的を 、 本人に通知し 、 又は公表し なければなら

ない。  

・ 利用目的の公表方法と し ては、 院内や事業所内等に掲示する と と も

に、 可能な場合にはホームページへの掲載等の方法により 、 なるべ

く 広く 公表する必要がある。  

・ 医療・ 介護関係事業者は、 受付で患者に資格確認書等を 提出し ても

ら う 場合や問診票の記入を 求める場合など、 本人から 直接書面に記

載さ れた当該本人の個人情報を 取得する場合は、 あら かじ め、 本人

に対し 、その利用目的を院内掲示等により 明示し なければなら ない。

ただし 、 救急の患者で緊急の処置が必要な場合等は、 こ の限り でな

い。  

・ 医療・ 介護関係事業者は、 利用目的を 変更し た場合は、 変更さ れた

利用目的について、 本人に通知し 、 又は公表し なければなら ない。  

・ 取得の状況から みて利用目的が明ら かであると 認めら れる場合など

利用目的の通知等の例外に該当する場合は、上記内容は適用し ない。

（「 利用目的が明ら か」 な場合についてはⅣ３ ．（ １ ） を 参照）  

【 その他の事項】   

［ 略］  

じ めその利用目的を 公表し ておく か、 個人情報を 取得し た場合、 速

やかに、 その利用目的を 、 本人に通知し 、 又は公表し なければなら

ない。  

・ 利用目的の公表方法と し ては、 院内や事業所内等に掲示すると と も

に、 可能な場合にはホームページへの掲載等の方法により 、 なる べ

く 広く 公表する必要がある 。  

・ 医療・ 介護関係事業者は、 受付で患者に保険証を 提出し ても ら う 場

合や問診票の記入を 求める場合など、 本人から 直接書面に記載さ れ

た当該本人の個人情報を取得する場合は、 あら かじ め、 本人に対し 、

その利用目的を院内掲示等により 明示し なければなら ない。ただし 、

救急の患者で緊急の処置が必要な場合等は、 こ の限り でない。  

 

・ 医療・ 介護関係事業者は、 利用目的を 変更し た場合は、 変更さ れた

利用目的について、 本人に通知し 、 又は公表し なければなら ない。  

・ 取得の状況から みて利用目的が明ら かであると 認めら れる場合など

利用目的の通知等の例外に該当する場合は、上記内容は適用し ない。

（「 利用目的が明ら か」 な場合についてはⅣ３ ．（ １ ） を 参照）  

【 その他の事項】   

［ 同左］  

６ ． 個人情報の適正な取得、 個人データ 内容の正確性の確保（ 法第２ ０

条、 第２ ２ 条）  

６ ． 個人情報の適正な取得、 個人データ 内容の正確性の確保（ 法第２ ０

条、 第２ ２ 条）  

［ 略］   

【 法の規定により 遵守すべき 事項等】  

［ 略］  

［ 同左］  

【 法の規定により 遵守すべき 事項等】  

［ 同左］  
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【 要配慮個人情報の取得時における本人の同意について】  

医療機関の受付等で診療を 希望する患者は、 傷病の回復等を 目的と し

ている。 一方、 医療機関等は、 患者の傷病の回復等を 目的と し て、 よ り

適切な医療が提供でき るよう 治療に取り 組むと と も に、 その費用を 公的

医療保険に請求する必要が生じ る 。 良質で適正な医療の提供を 受ける た

めには、 また公的医療保険の扶助を 受けるためには、 医療機関等が患者

の要配慮個人情報を 含めた個人情報を 取得する こ と は必要不可欠であ

る。  

こ のため、 例えば、 患者が医療機関の受付等で、 問診票に患者自身の

身体状況や病状などを 記載し 、 個人番号カ ード （ マイ ナンバーカ ード ）

又は健康保険の資格確認書と と も に受診を 申し 出るこ と は、 患者自身が

自己の要配慮個人情報を 含めた個人情報を 医療機関等に取得さ れる こ と

を 前提と し ていると 考えら れるため、 医療機関等が要配慮個人情報を 書

面又は口頭等により 本人から 適正に直接取得する 場合は、 患者の当該行

為を も っ て、 当該医療機関等が当該情報を 取得するこ と について本人の

同意があっ たも のと 解さ れる。  

［ 略］  

【 法第２ ０ 条第２ 項に違反し ている事例】  

 ［ 略］  

【 その他の事項】  

［ 略］  

【 要配慮個人情報の取得時における本人の同意について】  

医療機関の受付等で診療を 希望する 患者は、 傷病の回復等を 目的と し

ている。 一方、 医療機関等は、 患者の傷病の回復等を 目的と し て、 よ り

適切な医療が提供でき るよう 治療に取り 組むと と も に、 その費用を 公的

医療保険に請求する必要が生じ る。 良質で適正な医療の提供を 受ける た

めには、 また公的医療保険の扶助を 受けるためには、 医療機関等が患者

の要配慮個人情報を 含めた個人情報を 取得する こ と は必要不可欠であ

る。  

こ のため、 例えば、 患者が医療機関の受付等で、 問診票に患者自身の

身体状況や病状などを 記載し 、 保険証と と も に受診を 申し 出るこ と は、

患者自身が自己の要配慮個人情報を 含めた個人情報を 医療機関等に取得

さ れるこ と を 前提と し ていると 考えら れるため、 医療機関等が要配慮個

人情報を 書面又は口頭等により 本人から 適正に直接取得する場合は、 患

者の当該行為を も っ て、 当該医療機関等が当該情報を 取得するこ と につ

いて本人の同意があっ たも のと 解さ れる。  

 

［ 同左］  

 

【 法第２ ０ 条第２ 項に違反し ている事例】  

 ［ 同左］  

【 その他の事項】  

［ 同左］  

 

 



 

 

 

 

医 療 ・ 介 護 関 係 事 業 者 に お け る 

個人情報の適切な取扱いのためのガイ ダンス 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２ ９ 年４ 月１ ４ 日 

（ 令和６ 年 1 2 月一部改正）  

個人情報保護委員会 

厚 生 労 働 省 
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Ⅰ 本ガイダンスの趣旨、 目的、 基本的考え方 

１ ． 本ガイダンスの趣旨 

本ガイダンスは、個人情報の保護に関する法律（ 平成１ ５ 年法律第５ ７ 号。以下「 法」

と いう 。） を踏まえ、「 個人情報の保護に関する法律についてのガイド ラ イン（ 通則編）」

（ 平成２ ８ 年個人情報保護委員会告示第６ 号。 以下「 通則ガイド ラ イン」 と いう 。） を基

礎と し 、 法第６ 条及び第９ 条の規定に基づき、 法の対象と なる病院（ 医療法（ 昭和２ ３

年法律第２ ０ ５ 号） 第１ 条の５ 第１ 項に規定する病院をいう 。 以下同じ 。）、 診療所（ 同

条第２ 項に規定する診療所をいう 。 以下同じ 。）、 薬局（ 医薬品、 医療機器等の品質、 有

効性及び安全性の確保等に関する法律（ 昭和３ ５ 年法律第１ ４ ５ 号。 以下「 医薬品医療

機器等法」 と いう 。） 第２ 条第１ ２ 項に規定する薬局をいう 。以下同じ 。）、介護保険法（ 平

成９ 年法律第１ ２ ３ 号） に規定する居宅サービス事業を行う 者等の事業者等が行う 個人

情報の適正な取扱いの確保に関する活動を支援するための具体的な留意点・ 事例等を示

すも のである。  

なお、本ガイダンスは医療・ 介護関係事業者における実例に照らし た内容であるため、

本ガイダンスに記載のない事項及び関係条文については通則ガイド ライン、「 個人情報の

保護に関する法律についてのガイド ラ イン（ 外国にある第三者への提供編）」（ 平成２ ８

年個人情報保護委員会告示第７ 号）、「 個人情報の保護に関する法律についてのガイド ラ

イン（ 第三者提供時の確認・ 記録義務編）」（ 平成２ ８ 年個人情報保護委員会告示第８ 号）、

「 個人情報の保護に関する法律についてのガイド ラ イン（ 仮名加工情報・ 匿名加工情報

編）」（ 平成２ ８ 年個人情報保護委員会告示第９ 号。 以下「 仮名加工情報・ 匿名加工情報

ガイド ラ イン」と いう 。）及び「 個人情報の保護に関する法律についてのガイド ラ イン（ 認

定個人情報保護団体編）」（ 令和３ 年個人情報保護委員会告示第７ 号） をそれぞれ参照さ

れたい。  

 

２ ． 本ガイダンスの構成及び基本的考え方 

  個人情報の取扱いについては、法第３ 条において、「 個人情報は、個人の人格尊重の理

念の下に慎重に取り 扱われるべきものである」 と さ れているこ と を踏まえ、 個人情報を

取り 扱う 全ての者は、その目的や様態を問わず、個人情報の性格と 重要性を十分認識し 、

その適正な取扱いを図らなければなら ない。  

  医療分野は、 個人情報の性質や利用方法等から 、 法第６ 条の規定に基づく 特に適正な

取扱いの厳格な実施を確保する必要がある分野の一つであるこ と から 、 各医療機関等に

おける積極的な取組が求めら れる。  

  また、 介護分野においても、 介護関係事業者は、 多数の利用者やその家族について、

他人が容易には知り 得ないよう な個人情報を詳細に知り う る立場にあり 、 医療分野と 同

様に個人情報の適正な取扱いが求めら れる分野と 考えられる。  

  こ のこ と を踏まえ、 本ガイダンスでは、 法の趣旨を踏まえ医療・ 介護関係事業者にお

ける個人情報の適正な取扱いが確保さ れるよう 、 遵守すべき事項及び遵守するこ と が望

まし い事項をできる限り 具体的に示し ており 、 各医療・ 介護関係事業者においては、 法

令、「 個人情報の保護に関する基本方針」（ 平成１ ６ 年４ 月２ 日閣議決定。 以下「 基本方

針」 と いう 。） 及び本ガイダンスの趣旨を踏まえ、個人情報の適正な取扱いに取り 組む必
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要がある。  

  具体的には、 医療・ 介護関係事業者は、 本ガイダンスの【 法の規定により 遵守すべき

事項等】 のう ち、「 し なければなら ない」 等と 記載さ れた事項については、 法の規定によ

り 厳格に遵守するこ と が求められる。 また、【 その他の事項】 については、 法に基づく 義

務等ではないが、 達成できるよう 努めるこ と が求めら れる。  

 

３ ． 本ガイダンスの対象と なる「 医療・ 介護関係事業者」 の範囲 

本ガイダンスが対象と し ている事業者の範囲は、 ①病院、 診療所、 助産所、 薬局、 訪

問看護ステーショ ン等の患者に対し 直接医療を提供する事業者（ 以下「 医療機関等」 と

いう 。）、 ②介護保険法に規定する居宅サービス事業、 介護予防サービス事業、 地域密着

型サービス事業、 地域密着型介護予防サービス事業、 居宅介護支援事業、 介護予防支援

事業及び介護保険施設を経営する事業並びに老人福祉法（ 昭和３ ８ 年法律第１ ３ ３ 号）

に規定する老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設を経営する事業その他高齢者福祉サ

ービス事業を行う 者（ 以下「 介護関係事業者」 と いう 。） であって、 法第４ 章に規定する

民間部門における規律の全部又は一部の適用を受ける者（ ※） である。 ただし 、 医療機

関等又は介護関係事業者であって、民間部門における規律の適用を受けない者も、医療・

介護分野における個人情報保護の精神は同一であるこ と から、 本ガイダンスに十分配慮

するこ と が望まし い。  

 

（ ※） 民間部門における規律（ 法第４ 章） の全部又は一部の適用を受ける者には、 以下

の者を含む（ 詳細はⅢを参照）。  

・ 独立行政法人等（ 独立行政法人通則法（ 平成１ １ 年法律第１ ０ ３ 号） 第２ 条第１ 項

に規定する独立行政法人及び法別表第１ に掲げる法人をいう 。以下同じ 。） のう ち法

別表第２ に掲げる法人（ 以下「 法別表第２ 法人」 と いう 。 詳細はⅢを参照。）  

・ 地方独立行政法人（ 地方独立行政法人法（ 平成１ ５ 年法律第１ １ ８ 号） 第２ 条第１

項に規定する地方独立行政法人をいう 。以下同じ 。） のう ち同法第２ １ 条第１ 号に掲

げる業務（ 試験研究等） を主たる目的と するも の又は同条第２ 号（ 大学等の設置及

び管理） 若し く は第３ 号チ（ 病院事業の経営） に掲げる業務を目的と するも の（ 以

下「 病院経営等地方独立行政法人」 と いう 。）  

・ 地方公共団体の機関（ 議会を除く 。 以下同じ 。）（ 病院若し く は診療所又は大学の運

営の業務に限る。）  

・ 独立行政法人労働者健康安全機構（ 病院の運営の業務に限る。）  

 

※ 民間部門における規律（ 法第４ 章）の全部又は一部の適用を受けない者にあっては、

法第５ 章に規定する公的部門における規律の全部又は一部の適用を受けるこ と と なる

ため、個人情報保護委員会が公表する公的部門ガイド ライン等も参照する必要がある。

詳細はⅢを参照さ れたい。  

 

なお、 検体検査、 患者等や介護サービス利用者への食事の提供、 施設の清掃、 医療事

務の業務など、 医療・ 介護関係事業者から委託を受けた業務を遂行する事業者において
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は、 本ガイダンスのⅣ７ ． に沿っ て適切な安全管理措置を講ずるこ と が求めら れると と

も に、 当該委託を行う 医療・ 介護関係事業者は、 業務の委託に当たり 、 本ガイダンスの

趣旨を理解し 、 本ガイダンスに沿った対応を行う 事業者を委託先と し て選定すると と も

に、 委託先事業者における個人情報の取扱いについて定期的に確認を行い、 適切な運用

が行われているこ と を確認する等の措置を講ずる必要がある。  

 

４ ． 本ガイダンスの対象と なる「 個人情報」 の範囲 

  法令上「 個人情報」 と は、 生存する個人に関する情報であり 、 個人情報取扱事業者の

義務等の対象と なるのは、 生存する個人に関する情報に限定さ れている。 本ガイダンス

は、 医療・ 介護関係事業者が保有する生存する個人に関する情報のう ち、 医療・ 介護関

係の情報を対象と するものであり 、 また、 診療録等の形態に整理さ れていない場合でも

個人情報に該当する。  

  なお、当該患者・ 利用者が死亡し た後においても、医療・ 介護関係事業者が当該患者・

利用者の情報を保存し ている場合には、 漏えい、 滅失又は毀損の防止のため、 個人情報

と 同等の安全管理措置を講ずるも のと する。  

 

５ ． 個人情報保護委員会の権限行使と の関係 

  本ガイダンス中、【 法の規定により 遵守すべき事項等】に記載さ れた内容のう ち、医療・

介護関係事業者の義務と さ れている内容を個人情報取扱事業者と し ての義務を負う 医

療・ 介護関係事業者が遵守し ない場合、 個人情報保護委員会は、 法第１ ４ ６ 条から 第１

４ ８ 条までの規定に基づき、「 報告徴収」、「 立入検査」、「 指導・ 助言」、「 勧告」 及び「 命

令」 を行う こ と がある。  

  また、 法第１ ５ ０ 条第１ 項の規定に基づき、 法第１ ４ ６ 条第１ 項の規定による権限が

個人情報保護委員会から事業所管大臣である厚生労働大臣に委任さ れた場合には、 厚生

労働大臣が報告徴収及び立入検査を行う こ と がある。  

さ ら に、 法第１ ７ ０ 条及び個人情報の保護に関する法律施行令（ 平成１ ５ 年政令第５

０ ７ 号。 以下「 令」 と いう 。） 第４ ０ 条において、 法第１ ４ ６ 条第１ 項に規定する個人情

報保護委員会の権限及び法第１ ５ ０ 条第1 項の規定により 事業所管大臣に委任さ れた権

限に属する事務は、 個人情報取扱事業者が行う 事業であっ て事業所管大臣が所管するも

のについての報告徴収及び立入検査に係る権限に属する事務の全部又は一部が、 他の法

令の規定により 地方公共団体の長その他の執行機関が行う こ と と さ れていると きは、 当

該地方公共団体の長等が法に基づく 報告徴収及び立入検査を行う こ と がある。  

 

６ ． 医療・ 介護関係事業者が行う 措置の透明性の確保と 対外的明確化 

  法第３ 条では、 個人の人格尊重の理念の下に個人情報を慎重に扱う べきこ と が指摘さ

れている。  

  医療・ 介護関係事業者は、 個人情報保護に関する考え方や方針に関する宣言（ いわゆ

る、 プラ イバシーポリ シー、 プラ イバシーステート メ ント 等） 及び個人情報の取扱いに

関する明確かつ適正な規則を策定し 、 それら を対外的に公表するこ と が求めら れる。 ま

た、 患者等から 当該本人の個人情報がどのよう に取り 扱われているか等について知り た
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いと いう 求めがあっ た場合は、 当該規則に基づき、 迅速に情報提供を行う 等必要な措置

を行う も のと する。  

  個人情報保護に関する考え方や方針に関する宣言の内容と し ては、 医療・ 介護関係事

業者が個人の人格尊重の理念の下に個人情報を取り 扱う こ と 及び関係法令及び本ガイダ

ンス等を遵守するこ と 等、 個人情報の取扱いに関する規則においては、 個人情報に係る

安全管理措置の概要、 本人等から の開示等の手続、 第三者提供の取扱い、 苦情への対応

等について具体的に定めるこ と が考えられる。  

  なお、 利用目的等を広く 公表するこ と については、 以下のよう な趣旨があるこ と に留

意すべきである。  

  ①医療・ 介護関係事業者で個人情報が利用さ れる意義について患者・ 利用者等の理解

を得るこ と 。  

  ②医療・ 介護関係事業者において、 法を遵守し 、 個人情報保護のため積極的に取り 組

んでいる姿勢を対外的に明ら かにするこ と 。  

 

７ ． 責任体制の明確化と 患者・ 利用者窓口の設置等 

医療・ 介護関係事業者は、 個人情報の適正な取扱いを推進し 、 漏えい等の問題に対処

する体制を整備する必要がある。 こ のため、 個人情報の取扱いに関し 、 専門性と 指導性

を有し 、 事業者の全体を統括する組織体制・ 責任体制を構築し 、 規則の策定や安全管理

措置の計画立案等を効果的に実施できる体制を構築するも のと する。  

また、 患者・ 利用者等に対し ては、 受付時、 利用開始時に個人情報の利用目的を説明

するなど、 必要に応じ て分かり やすい説明を行う 必要があるが、 加えて、 患者・ 利用者

等が疑問に感じ た内容を、 いつでも、 気軽に問合せできる窓口機能等を確保するこ と が

重要である。 また、 患者・ 利用者等の相談は、 医療・ 介護サービスの内容と も 関連し て

いる場合が多いこ と から、 個人情報の取扱いに関し 患者・ 利用者等から の相談や苦情へ

の対応等を行う 窓口機能等を整備すると と も に、 その窓口がサービスの提供に関する相

談機能と も有機的に連携し た対応が行える体制と するなど、 患者・ 利用者等の立場に立

っ た対応を行う 必要がある。  

なお、 個人情報の利用目的の説明や窓口機能等の整備、 開示の請求を受け付ける方法

を定める場合等に当たっ ては、 障害のある患者・ 利用者等にも 配慮する必要がある。  

 

８ ． 遺族への診療情報の提供の取扱い 

  法は、 Ｏ Ｅ Ｃ Ｄ ８ 原則の趣旨を踏まえ、 生存する個人の情報を適用対象と し 、 個人情

報の目的外利用や第三者提供に当たっては本人の同意を得るこ と を原則と し ており 、 死

者の情報は原則と し て個人情報と ならないこ と から 、 法及び本ガイダンスの対象と はな

ら ない。 し かし 、 患者・ 利用者が死亡し た際に、 遺族から 診療経過、 診療情報や介護関

係の諸記録について照会が行われた場合、 医療・ 介護関係事業者は、 患者・ 利用者本人

の生前の意思、名誉等を十分に尊重し つつ、特段の配慮が求められる。こ のため、患者・

利用者が死亡し た際の遺族に対する診療情報の提供については、「 診療情報の提供等に

関する指針」（「 診療情報の提供等に関する指針の策定について」（ 平成１ ５ 年９ 月１ ２ 日

医政発第０ ９ １ ２ ０ ０ １ 号）） の９ において定められている取扱いに従っ て、医療・ 介護
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関係事業者は、 同指針の規定により 遺族に対し て診療情報・ 介護関係の記録の提供を行

う も のと する。  

 

９ ． 個人情報が研究に活用さ れる場合の取扱い 

  近年の科学技術の高度化に伴い、 研究において個人の診療情報等や要介護認定情報等

を利用する場合が増加し ているほか、 患者・ 利用者への診療や介護と 並行し て研究が進

めら れる場合もある。  

  法及び本ガイダンスは、 原則と し て、 大学その他の学術研究を目的と する機関等が、

学術研究の用に供する目的をその全部又は一部と し て個人情報を取り 扱う 場合にも 適用

さ れる。 も っと も、 法は、 利用目的による制限（ 法第１ ８ 条）、 要配慮個人情報の取得制

限（ 法第２ ０ 条第２ 項）、 個人データ の第三者提供の制限（ 法第２ ７ 条） 等の一部の規定

については、 憲法上の基本的人権である「 学問の自由」 の保障への配慮から 、 学術研究

目的で個人情報を取り 扱う 一定の場合に関し 、 個人の権利利益を不当に侵害するおそれ

がある場合を除き、例外規定を置いている（ Ⅳ参照）。こ れら の例外規定が適用さ れる場

合においても、 学術研究機関等は、 法第５ ９ 条により 、 自主的に個人情報の適正な取扱

いを確保するための措置を講ずるこ と が求めら れており 、 こ れに当たっ ては、 医学研究

分野の関連指針（ 別表５ 参照） と と もに本ガイダンスの内容についても 留意するこ と が

期待さ れる。  

なお、 治験及び製造販売後臨床試験における個人情報の取扱いについては、 本ガイダ

ンスのほか、 医薬品医療機器等法及び関係法令（ 医薬品の臨床試験の実施の基準に関す

る省令（ 平成９ 年厚生省令第２ ８ 号） 等） の規定や、 関係団体等が定める指針に従う も

のと する。 また、 医療機関等が自ら研究を実施する場合、 企業若し く は研究機関から 研

究を受託し て若し く は共同で実施する場合又は他の研究機関から の求めに応じ て研究の

ために情報提供する場合における個人情報の取扱いについては、 本ガイダンスのほか、

別表５ に掲げる医学研究分野における関連指針や、 関係団体等が定める指針に従う も の

と する。  

 

１ ０ ． 遺伝情報を診療に活用する場合の取扱い 

  遺伝学的検査等により 得られた遺伝情報については、 本人の遺伝子・ 染色体の変化に

基づく 体質、 疾病の発症等に関する情報が含まれるほか、 その血縁者に関わる情報でも

あり 、 その情報は生涯変化し ないも のであるこ と から 、 こ れが漏えいし た場合には、 本

人及び血縁者が被る被害及び苦痛は大きなも のと なるおそれがある。 し たがっ て、 遺伝

学的検査等により 得ら れた遺伝情報の取扱いについては、 U NESCO 国際宣言等（ 別表

６ 参照）、別表５ に掲げる指針及び関係団体等が定める指針を参考と し 、特に留意する必

要がある。  

  また、 検査の実施に同意し ている場合においても 、 その検査結果が示す意味を正確に

理解するこ と が困難であっ たり 、 疾病の将来予測性に対し てどのよう に対処すればよい

かなど、 本人及び家族等が大きな不安を持つ場合が多い。 し たがって、 医療機関等が、

遺伝学的検査を行う 場合には、 臨床遺伝学の専門的知識を持つ者により 、 遺伝カウンセ

リ ングを実施するなど、 本人及び家族等の心理的社会的支援を行う 必要がある。  
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１ １ ． 他の法令等と の関係 

  医療・ 介護関係事業者は、 個人情報の取扱いにあたり 、 法、 基本方針及び本ガイダン

スに示す項目のほか、 個人情報保護又は守秘義務に関する他の法令等（ 刑法、 関係資格

法、 介護保険法等） の規定を遵守し なければなら ない。  

  また、 病院等の管理者の監督義務（ 医療法第１ ５ 条） や業務委託（ 医療法第１ ５ 条の

３ 等） に係る規定、 介護関係事業者における個人情報保護に係る規定等を遵守し なけれ

ばならない。  

  また、 医療分野については、 すでに「 診療情報の提供等に関する指針」 が定めら れて

いる。 こ れは、 インフ ォームド ・ コ ンセント の理念等を踏まえ、 医療従事者等が診療情

報を積極的に提供するこ と により 、 医療従事者と 患者等と のより 良い信頼関係を構築す

るこ と を目的と し ており 、 こ の目的のため、 患者等から の求めにより 個人情報である診

療情報を開示する場合は、 同指針の内容に従う も のと する。  

 

１ ２ ． 認定個人情報保護団体における取組 

  法第４ ７ 条においては、 個人情報取扱事業者等の個人情報等の適正な取扱いの確保を

目的と する業務を行う 法人等は個人情報保護委員会の認定を受けて認定個人情報保護団

体と なるこ と ができるこ と と さ れている。 認定個人情報保護団体と なる医療・ 介護関係

の団体等は、 傘下の医療・ 介護関係事業者を対象に、 個人情報保護に係る普及・ 啓発を

推進するほか、 法の趣旨に沿っ た指針等を自主的なルールと し て定めたり 、 個人情報の

取扱いに関する患者・ 利用者等のための相談窓口を開設するなど、 積極的な取組を行う

こ と が期待さ れている。  
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Ⅱ 用語の定義等 

１ ． 個人情報（ 法第２ 条第１ 項）  

 

（ 定義）  

法第二条 こ の法律において「 個人情報」 と は、 生存する個人に関する情報であっ て、

次の各号のいずれかに該当するも のをいう 。  

一 当該情報に含まれる氏名、 生年月日その他の記述等（ 文書、 図画若し く は電磁的

記録（ 電磁的方式（ 電子的方式、 磁気的方式その他人の知覚によっ ては認識するこ

と ができない方式をいう 。次項第二号において同じ 。） で作ら れる記録をいう 。以下

同じ 。） に記載さ れ、 若し く は記録さ れ、 又は音声、 動作その他の方法を用いて表さ

れた一切の事項（ 個人識別符号を除く 。） をいう 。 以下同じ 。） により 特定の個人を

識別するこ と ができるもの（ 他の情報と 容易に照合するこ と ができ、 それにより 特

定の個人を識別するこ と ができるこ と と なるも のを含む。）  

二 個人識別符号が含まれるも の 

 

  「 個人情報」 と は、生存する「 個人に関する情報」 であって、当該情報に含まれる氏名、

生年月日、 その他の記述等により 特定の個人を識別するこ と ができるも の（ 他の情報と 容

易に照合するこ と ができ、それにより 特定の個人を識別するこ と ができるも のを含む。） 又

は個人識別符号が含まれるも のをいう 。「 個人に関する情報」 は、 氏名、 住所、 性別、 生年

月日、 顔画像等個人を識別する情報に限ら れず、 ある個人の身体、 財産、 職種、 肩書等の

属性に関し て、 事実、 判断、 評価を表す全ての情報であり 、 評価情報、 公刊物等によっ て

公にさ れている情報や、 映像、 音声による情報も 含まれ、 暗号化等によって秘匿化さ れて

いるか否かを問わない。  

  また、 例えば診療録には、 患者について客観的な検査をし たデータ もあれば、 それに対

し て医師が行っ た判断や評価も書かれている。 こ れら 全体が患者個人に関する情報に当た

るも のであるが、 あわせて、 当該診療録を作成し た医師の側からみると 、 自分が行った判

断や評価を書いているものであるので、 医師個人に関する情報と も 言う こ と ができる。 し

たがって、 診療録等に記載さ れている情報の中には、 患者と 医師等双方の個人情報と いう

二面性を持っ ている部分も あるこ と に留意が必要である。  

  なお、 死者に関する情報が、 同時に、 遺族等の生存する個人に関する情報でも ある場合

には、 当該生存する個人に関する情報と なる。  

  本ガイダンスは、 医療・ 介護関係事業者が保有する医療・ 介護関係個人情報を対象と す

るも のであり 、 診療録等の形態に整理さ れていない場合でも個人情報に該当する。  

 

（ 例） 下記については、 記載さ れた氏名、 生年月日、 その他の記述等により 特定の個人を

識別するこ と ができるこ と から、 個人情報に該当する。  

（ 医療・ 介護関係法令において医療・ 介護関係事業者に作成・ 保存が義務づけら れ

ている記録例は別表１ 参照）  

 

○医療機関等における個人情報の例 
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    診療録、 処方箋、 手術記録、 助産録、 看護記録、 検査所見記録、 エッ ク ス線写真、

紹介状、 退院し た患者に係る入院期間中の診療経過の要約、 調剤録 等 

 

  ○介護関係事業者における個人情報の例 

    ケアプラ ン、 介護サービス提供にかかる計画、 提供し たサービス内容等の記録、 事

故の状況等の記録 等 

 

２ ． 個人識別符号（ 法第２ 条第２ 項）  

 

（ 定義）  

法第二条 

２  こ の法律において「 個人識別符号」 と は、 次の各号のいずれかに該当する文字、 番

号、 記号その他の符号のう ち、 政令で定めるも のをいう 。  

一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換し た文字、

番号、 記号その他の符号であって、 当該特定の個人を識別するこ と ができるも の 

二 個人に提供さ れる役務の利用若し く は個人に販売さ れる商品の購入に関し 割り 当

てら れ、 又は個人に発行さ れるカード その他の書類に記載さ れ、 若し く は電磁的方

式により 記録さ れた文字、 番号、 記号その他の符号であって、 その利用者若し く は

購入者又は発行を受ける者ごと に異なるも のと なるよう に割り 当てられ、 又は記載

さ れ、 若し く は記録さ れるこ と により 、 特定の利用者若し く は購入者又は発行を受

ける者を識別するこ と ができるも の 

 

令第一条 個人情報の保護に関する法律（ 以下「 法」 と いう 。） 第二条第二項の政令で定

める文字、 番号、 記号その他の符号は、 次に掲げるも のと する。  

一 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換し た文

字、 番号、 記号その他の符号であっ て、 特定の個人を識別するに足り るも のと し て

個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するも の 

イ 細胞から 採取さ れたデオキシリ ボ核酸（ 別名 DN A ） を構成する塩基の配列 

ロ～ト （ 略）  

二 （ 略）  

三 国民健康保険法（ 昭和３ ３ 年法律第１ ９ ２ 号） 第百十一条の二第一項に規定する

被保険者記号・ 番号等 

四～六 （ 略）  

七 高齢者の医療の確保に関する法律（ 昭和５ ７ 年法律第８ ０ 号） 第百六十一条の二

第一項に規定する被保険者番号等 

八 介護保険法（ 平成９ 年法律第１ ２ ３ 号） 第十二条第三項の被保険者証にその発行

を受ける者ごと に異なるも のと なるよう に記載さ れた個人情報保護委員会規則で定

める文字、 番号、 記号その他の符号 

九 （ 略）  

十 その他前各号に準ずるも のと し て個人情報保護委員会規則で定める文字、 番号、
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記号その他の符号 

 

規則第二条 個人情報の保護に関する法律施行令（ 以下「 令」 と いう 。） 第一条第一号の

個人情報保護委員会規則で定める基準は、 特定の個人を識別するこ と ができる水準が

確保さ れるよう 、 適切な範囲を適切な手法により 電子計算機の用に供するために変換

するこ と と する。  

 

規則第三条 令第一条第八号の個人情報保護委員会規則で定める文字、 番号、 記号その

他の符号は、 同号に規定する被保険者証の番号及び保険者番号と する。  

 

規則第四条 令第一条第十号の個人情報保護委員会規則で定める文字、 番号、 記号その

他の符号は、 次に掲げるも のと する。  

一 健康保険法（ 大正１ １ 年法律第７ ０ 号） 第三条第十一項に規定する保険者番号及

び同条第十二項に規定する被保険者等記号・ 番号 

二 船員保険法（ 昭和１ ４ 年法律第７ ３ 号） 第二条第十項に規定する保険者番号及び

同条第十一項に規定する被保険者等記号・ 番号 

三～四（ 略）  

五 私立学校教職員共済法（ 昭和２ ８ 年法律第２ ４ ５ 号） 第四十五条第一項に規定す

る加入者等記号・ 番号等 

六 国家公務員共済組合法（ 昭和３ ３ 年法律第１ ２ ８ 号） 第百十二条の二第一項に規

定する組合員等記号・ 番号等 

七 地方公務員等共済組合法（ 昭和３ ７ 年法律第１ ５ ２ 号） 第百四十四条の二十四の

二第一項に規定する組合員等記号・ 番号等 

八～九（ 略）  

 

「 個人識別符号」 と は、 当該情報単体から特定の個人を識別できるも のと し て令に定

めら れた文字、 番号、 記号その他の符号をいい、 こ れに該当するものが含まれる情報は

個人情報と なる。  

具体的な内容は、 令第１ 条及び個人情報の保護に関する法律施行規則（ 平成 2 8 年個

人情報保護委員会規則第３ 号。 以下「 規則」 と いう 。） 第２ 条から第４ 条までに定められ

ており 、例えば、細胞から 採取さ れたデオキシリ ボ核酸（ 別名 DNA ） を構成する塩基の

配列、 健康保険法に基づく 保険者番号や被保険者等記号・ 番号などが該当する。  

し たがっ て、 当該保険者番号及び被保険者番号・ 記号のいずれも が含まれる情報は、

個人情報と なる。  

 

３ ． 要配慮個人情報（ 法第２ 条第３ 項）  

 

（ 定義）  

法第二条 
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３  こ の法律において「 要配慮個人情報」 と は、 本人の人種、 信条、 社会的身分、 病歴、

犯罪の経歴、 犯罪により 害を被っ た事実その他本人に対する不当な差別、 偏見その他

の不利益が生じ ないよう にその取扱いに特に配慮を要するも のと し て政令で定める

記述等が含まれる個人情報をいう 。  

 

令第二条 法第二条第三項の政令で定める記述等は、 次に掲げる事項のいずれかを内容

と する記述等（ 本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く 。） と する。  

一 身体障害、 知的障害、 精神障害（ 発達障害を含む。） その他の個人情報保護委員会

規則で定める心身の機能の障害があるこ と 。  

二 本人に対し て医師その他医療に関連する職務に従事する者（ 次号において「 医師

等」 と いう 。） により 行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検

査（ 同号において「 健康診断等」 と いう 。） の結果 

三 健康診断等の結果に基づき、 又は疾病、 負傷その他の心身の変化を理由と し て、

本人に対し て医師等により 心身の状態の改善のための指導又は診療若し く は調剤が

行われたこ と 。  

四 本人を被疑者又は被告人と し て、 逮捕、 捜索、 差押え、 勾留、 公訴の提起その他

の刑事事件に関する手続が行われたこ と 。  

五 本人を少年法（ 昭和２ ３ 年法律第１ ６ ８ 号） 第三条第一項に規定する少年又はそ

の疑いのある者と し て、 調査、 観護の措置、 審判、 保護処分その他の少年の保護事

件に関する手続が行われたこ と 。  

 

規則第五条 令第二条第一号の個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害は、

次に掲げる障害と する。  

一 身体障害者福祉法（ 昭和２ ４ 年法律第２ ８ ３ 号） 別表に掲げる身体上の障害 

二 知的障害者福祉法（ 昭和３ ５ 年法律第３ ７ 号） にいう 知的障害 

三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（ 昭和２ ５ 年法律第１ ２ ３ 号） にいう

精神障害（ 発達障害者支援法（ 平成１ ６ 年法律第１ ６ ７ 号） 第二条第一項に規定す

る発達障害を含み、 前号に掲げるものを除く 。）  

四 治療方法が確立し ていない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律（ 平成１ ７ 年法律第１ ２ ３ 号） 第四条第

一項の政令で定めるも のによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度であるも

の 

 

「 要配慮個人情報」 と は、 不当な差別や偏見その他の不利益が生じ ないよう にその取

扱いに特に配慮を要するも のと し て法第２ 条第３ 項、令第 2 条及び規則第５ 条で定める

記述等が含まれる個人情報をいう 。 なお、 医療機関等及び介護関係事業者において想定

さ れる要配慮個人情報に該当する情報と は、 診療録等の診療記録や介護関係記録に記載

さ れた病歴、 診療や調剤の過程で、 患者の身体状況、 病状、 治療等について、 医療従事

者が知り 得た診療情報や調剤情報、 健康診断の結果及び保健指導の内容、 障害（ 身体障

害、 知的障害、 精神障害等） の事実、 犯罪により 害を被っ た事実等が挙げら れる。  



１ １  

 

なお、 要配慮個人情報の取得や個人データ の第三者提供には、 原則と し て本人同意が

必要である。 また、 要配慮個人情報である個人データ については、 法第２ ７ 条第２ 項の

規定による第三者提供（ オプト アウト による第三者提供） は認められていないので、 注

意が必要である。  

 

４ ． 仮名加工情報（ 法第２ 条第５ 項）  

 

（ 定義）  

法第二条 

５  こ の法律において「 仮名加工情報」 と は、 次の各号に掲げる個人情報の区分に応じ

て当該各号に定める措置を講じ て他の情報と 照合し ない限り 特定の個人を識別する

こ と ができないよう に個人情報を加工し て得ら れる個人に関する情報をいう 。  

一 第一項第一号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除

するこ と （ 当該一部の記述等を復元するこ と のできる規則性を有し ない方法により

他の記述等に置き換えるこ と を含む。）。  

二 第一項第二号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部

を削除するこ と （ 当該個人識別符号を復元するこ と のできる規則性を有し ない方法

により 他の記述等に置き換えるこ と を含む。）。  

 

「 仮名加工情報」 と は、 個人情報を個人情報の区分に応じ て定めら れた措置を講じ て

他の情報と 照合し ない限り 特定の個人を識別するこ と ができないよう に加工し て得ら れ

る個人に関する情報をいう 。  

仮名加工情報の加工基準等については、 仮名加工情報・ 匿名加工情報ガイド ラ インを

参照のこ と 。  

 

５ ． 匿名加工情報（ 法第２ 条第６ 項）  

 

（ 定義）  

法第二条 

６  こ の法律において「 匿名加工情報」 と は、 次の各号に掲げる個人情報の区分に応じ

て当該各号に定める措置を講じ て特定の個人を識別するこ と ができないよう に個人

情報を加工し て得られる個人に関する情報であっ て、 当該個人情報を復元するこ と が

できないよう にし たも のをいう 。  

一 第一項第一号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除

するこ と （ 当該一部の記述等を復元するこ と のできる規則性を有し ない方法により

他の記述等に置き換えるこ と を含む。）。  

二 第一項第二号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部

を削除するこ と （ 当該個人識別符号を復元するこ と のできる規則性を有し ない方法

により 他の記述等に置き換えるこ と を含む。）。  
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「 匿名加工情報」 と は、 個人情報を個人情報の区分に応じ て定めら れた措置を講じ て

特定の個人を識別するこ と ができないよう に加工し て得ら れる個人に関する情報であっ

て、 当該個人情報を復元し て特定の個人を再識別するこ と ができないよう にし たも のを

いう 。  

匿名加工情報を作成するため、 個人情報から、 当該情報に含まれる氏名、 生年月日、

住所等の、 特定の個人を識別する情報を取り 除く 場合や、 顔写真について、 一定のマス

キングを行っ て特定の個人を識別できないよう 加工する場合でも 、 当該個人情報を規則

で定める基準に従って加工し ておらず、当該個人情報を復元するこ と ができる場合には、

匿名加工情報に該当し ないため、 注意が必要である。  

匿名加工情報の加工基準等については、 仮名加工情報・ 匿名加工情報ガイド ラ インを

参照のこ と 。  

なお、 法別表第２ 法人及び病院経営等地方独立行政法人については、 匿名加工情報取

扱事業者等の義務に関する規定（ 法第４ 章第４ 節） の適用が除外さ れ（ 法第５ ８ 条第１

項関係）、匿名加工情報の取扱いについて独立行政法人等又は地方独立行政法人による取

扱いと みなし て公的部門における規律（ 法第５ 章第５ 節） が適用さ れる（ 法第１ ２ ５ 条

第２ 項関係）。  
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Ⅲ 本ガイダンスの対象と なる事業者の種別と 法の適用関係 

 

（ 適用の特例）  

法第五十八条 個人情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者のう ち次に掲げる者につ

いては、 第三十二条から第三十九条まで及び第四節の規定は、 適用し ない。  

一 別表第二に掲げる法人 

二 地方独立行政法人のう ち地方独立行政法人法第二十一条第一号に掲げる業務を主た

る目的と するもの又は同条第二号若し く は第三号（ チに係る部分に限る。） に掲げる業

務を目的と するも の 

２  次の各号に掲げる者が行う 当該各号に定める業務における個人情報、 仮名加工情報又

は個人関連情報の取扱いについては、 個人情報取扱事業者、 仮名加工情報取扱事業者又

は個人関連情報取扱事業者による個人情報、 仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いと

みなし て、 こ の章（ 第三十二条から第三十九条まで及び第四節を除く 。） 及び第六章から

第八章までの規定を適用する。  

一 地方公共団体の機関 医療法（ 昭和二十三年法律第二百五号）第一条の五第一項に規

定する病院（ 次号において「 病院」 と いう 。） 及び同条第二項に規定する診療所並びに

学校教育法（ 昭和二十二年法律第二十六号） 第一条に規定する大学の運営 

二 独立行政法人労働者健康安全機構 病院の運営 

 

（ 安全管理措置）  

法第六十六条 行政機関の長等は、 保有個人情報の漏えい、 滅失又は毀損の防止その他の

保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じ なければならない。  

２  前項の規定は、 次の各号に掲げる者が当該各号に定める業務を行う 場合における個人

情報の取扱いについて準用する。  

一 （ 略）  

二 指定管理者（ 地方自治法（ 昭和二十二年法律第六十七号） 第二百四十四条の二第三項

に規定する指定管理者をいう 。）  公の施設（ 同法第二百四十四条第一項に規定する公

の施設をいう 。） の管理の業務 

三 第五十八条第一項各号に掲げる者 法令に基づき行う 業務であっ て政令で定めるも

の 

四 第五十八条第二項各号に掲げる者 同項各号に定める業務のう ち法令に基づき行う

業務であって政令で定めるも の 

五 （ 略）  

 

（ 適用の特例）  

法第百二十五条 第五十八条第二項各号に掲げる者が行う 当該各号に定める業務における

個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いについては、こ の章（ 第一節、第六十

六条第二項（ 第四号及び第五号（ 同項第四号に係る部分に限る。） に係る部分に限る。） に

おいて準用する同条第一項、第七十五条、前二節、前条第二項及び第百二十七条を除く 。）
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の規定、 第百七十六条及び第百八十条の規定（ こ れら の規定のう ち第六十六条第二項第

四号及び第五号（ 同項第四号に係る部分に限る。） に定める業務に係る部分を除く 。） 並び

に第百八十一条の規定は、 適用し ない。  

２  第五十八条第一項各号に掲げる者による個人情報又は匿名加工情報の取扱いについて

は、 同項第一号に掲げる者を独立行政法人等と 、 同項第二号に掲げる者を地方独立行政

法人と 、 それぞれみなし て、 第一節、 第七十五条、 前二節、 前条第二項、 第百二十七条及

び次章から 第八章まで（ 第百七十六条、 第百八十条及び第百八十一条を除く 。） の規定を

適用する。  

３  （ 略）  

 

（ 安全管理措置を講ずべき業務）  

令第十九条 法第六十六条第二項第三号の政令で定める業務は、 次に掲げる業務と する。  

一 国立研究開発法人情報通信研究機構法（ 平成十一年法律第百六十二号） 第十九条、国

立研究開発法人新エネルギー・ 産業技術総合開発機構法（ 平成十四年法律第百四十五

号） 第十八条、 国立研究開発法人医薬基盤・ 健康・ 栄養研究所法（ 平成十六年法律第百

三十五号） 第十六条又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法（ 平成二十六年法律

第四十九号） 第十七条の三において準用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律（ 昭和三十年法律第百七十九号） の規定に基づき行う 業務 

二～五 （ 略）  

六 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行っ た者の医療及び観察等に関する法律（ 平

成十五年法律第百十号） 第二条第四項に規定する指定入院医療機関と し て同法の規定

に基づき行う 業務 

七 がん登録等の推進に関する法律（ 平成二十五年法律第百十一号） 第二十三条第一項の

規定に基づき行う 業務 

八 法第五十八条第一項第二号に掲げる者が条例に基づき行う 業務であっ て前各号に掲

げる業務に類するものと し て条例で定めるも の 

２  法第六十六条第二項第四号の政令で定める業務は、 次に掲げる業務と する。  

一 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行っ た者の医療及び観察等に関する法律第二

条第四項に規定する指定入院医療機関と し て同法の規定に基づき行う 業務 

二 法第五十八条第二項第一号に掲げる者が同号に定める業務と し て条例に基づき行う

業務であって前号に掲げる業務に類するも のと し て条例で定めるも の 

 

（ 定義）  

法第二条 

８  こ の法律において「 行政機関」 と は、 次に掲げる機関をいう 。  

一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関（ 内閣府を除く 。） 及び内閣の所轄の下に置

かれる機関 

二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法（ 平成十一年法律第八十九号） 第四十九条第一項

及び第二項に規定する機関（ こ れら の機関のう ち第四号の政令で定める機関が置かれ

る機関にあっ ては、 当該政令で定める機関を除く 。）  



１ ５  

 

 

法第２ 条第９ 項における別表第１ に掲げる法人と は、 沖縄科学技術大学院大学学園、

沖縄振興開発金融公庫、 外国人技能実習機構、 株式会社国際協力銀行、 株式会社日本政

策金融公庫、株式会社日本貿易保険、原子力損害賠償・ 廃炉等支援機構、国立大学法人、

大学共同利用機関法人、 日本銀行、 日本司法支援センタ ー、 日本私立学校振興・ 共済事

業団、 日本中央競馬会、 日本年金機構、 農水産業協同組合貯金保険機構、 福島国際研究

教育機構、 放送大学学園及び預金保険機構をいう 。  

法別表第２ 法人（ ※１ ） における個人情報の取扱い、病院経営等地方独立行政法人（ ※

２ ） における個人情報の取扱い、 地方公共団体の機関が行う 病院若し く は診療所又は大

学の運営の業務に係る個人情報の取扱い並びに独立行政法人労働者健康安全機構が行う

病院の運営の業務に係る個人情報の取扱いについては、 学術研究機関、 医療機関等と し

ての特性を踏まえ、 基本的に民間の学術研究機関、 医療機関等と 同様、 民間部門におけ

る個人情報の取扱いに係る規律が適用さ れる。  

（ ※１ ） 独立行政法人等のう ち法別表第２ に掲げる法人をいう（ Ⅰの再掲）。 具体的に

は、 次の法人をいう 。  

沖縄科学技術大学院大学学園 

三 国家行政組織法（ 昭和二十三年法律第百二十号） 第三条第二項に規定する機関（ 第五

号の政令で定める機関が置かれる機関にあっ ては、 当該政令で定める機関を除く 。）  

四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法（ 昭和二十二年法律第七十

号） 第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条（ 宮内庁法第十

八条第一項において準用する場合を含む。） の特別の機関で、 政令で定めるも の 

五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、 政令

で定めるもの 

六 会計検査院 

９  こ の法律において「 独立行政法人等」 と は、独立行政法人通則法（ 平成十一年法律第百

三号） 第二条第一項に規定する独立行政法人及び別表第一に掲げる法人をいう 。  

１ ０  こ の法律において「 地方独立行政法人」 と は、地方独立行政法人法（ 平成十五年法律

第百十八号） 第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう 。  

１ １  こ の法律において「 行政機関等」 と は、 次に掲げる機関をいう 。  

一 行政機関 

二 地方公共団体の機関（ 議会を除く 。 次章、 第三章及び第六十九条第二項第三号を除

き、 以下同じ 。）  

三 独立行政法人等（ 別表第二に掲げる法人を除く 。 第十六条第二項第三号、 第六十三

条、第七十八条第一項第七号イ及びロ、第八十九条第四項から 第六項まで、第百十九条

第五項から第七項まで並びに第百二十五条第二項において同じ 。）  

四 地方独立行政法人（ 地方独立行政法人法第二十一条第一号に掲げる業務を主たる目

的と するもの又は同条第二号若し く は第三号（ チに係る部分に限る。） に掲げる業務を

目的と するも のを除く 。第十六条第二項第四号、第六十三条、第七十八条第一項第七号

イ及びロ、第八十九条第七項から 第九項まで、第百十九条第八項から第十項まで並びに

第百二十五条第二項において同じ 。）  
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国立研究開発法人 

国立大学法人 

大学共同利用機関法人 

独立行政法人国立病院機構 

独立行政法人地域医療機能推進機構 

福島国際研究教育機構 

放送大学学園 

（ ※２ ）地方独立行政法人のう ち地方独立行政法人法第２ １ 条第１ 号に掲げる業務（ 試

験研究等） を主たる目的と するも の又は同条第２ 号（ 大学等の設置及び管理） 若

し く は第 3 号チ（ 病院事業の経営） に掲げる業務を目的と するも のをいう （ Ⅰの

再掲）。  

 

他方、 公的機関と し ての特性を踏まえ、 開示請求等に係る制度、 行政機関等匿名加工

情報の提供等については、 現行の取扱いを維持し 、 公的部門における規律（ 法第５ 章第

１ 節、 第７ ５ 条、 第５ 章第４ 節及び第５ 節、 第１ ２ ４ 条第２ 項、 第１ ２ ７ 条並びに第６

章から 第８ 章まで（ 第１ ７ ６ 条、 第１ ８ ０ 条及び第１ ８ １ 条を除く 。）） が適用さ れる。

（ 法第１ ２ ５ 条第２ 項関係）  

 

（ 参考） 民間部門、 公的部門の機関、 法人等の種別と 法第４ 章及び第５ 章の主な適用関係 

 個人情報の取扱

い等に関する規律 

個人情報フ ァ イ

ル簿に関する規律 

開示、訂正、利用

停止等に関する 規

律 

匿名加工情報に

関する規律 

国の行政機関 公的部門の規律 

（ 第５ 章第２ 節）  

公的部門の規律 

（ 第５ 章第３ 節）  

公的部門の規律 

（ 第５ 章第４ 節）  

公的部門の規律 

（ 第５ 章第５ 節）  

地方公共団体の機関 公的部門の規律 

（ 第５ 章第２ 節）  

公的部門の規律 

（ 第５ 章第３ 節）  

※第７ ５ 条のみ 

 

 病院若し く は診

療所又は大学の

運営の業務（ ※

１ ）  

民間部門の規律 

（ 第４ 章）  

（ ※２ ）  

独立行政法人等 公的部門の規律 

（ 第５ 章第２ 節）  

 法別表第2 法人

及び（ 独） 労働

者健康安全機構

（ 病院の運営の

業務に限る。 ）

（ ※１ ）  

民間部門の規律 

（ 第４ 章）  

（ ※２ ）  
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地方独立行政法人 公的部門の規律 

（ 第５ 章第２ 節）  

 病院経営等地方

独 立 行 政 法 人

（ ※１ ）  

民間部門の規律 

（ 第４ 章）  

（ ※２ ）  

個人情報取扱事業者

（ 法別表第 2 法人及

び病院経営等地方独

立行政法人を除く 。） 

民間部門の規律 

（ 第４ 章）  

 民間部門の規律 

（ 第４ 章）  

民間部門の規律 

（ 第４ 章）  

（ ※１ ） こ れら が行う 業務のう ち政令で定めるものについては、 安全管理措置義務（ 法

第６ ６ 条）、 従業者の義務（ 法第６ ７ 条） 及び一定の罰則（ 法第１ ７ ６ 条及び第１

８ ０ 条） について、 こ の表にかかわら ず、 行政機関に準じ た扱いがなさ れる。（ 令

第１ ９ 条関係）  

 

（ ※２ ） 法第４ 章第２ 節中保有個人データ に関する事項の公表等（ 第３ ２ 条）、 開示、 訂

正等及び利用停止等（ 第３ ３ 条～第３ ９ 条） 並びに匿名加工情報取扱事業者等の

義務（ 法第４ 章第４ 節） に関する規定は適用が除外さ れる。（ 法第５ ８ 条関係）  

    なお、 診療情報の開示に当たっては、「 診療情報の提供等に関する指針」 の内容

にも 配慮する必要がある。  
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Ⅳ 医療・ 介護関係事業者の義務等 

１ ． 医療・ 介護関係事業者の義務等にかかる各種定義（ 法第１ ６ 条）  

（ １ ） 個人情報データ ベース等（ 法第１ ６ 条第１ 項）、個人情報取扱事業者（ 同条第２ 項）、

個人データ （ 同条第３ 項）、 保有個人データ （ 同条第４ 項）  

 

 

「 個人情報データ ベース等」 と は、 特定の個人情報をコ ンピュータ を用いて検索する

こ と ができるよう に体系的に構成し た個人情報を含む情報の集合体、 又はコ ンピュータ

を用いていない場合であっ ても 、 紙面で処理し た個人情報を一定の規則（ 例えば、 五十

音順、 生年月日順など） に従っ て整理・ 分類し 、 特定の個人情報を容易に検索するこ と

ができるよう 、 目次、 索引、 符号等を付し 、 他人によっ ても 容易に検索可能な状態に置

いているも のをいう 。 なお、 個人情報データ ベース等に該当し ないも のと し ては、 市販

の電話帳や住宅地図などが該当するが、 詳細は「 通則ガイド ラ イン」 を参照さ れたい。  

 

（ 定義）  

法第十六条 こ の章及び第八章において「 個人情報データ ベース等」 と は、 個人情報を含む

情報の集合物であっ て、 次に掲げるも の（ 利用方法から みて個人の権利利益を害するお

それが少ないものと し て政令で定めるものを除く 。） をいう 。  

一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索するこ と ができるよう に体系的に構成し

たも の 

二 前号に掲げるも ののほか、 特定の個人情報を容易に検索するこ と ができるよう に体

系的に構成し たも のと し て政令で定めるも の 

 

令第四条 法第十六条第一項の利用方法から みて個人の権利利益を害するおそれが少ない

も のと し て政令で定めるも のは、 次の各号のいずれにも該当するも のと する。  

一 不特定かつ多数の者に販売するこ と を目的と し て発行さ れたも のであっ て、かつ、そ

の発行が法又は法に基づく 命令の規定に違反し て行われたものでないこ と 。  

二 不特定かつ多数の者により 随時に購入するこ と ができ、 又はできたものであるこ と 。 

三 生存する個人に関する他の情報を加えるこ と なく その本来の用途に供し ているも の

であるこ と 。  

２  法第十六条第一項第二号の政令で定めるも のは、 同項に規定する情報の集合物に含ま

れる個人情報を一定の規則に従っ て整理するこ と により 特定の個人情報を容易に検索す

るこ と ができるよう に体系的に構成し たも のであっ て、 目次、 索引その他検索を容易に

するためのも のを有するも のをいう 。  

（ 定義）  

法第十六条  

２  こ の章及び第六章から 第八章までにおいて「 個人情報取扱事業者」 と は、個人情報デー

タ ベース等を事業の用に供し ている者をいう 。 ただし 、 次に掲げる者を除く 。  

一 国の機関 
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「 個人情報取扱事業者」 と は、 個人情報データ ベース等を事業の用に供し ている者の

う ち、 国の機関、 地方公共団体、 独立行政法人等（ 法別表第２ 法人を除く 。） 及び地方独

立行政法人（ 病院経営等地方独立行政法人を除く 。） を除いた者をいう 。  

すなわち、 法別表第２ 法人や病院経営等地方独立行政法人は、 個人情報取扱事業者に

該当する（「 Ⅲ 本ガイダンスの対象と なる事業者の種別と 法の適用関係」 を参照）。  

また、 地方公共団体の機関及び独立行政法人労働者健康安全機構は、 個人情報取扱事

業者には該当し ないも のの、 地方公共団体の機関が行う 病院若し く は診療所又は大学の

運営の業務に係る個人情報の取扱い及び独立行政法人労働者健康安全機構が行う 病院の

運営の業務に係る個人情報の取扱いについては、 個人情報取扱事業者による個人情報の

取扱いと みなさ れ、 一部を除き、 民間部門における規律（ 法第４ 章） が適用さ れる。  

なお、 こ こ でいう 「 事業の用に供し ている」 の「 事業」 と は、 一定の目的をも って反

復継続し て遂行さ れる同種の行為であっ て、 かつ社会通念上事業と 認められるものをい

い、 営利・ 非営利の別は問わない。  

 

 

「 個人データ 」 と は、「 個人情報データ ベース等」 を構成する個人情報をいう 。  

診療録等の診療記録や介護関係記録については、 媒体の如何にかかわら ず個人データ

に該当する。  

また、 検査等の目的で、 患者から血液等の検体を採取し て検査結果を得た場合、 こ れ

ら の検査結果は個人情報に該当し 、 利用目的の特定等（ Ⅳ３ ． 参照）、 利用目的の通知等

（ Ⅳ５ ． 参照） 等の対象と なるこ と から 、 患者の同意を得ずに、 特定さ れた利用目的の

達成に必要な範囲を超えて当該個人情報を取り 扱っ てはならない。 なお、 検体について

も 、 その分析等により 個人情報を取得し 得るこ と 等に鑑み、 個人情報と 同様の取扱いと

するこ と が望まし い。 また、 こ れらの検査結果については、 診療録等と 同様に検索可能

な状態と し て保存さ れるこ と から 、 個人データ に該当し 、 第三者提供の制限（ Ⅳ９ ． 参

照） や開示（ Ⅳ１ ４ ． 参照） の対象と なる。  

 

二 地方公共団体 

三 独立行政法人等 

四 地方独立行政法人 

（ 定義）  

法第十六条  

３  こ の章において「 個人データ 」 と は、個人情報データ ベース等を構成する個人情報をい

う 。  

（ 定義）  

法第十六条  

４  こ の章において「 保有個人データ 」 と は、 個人情報取扱事業者が、 開示、 内容の訂正、

追加又は削除、 利用の停止、 消去及び第三者への提供の停止を行う こ と のできる権限を
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「 保有個人データ 」 と は、 個人データ のう ち、 個人情報取扱事業者が、 開示、 内容の

訂正、 追加又は削除、 利用の停止、 消去及び第三者への提供の停止を行う こ と のできる

権限を有するも のをいう 。 ただし 、 その存否が明ら かになるこ と により 、 公益その他の

利益が害さ れるも のは除く 。  

 

（ ２ ） 仮名加工情報取扱事業者（ 法第 1 6 条第５ 項）  

 

 

「 仮名加工情報取扱事業者」 と は、 仮名加工情報データ ベース等を事業の用に供し て

いる者のう ち、 国の機関、 地方公共団体、 独立行政法人等（ 法別表第２ 法人を除く 。） 及

び地方独立行政法人（ 病院経営等地方独立行政法人を除く 。） を除いた者をいう 。  

また、 法第４ １ 条第１ 項における「 作成すると き」 と は、 仮名加工情報と し て取り 扱

う 意図をもっ て個人情報を加工する場合を意味し ており 、事業者において、（ 仮名加工情

報ではなく ） 個人情報の取扱いに関する各種義務を遵守するこ と を想定し ている場合に

は、 仮名加工情報の取扱いに係る規律は適用さ れない。（ その代わり に、 個人情報取扱事

業者と し ての規定を遵守する必要がある。）  

なお、 仮名加工情報を作成するこ と 自体は、 当該仮名加工情報の作成の元と なっ た個

人情報の取得時においてあら かじ め特定し た利用目的に含まれていなかったと し ても 、

目的外利用には当たら ない。 こ の場合、 元と なった個人情報の利用目的が、 仮名加工情

報の利用目的と し て引き継がれるこ と と なるが、 仮名加工情報の利用目的を変更し た場

合には、 変更後の利用目的について、 公表が必要になる（ 法第２ １ 条第３ 項、 第４ １ 条

第４ 項）。  

有する個人データ であっ て、 その存否が明ら かになるこ と により 公益その他の利益が害

さ れるも のと し て政令で定めるも の以外のものをいう 。  

（ 定義）  

法第十六条  

５  こ の章、第六章及び第七章において「 仮名加工情報取扱事業者」 と は、仮名加工情報を

含む情報の集合物であっ て、 特定の仮名加工情報を電子計算機を用いて検索するこ と が

できるよう に体系的に構成し たも のその他特定の仮名加工情報を容易に検索するこ と が

できるよう に体系的に構成し たも のと し て政令で定めるも の（ 第四十一条第一項におい

て「 仮名加工情報データ ベース等」 と いう 。） を事業の用に供し ている者をいう 。  

ただし 、 第二項各号に掲げる者を除く 。  

（ 仮名加工情報の作成等）  

法第四十一条 個人情報取扱事業者は、 仮名加工情報（ 仮名加工情報データ ベース等を構

成するも のに限る。 以下こ の章及び第六章において同じ 。） を作成すると きは、 他の情報

と 照合し ない限り 特定の個人を識別するこ と ができないよう にするために必要なも のと

し て個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、個人情報を加工し なければなら ない。 

２ ～９  （ 略）  



２ １  

 

仮名加工情報取扱事業者の定義等については、 仮名加工情報・ 匿名加工情報ガイド ラ

インも 参照のこ と 。  

 

（ ３ ） 匿名加工情報取扱事業者（ 法第１ ６ 条第６ 項）  

 

 

「 匿名加工情報取扱事業者」 と は、 匿名加工情報データ ベース等を事業の用に供し て

いる者のう ち、 国の機関、 地方公共団体、 独立行政法人等（ 法別表第２ 法人を除く 。） 及

び地方独立行政法人（ 病院経営等地方独立行政法人を除く 。） を除いた者をいう 。  

また、 法第４ ３ 条第１ 項における「 作成すると き」 と は、 匿名加工情報と し て取り 扱

う 意図をもっ て個人情報を加工する場合を意味し ており 、事業者において、（ 匿名加工情

報ではなく ） 個人情報の取扱いに関する各種義務を遵守するこ と を想定し ている場合に

は、匿名加工情報の取扱いに係る規律は適用さ れない。（ その代わり に、個人情報取扱事

業者と し ての規定を遵守する必要がある。）   

なお、 匿名加工情報を作成するこ と 自体は、 当該匿名加工情報の作成の元と なった個

人情報の取得時においてあら かじ め特定し た利用目的に含まれていなかったと し ても、

目的外利用には当たら ない。  

匿名加工情報取扱事業者の定義等については、 仮名加工情報・ 匿名加工情報ガイド ラ

インも参照のこ と 。  

なお、 法別表第２ 法人及び病院経営等地方独立行政法人については、 匿名加工情報取

扱事業者等の義務に関する規定（ 法第４ 章第４ 節） の適用が除外さ れ（ 法第５ ８ 条第１

項関係）、 匿名加工情報の取扱いについて独立行政法人等又は地方独立行政法人による

取扱いと みなし て公的部門における規律（ 法第５ 章第５ 節） が適用さ れる（ 法第１ ２ ５

条第２ 項関係）。  

 

（ ４ ） 学術研究機関等（ 法第１ ６ 条第８ 項）  

 

（ 定義）  

法第十六条  

６  こ の章、第六章及び第七章において「 匿名加工情報取扱事業者」 と は、匿名加工情報を

含む情報の集合物であっ て、 特定の匿名加工情報を電子計算機を用いて検索するこ と が

できるよう に体系的に構成し たも のその他特定の匿名加工情報を容易に検索するこ と が

できるよう に体系的に構成し たも のと し て政令で定めるも の（ 第四十三条第一項におい

て「 匿名加工情報データ ベース等」 と いう 。） を事業の用に供し ている者をいう 。ただし 、

第二項各号に掲げる者を除く 。  

（ 定義）  

法第十六条  

８  こ の章において「 学術研究機関等」 と は、大学その他の学術研究を目的と する機関若し

く は団体又はそれらに属する者をいう 。  



２ ２  

 

 

「 学術研究機関等（ ※１ ）」 と は、 大学その他の学術研究（ ※２ ） を目的と する機関若

し く は団体又はそれら に属する者をいう 。  

「 大学その他の学術研究を目的と する機関若し く は団体」 と は、 国公立・ 私立大学、

公益法人等の研究所等の学術研究を主たる目的と し て活動する機関や「 学会」 をいい、

「 それら に属する者」 と は、 国公立・ 私立大学の教員、 公益法人等の研究所の研究員、

学会の会員等をいう 。  

なお、 民間団体付属の研究機関等における研究活動についても 、 当該機関が学術研究

を主たる目的と するも のである場合には、「 学術研究機関等」 に該当する。  

（ ※１ ） 国公立の大学等、 法別表第２ 法人又は病院経営等地方独立行政法人のう ち、

学術研究機関等にも 該当するも のについては、 原則と し て私立の大学、 民間の

学術研究機関等と 同等の規律が適用さ れる（「 Ⅲ 本ガイダンスの対象と なる事

業者の種別と 法の適用関係」 を参照）。  

（ ※２ ）「 学術」と は、人文・ 社会科学及び自然科学並びにそれら の応用の研究であり 、

あら ゆる学問分野における研究活動及びその所産と し ての知識・ 方法の体系を

いい、 具体的活動と し ての「 学術研究」 と し ては、 新し い法則や原理の発見、

分析や方法論の確立、 新し い知識やその応用法の体系化、 先端的な学問領域の

開拓などをいう 。  

  



２ ３  

 

２ ． 医療・ 介護関係事業者における取組 

（ １ ） 本人の同意 

「 本人の同意」 と は、 本人の個人情報が、 個人情報取扱事業者によって示さ れた取扱

方法で取り 扱われるこ と を承諾する旨の当該本人の意思表示をいう （ 当該本人であるこ

と を確認できているこ と が前提と なる。）。  

また、「 本人の同意を得（ る）」 と は、 本人の承諾する旨の意思表示を当該個人情報取

扱事業者が認識するこ と をいい、 事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ 、 本人が同

意に係る判断を行う ために必要と 考えら れる合理的かつ適切な方法によらなければなら

ない。  

なお、 個人情報の取扱いに関し て同意し たこ と によっ て生ずる結果について、 未成年

者、 成年被後見人、 被保佐人及び被補助人が判断できる能力を有し ていないなどの場合

は、 親権者や法定代理人等から同意を得る必要がある。  

【 本人の同意を得ている事例】  

事例 1 ） 本人から の同意する旨の口頭による意思表示 

事例 2 ） 本人から の同意する旨の書面（ 電磁的記録を含む。） の受領 

事例 3 ） 本人から の同意する旨のメ ールの受信 

事例 4 ） 本人による同意する旨の確認欄へのチェ ッ ク 

事例 5 ） 本人による同意する旨のホームページ上のボタ ンのク リ ッ ク 

事例 6 ） 本人による同意する旨の音声入力、 タ ッ チパネルへのタ ッ チ、 ボタ ンやス 

イッ チ等による入力 

 

 法は、 個人情報の目的外利用や個人データ の第三者提供の場合には、 原則と し て本人

の同意を得るこ と を求めている。 こ れは、 法の基本と なるＯＥ Ｃ Ｄ ８ 原則のう ち、 利用

制限の原則の考え方の現れであるが、 医療機関等については、 患者に適切な医療サービ

スを提供する目的のために、 当該医療機関等において、 通常必要と 考えられる個人情報

の利用範囲を施設内への掲示（ 院内掲示） により 明ら かにし ておき、 患者側から 特段明

確な反対・ 留保の意思表示がない場合には、 こ れら の範囲内での個人情報の利用につい

て同意が得ら れているも のと 考えられる。（ Ⅳ９ ．（ ３ ）（ ４ ） 参照）  

 また、 患者・ 利用者が、 意識不明ではないも のの、 本人の意思を明確に確認できない

状態の場合については、 意識の回復にあわせて、 速やかに本人への説明を行い本人の同

意を得るものと する。  

 なお、 こ れら の場合において患者・ 利用者の理解力、 判断力などに応じ て、 可能な限

り 患者・ 利用者本人に通知し 、 同意を得るよう 努めるこ と が重要である。  

 

 医療・ 介護関係事業者が要配慮個人情報を書面又は口頭等により 本人から 適正に直接

取得する場合は、 本人が当該情報を提供し たこ と をも っ て、 当該医療・ 介護関係事業者

が当該情報を取得するこ と について本人の同意があっ たも のと 解さ れる。（ Ⅳ９ ． 参照） 

 

（ ２ ） 家族等への病状説明 

法においては、 個人データ を第三者提供する場合には、 あら かじ め本人の同意を得る



２ ４  

 

こ と を原則と し ている。 一方、 病態によっては、 治療等を進めるに当たり 、 本人だけで

なく 家族等の同意を得る必要がある場合も ある。家族等への病状説明については、「 患者

（ 利用者） への医療（ 介護） の提供に必要な利用目的」（ Ⅳ３ ．（ １ ） 参照） と 考えられ

るが、 本人以外の者に病状説明を行う 場合は、 本人に対し 、 あら かじ め病状説明を行う

家族等の対象者を確認し 、 同意を得るこ と が望まし い。 こ の際、 本人から申出がある場

合には、 治療の実施等に支障を生じ ない範囲において、 現実に患者（ 利用者） の世話を

し ている親族及びこ れに準ずる者を説明を行う 対象に加えたり 、 説明を行う 対象を家族

の特定の人に限定するなどの取扱いと するこ と ができる。  

 一方、 意識不明の患者の病状や重度の認知症の高齢者の状況を家族等に説明する場合

は、 本人の同意を得ずに第三者提供できる場合と 考えら れる（ Ⅳ９ ．（ ２ ） ②参照）。 こ

の場合、 医療・ 介護関係事業者において、 本人の家族等であるこ と を確認し た上で、 治

療等を行う に当たり 必要な範囲で、 情報提供を行う と と も に、 本人の過去の病歴、 治療

歴等について情報の取得を行う 。 本人の意識が回復し た際には、 速やかに、 提供及び取

得し た個人情報の内容と その相手について本人に説明すると と も に、 本人から の申出が

あっ た場合、 取得し た個人情報の内容の訂正等、 病状の説明を行う 家族等の対象者の変

更等を行う 。  

 なお、 患者の判断能力に疑義がある場合は、 意識不明の患者と 同様の対応を行う と と

も に、 判断能力の回復にあわせて、 速やかに本人への説明を行い本人の同意を得るもの

と する。  
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３ ． 利用目的の特定等（ 法第１ ７ 条、 第１ ８ 条）  

 

 

（ １ ） 利用目的の特定及び制限 

医療・ 介護関係事業者が医療・ 介護サービスを希望する患者・ 利用者から個人情報を

取得する場合、 当該個人情報を患者・ 利用者に対する医療・ 介護サービスの提供、医療・

介護保険事務、 入退院等の病棟管理などで利用するこ と は患者・ 利用者にと っ て明ら か

と 考えら れる。  

こ れら 以外で個人情報を利用する場合は、 患者・ 利用者にと っ て必ずし も明ら かな利

（ 利用目的の特定）  

法第十七条  個人情報取扱事業者は、 個人情報を取り 扱う に当たっ ては、 その利用の目的

（ 以下「 利用目的」 と いう 。） をできる限り 特定し なければなら ない。  

２  個人情報取扱事業者は、 利用目的を変更する場合には、 変更前の利用目的と 関連性を

有すると 合理的に認められる範囲を超えて行っ てはならない。  

 

（ 利用目的による制限）  

法第十八条 個人情報取扱事業者は、 あら かじ め本人の同意を得ないで、 前条の規定によ

り 特定さ れた利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り 扱ってはなら ない。 

２  個人情報取扱事業者は、 合併その他の事由により 他の個人情報取扱事業者から 事業を

承継するこ と に伴っ て個人情報を取得し た場合は、 あら かじ め本人の同意を得ないで、

承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、 当該個人情報を

取り 扱っ てはなら ない。  

３  前二項の規定は、 次に掲げる場合については、 適用し ない。  

一 法令（ 条例を含む。 以下こ の章において同じ 。） に基づく 場合 

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であっ て、本人の同意を得る

こ と が困難であると き。  

 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であっ

て、 本人の同意を得るこ と が困難であると き。  

 四 国の機関若し く は地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行

するこ と に対し て協力する必要がある場合であっ て、 本人の同意を得るこ と により 当

該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあると き。  

五 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であっ て、 当該個人情報を学

術研究の用に供する目的（ 以下こ の章において「 学術研究目的」 と いう 。） で取り 扱う

必要があると き（ 当該個人情報を取り 扱う 目的の一部が学術研究目的である場合を含

み、 個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く 。）。  

六 学術研究機関等に個人データ を提供する場合であっ て、 当該学術研究機関等が当該

個人データ を学術研究目的で取り 扱う 必要があると き（ 当該個人データ を取り 扱う 目

的の一部が学術研究目的である場合を含み、 個人の権利利益を不当に侵害するおそれ

がある場合を除く 。）。  



２ ６  

 

用目的と はいえない。 こ の場合は、 個人情報を取得するに当たっ て明確に当該利用目的

の公表等の措置が講じ ら れなければならない。（ Ⅳ５ ． 参照）  

医療・ 介護関係事業者の通常の業務で想定さ れる利用目的は別表２ に例示さ れるも の

であり 、 医療・ 介護関係事業者は、 こ れらを参考と し て、 自ら の業務に照ら し て通常必

要と さ れるも のを特定し て公表（ 院内掲示等） し なければなら ない。（ Ⅳ５ ． 参照）  

 

また、 別表２ に掲げる利用目的の範囲については、 法第１ ７ 条第２ 項に定める利用目

的の変更を行う こ と ができると 考えら れる。 ただし 、 変更さ れた利用目的については、

本人へ通知又は公表し なければならない。（ Ⅳ５ ． 参照）  

 

（ ２ ） 利用目的による制限の例外 

  医療・ 介護関係事業者は、 あら かじ め本人の同意を得ないで法第１ ７ 条の規定により

特定さ れた利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り 扱っ てはなら ないが

（ 法第１ ８ 条第１ 項）、同条第３ 項に掲げる場合については、本人の同意を得る必要はな

い。 具体的な例と し ては以下のと おり である。  

 

 ①法令（ 条例を含む。） に基づく 場合 

   医療法に基づく 立入検査、 介護保険法に基づく 不正受給者に係る市町村への通知、

児童虐待の防止等に関する法律に基づく 児童虐待に係る通告等、 法令に基づいて個人

情報を利用する場合であり 、 医療・ 介護関係事業者の通常の業務で想定さ れる主な事

例は別表３ のと おり である。  

   根拠と なる法令の規定と し ては、 刑事訴訟法第１ ９ ７ 条第２ 項に基づく 照会、 地方

税法第７ ２ 条の６ ３ （ 個人の事業税に関する調査に係る質問検査権、 各種税法に類似

の規定あり ） 等がある。  

   警察や検察等の捜査機関の行う 刑事訴訟法第１ ９ ７ 条第２ 項に基づく 照会（ 同法第

５ ０ ７ 条に基づく 照会も同様） は、 相手方に報告すべき義務を課すも のと 解さ れてい

る上、警察や検察等の捜査機関の行う 任意捜査も 、こ れへの協力は任意であるも のの、

法令上の具体的な根拠に基づいて行われるものであり 、いずれも「 法令に基づく 場合」

に該当すると 解さ れている。  

 

 ②人の生命、 身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、 本人の同意を得る

こ と が困難であると き 

  （ 例）  

   ・ 意識不明で身元不明の患者について、 関係機関へ照会し たり 、 家族又は関係者等

から の安否確認に対し て必要な情報提供を行う 場合 

   ・ 意識不明の患者の病状や重度の認知症の高齢者の状況を家族等に説明する場合 

   ・ 大規模災害等で医療機関に非常に多数の傷病者が一時に搬送さ れ、 家族等からの

問合せに迅速に対応するためには、 本人の同意を得るための作業を行う こ と が著

し く 不合理である場合 
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③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であっ て、

本人の同意を得るこ と が困難であると き 

 （ 例）  

  ・ 健康増進法に基づく 地域がん登録事業による国又は地方公共団体への情報提供 

  ・ がん検診の精度管理のための地方公共団体又は地方公共団体から 委託を受けた検

診機関に対する精密検査結果の情報提供 

  ・ 児童虐待事例についての関係機関と の情報交換 

  ・ 医療安全の向上のため、 院内で発生し た医療事故等に関する国、 地方公共団体又

は第三者機関等への情報提供のう ち、 氏名等の情報が含まれる場合 

・ 医療機関等が以前治療を行っ た患者の臨床症例に係る個人データ を、 観察研究の

ために他の医療機関等に提供し 、 当該他の医療機関等を受診する不特定多数の患

者に対し てより 優れた医療サービスを提供できるよう になるこ と 等により 、 公衆

衛生の向上に特に資する場合であっ て、 本人の転居等により 有効な連絡先を保有

し ていないと きや、 同意を得るために必要な時間的余裕や費用等に照ら すと 同意

を得るこ と が当該研究の遂行に支障を及ぼすおそれがあると き 

・ 医療機関等が保有する患者の臨床症例に係る個人データ を、 有効な治療方法や薬

剤が十分にない疾病等に関する疾病メ カニズムの解明を目的と し た研究のために

製薬企業に提供し 、 その結果が広く 共有・ 活用さ れていく こ と で、 医学、 薬学等

の発展や医療水準の向上に寄与し 、 公衆衛生の向上に特に資する場合であっ て、

本人の転居等により 有効な連絡先を保有し ていないと きや、 同意を得るために必

要な時間的余裕や費用等に照ら すと 同意を得るこ と が当該研究の遂行に支障を及

ぼすおそれがあると き 

 

 ④国の機関若し く は地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行す

るこ と に対し て協力する必要がある場合であっ て、 本人の同意を得るこ と により 当該

事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあると き 

  （ 例）  

   ・ 統計法第２ 条第７ 項の規定に定める一般統計調査に協力する場合 

   ・ 災害発生時に警察が負傷者の住所、 氏名や傷の程度等を照会する場合等、 公共の

安全と 秩序の維持の観点から 照会する場合 

 

⑤個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であっ て、 個人情報を学術研究の用

に供する目的（ 以下「 学術研究目的」 と いう 。） で取り 扱う 必要があると き（ 当該個人

情報を取り 扱う 目的の一部が学術研究目的である場合を含み、 個人の権利利益を不当

に侵害するおそれがある場合を除く 。）  

 

⑥学術研究機関等に個人データ を提供する場合であっ て、 当該学術研究機関等が当該個

人データ を学術研究目的で取り 扱う 必要があると き（ 当該個人データ を取り 扱う 目的

の一部が学術研究目的である場合を含み、 個人の権利利益を不当に侵害するおそれが

ある場合を除く 。）  
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【 法の規定により 遵守すべき事項等】  

 ・ 医療・ 介護関係事業者は、 個人情報を取り 扱う に当たっ て、 その利用目的をできる限

り 特定し なければなら ない。  

 ・ 医療・ 介護関係事業者は、 利用目的を変更する場合には、 変更前の利用目的と 関連性

を有すると 合理的に認めら れる範囲を超えて行っ てはなら ない。  

 ・ 医療・ 介護関係事業者は、 あら かじ め本人の同意を得ないで、 特定さ れた利用目的の

達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り 扱っ てはならない。 なお、 本人の同意を得

るために個人情報を利用するこ と （ 同意を得るために患者・ 利用者の連絡先を利用し

て電話をかける場合など）、 個人情報を匿名加工情報及び仮名加工情報に加工するこ

と は差し 支えない（ ただし 、 法別表第２ 法人及び病院経営等地方独立行政法人につい

ては、 匿名加工情報取扱事業者等の義務に関する規定（ 法第４ 章第４ 節） の適用が除

外さ れ（ 法第５ ８ 条第１ 項関係）、匿名加工情報の取扱いについて独立行政法人等又は

地方独立行政法人による取扱いと みなし て公的部門における規律（ 法第５ 章第５ 節等）

が適用さ れる（ 法第１ ２ ５ 条第２ 項関係）。）。  

 ・ 個人情報を取得する時点で、 本人の同意があっ たにも かかわらず、 その後、 本人から

利用目的の一部についての同意を取り 消す旨の申出があっ た場合は、 その後の個人情

報の取扱いについては、 本人の同意が取り 消さ れなかった範囲に限定し て取り 扱う 。  

 ・ 医療・ 介護関係事業者は、 合併その他の事由により 他の事業者から 事業を承継するこ

と に伴っ て個人情報を取得し た場合は、 あら かじ め本人の同意を得ないで、 承継前に

おける当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、 当該個人情報を取り 扱

っ てはならない。  

 ・ 利用目的の制限の例外（ 法第１ ８ 条第３ 項） に該当する場合は、 本人の同意を得ずに

個人情報を取り 扱う こ と ができる。  

  （ 利用目的を変更する場合の取扱いについてはⅣ５ ． を参照）  

 

【 その他の事項】  

 ・ 利用目的の制限の例外に該当する「 法令に基づく 場合」 等であっ ても、 利用目的以外

の目的で個人情報を取り 扱う 場合は、 当該法令等の趣旨をふまえ、 その取り 扱う 範囲

を真に必要な範囲に限定するこ と が求めら れる。  

 ・ 患者が未成年者等の場合、 法定代理人等の同意を得るこ と で足り るが、 一定の判断能

力を有する未成年者等については、法定代理人等の同意にあわせて本人の同意を得る。 

・ 意識不明の患者や重度の認知症の高齢者などで法定代理人がいない場合で、 緊急に診

療が必要な場合については、 上記（ ２ ） ②に該当し 、 当該本人の個人情報を取り 扱う

こ と ができる。  
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４ ． 不適正な利用の禁止（ 法第１ ９ 条）  

 

（ 不適正な利用の禁止）  

法第十九条 個人情報取扱事業者は、 違法又は不当な行為を助長し 、 又は誘発するおそ

れがある方法により 個人情報を利用し てはなら ない。  

 

医療・ 介護関係事業者は、 違法又は不当な行為（ ※１ ） を助長し 、 又は誘発するおそれ

（ ※２ ） がある方法により 個人情報を利用し てはなら ない。  

 

（ ※１ ）「 違法又は不当な行為」 と は、 法（ 個人情報の保護に関する法律） その他の法

令に違反する行為、 及び直ちに違法と はいえないも のの、 法その他の法令の制

度趣旨又は公序良俗に反する等、社会通念上適正と は認められない行為をいう 。 

（ ※２ ）「 おそれ」 の有無は、 個人情報取扱事業者による個人情報の利用が、 違法又は

不当な行為を助長又は誘発するこ と について、 社会通念上蓋然性が認められる

か否かにより 判断さ れる。  

こ の判断に当たっ ては、 個人情報の利用方法等の客観的な事情に加えて、 個

人情報の利用時点における医療・ 介護関係事業者の認識及び予見可能性も 踏ま

える必要がある。 例えば、 医療・ 介護関係事業者が第三者に個人情報を提供し

た場合において、 当該第三者が当該個人情報を違法な行為に用いた場合であっ

ても 、 当該第三者が当該個人情報の取得目的を偽っ ていた等、 当該個人情報の

提供の時点において、 提供し た個人情報が違法に利用さ れるこ と について、 当

該医療・ 介護関係事業者が一般的な注意力をも っ てし ても 予見できない状況で

あっ た場合には、「 おそれ」 は認めら れないと 解さ れる。
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５ ． 利用目的の通知等（ 法第２ １ 条）  

 

（ 取得に際し ての利用目的の通知等）  

法第二十一条 個人情報取扱事業者は、 個人情報を取得し た場合は、 あらかじ めその利

用目的を公表し ている場合を除き、 速やかに、 その利用目的を、 本人に通知し 、 又は

公表し なければならない。  

２  個人情報取扱事業者は、 前項の規定にかかわら ず、 本人と の間で契約を締結するこ

と に伴っ て契約書その他の書面（ 電磁的記録を含む。以下こ の項において同じ 。） に記

載さ れた当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から 直接書面に記載さ れた

当該本人の個人情報を取得する場合は、 あらかじ め、 本人に対し 、 その利用目的を明

示し なければなら ない。 ただし 、 人の生命、 身体又は財産の保護のために緊急に必要

がある場合は、 こ の限り でない。  

３  個人情報取扱事業者は、利用目的を変更し た場合は、変更さ れた利用目的について、

本人に通知し 、 又は公表し なければならない。  

４  前三項の規定は、 次に掲げる場合については、 適用し ない。  

一 利用目的を本人に通知し 、又は公表するこ と により 本人又は第三者の生命、身体、

財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 

二 利用目的を本人に通知し 、 又は公表するこ と により 当該個人情報取扱事業者の権

利又は正当な利益を害するおそれがある場合 

三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行するこ と に対し て協力する

必要がある場合であっ て、 利用目的を本人に通知し 、 又は公表するこ と により 当該

事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあると き。  

四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると 認めら れる場合 

 

【 法の規定により 遵守すべき事項等】  

 ・ 医療・ 介護関係事業者は、 個人情報を取得するに当たっ て、 あら かじ めその利用目的

を公表し ておく か、 個人情報を取得し た場合、 速やかに、 その利用目的を、 本人に通

知し 、 又は公表し なければならない。  

 ・ 利用目的の公表方法と し ては、 院内や事業所内等に掲示すると と も に、 可能な場合に

はホームページへの掲載等の方法により 、 なるべく 広く 公表する必要がある。  

 ・ 医療・ 介護関係事業者は、 受付で患者に資格確認書等を提出し ても らう 場合や問診票

の記入を求める場合など、 本人から 直接書面に記載さ れた当該本人の個人情報を取得

する場合は、 あらかじ め、 本人に対し 、 その利用目的を院内掲示等により 明示し なけ

ればなら ない。ただし 、救急の患者で緊急の処置が必要な場合等は、こ の限り でない。  

 ・ 医療・ 介護関係事業者は、利用目的を変更し た場合は、変更さ れた利用目的について、

本人に通知し 、 又は公表し なければならない。  

 ・ 取得の状況から みて利用目的が明ら かであると 認めら れる場合など利用目的の通知等

の例外に該当する場合は、 上記内容は適用し ない。（「 利用目的が明ら か」 な場合につ

いてはⅣ３ ．（ １ ） を参照）  
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【 その他の事項】  

 ・ 利用目的が、 本規定の例外である「 取得の状況から みて利用目的が明ら かであると 認

めら れる場合」 に該当する場合であっても、 患者・ 利用者等に利用目的をわかり やす

く 示す観点から 、 利用目的の公表に当たっては、 当該利用目的についても併せて記載

する。  

 ・ 院内や事業者内等への掲示に当たっ ては、 受付の近く に当該内容を説明し た表示を行

い、 初回の患者・ 利用者等に対し ては、 受付時や利用開始時において当該掲示につい

ての注意を促す。  

 ・ 初診時や入院・ 入所時等における説明だけでは、 個人情報について十分な理解ができ

ない患者・ 利用者も 想定さ れるこ と から 、 患者・ 利用者が落ち着いた時期に改めて説

明を行っ たり 、 診療計画書、 療養生活の手引き、 訪問介護計画等のサービス提供に係

る計画等に個人情報に関する取扱いを記載するなど、 患者・ 利用者が個人情報の利用

目的を理解できるよう 配慮する。  

 ・ 患者・ 利用者等の希望がある場合、 詳細の説明や当該内容を記載し た書面の交付（ 電

磁的方法による場合を含む。） を行う 。  

  



３ ２  

 

６ ． 個人情報の適正な取得、 個人データ 内容の正確性の確保（ 法第２ ０ 条、 第２ ２ 条）  

 

（ 適正な取得）  

法第二十条 個人情報取扱事業者は、 偽り その他不正の手段により 個人情報を取得し て

はならない。  

２  個人情報取扱事業者は、 次に掲げる場合を除く ほか、 あらかじ め本人の同意を得な

いで、 要配慮個人情報を取得し てはならない。  

一 法令に基づく 場合 

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意 を

得るこ と が困難であると き。  

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成のために特に必要がある場合であっ て、  

本人の同意を得るこ と が困難であると き。  

四 国の機関若し く は地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を 

遂行するこ と に対し て協力する必要がある場合であっ て、 本人の同意を得るこ と に

より 当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあると き。  

五 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であっ て、 当該要配慮個 

人情報を学術研究目的で取り 扱う 必要があると き（ 当該要配慮個人情報を取り 扱う

目的の一部が学術研究目的である場合を含み、 個人の権利利益を不当に侵害するお

それがある場合を除く 。）。  

六 学術研究機関等から 当該要配慮個人情報を取得する場合であっ て、 当該要配慮 

個人情報を学術研究目的で取得する必要があると き（ 当該要配慮個人情報を取得す

る目的の一部が学術研究目的である場合を含み、 個人の権利利益を不当に侵害する

おそれがある場合を除く 。）（ 当該個人情報取扱事業者と 当該学術研究機関等が共同

し て学術研究を行う 場合に限る。）。  

七 当該要配慮個人情報が、 本人、 国の機関、 地方公共団体、 学術研究機関等、 第五

十七条第一項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により 公開

さ れている場合 

八 その他前各号に掲げる場合に準ずるも のと し て政令で定める場合 

 

規則第六条 法第二十条第二項第七号の個人情報保護委員会規則で定める者は、 次の各

号のいずれかに該当する者と する。  

一 外国政府、 外国の政府機関、 外国の地方公共団体又は国際機関 

二 外国において法第十六条第八項に規定する学術研究機関等に相当する者 

三 外国において法第五十七条第一項各号に掲げる者に相当する者 

 

令第九条 法第二十条第二項第八号の政令で定める場合は、 次に掲げる場合と する。  

一 本人を目視し 、 又は撮影するこ と により 、 その外形上明らかな要配慮個人情報を

取得する場合 

二 法第二十七条第五項各号（ 法第四十一条第六項の規定により 読み替えて適用する

場合及び法第四十二条第二項において読み替えて準用する場合を含む。）に掲げる場
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合において、 個人データ である要配慮個人情報の提供を受けると き。  

 

（ データ 内容の正確性の確保等）  

法第二十二条 個人情報取扱事業者は、 利用目的の達成に必要な範囲内において、 個人

データ を正確かつ最新の内容に保つと と も に、 利用する必要がなく なっ たと きは、 当

該個人データ を遅滞なく 消去するよう 努めなければならない。  

 

【 法の規定により 遵守すべき事項等】  

 ・ 医療・ 介護関係事業者は、 偽り その他不正の手段により 個人情報を取得し てはならな

い。  

 ・ 診療等のために必要な過去の受診歴等については、 真に必要な範囲について、 本人か

ら 直接取得するほか、 第三者提供について本人の同意を得た者（ Ⅳ９ ．（ ３ ） により 本

人の黙示の同意が得ら れていると 考えら れる者を含む。） から 取得するこ と を原則と

する。 ただし 、 本人以外の家族等から取得するこ と が診療上又は適切な介護サービス

の提供上やむを得ない場合はこ の限り でない。  

 ・ 親の同意なく 、 十分な判断能力を有し ていない子ども から家族の個人情報を取得し て

はなら ない。ただし 、当該子どもの診療上、家族等の個人情報の取得が必要な場合で、

当該家族等から個人情報を取得するこ と が困難な場合はこ の限り でない。  

  

【 要配慮個人情報の取得時における本人の同意について】  

  医療機関の受付等で診療を希望する患者は、 傷病の回復等を目的と し ている。 一方、

医療機関等は、 患者の傷病の回復等を目的と し て、 より 適切な医療が提供できるよう 治

療に取り 組むと と も に、 その費用を公的医療保険に請求する必要が生じ る。 良質で適正

な医療の提供を受けるためには、 また公的医療保険の扶助を受けるためには、 医療機関

等が患者の要配慮個人情報を含めた個人情報を取得するこ と は必要不可欠である。  

こ のため、 例えば、 患者が医療機関の受付等で、 問診票に患者自身の身体状況や病状

などを記載し 、 個人番号カード （ マイナンバーカード ） 又は健康保険の資格確認書と と

も に受診を申し 出るこ と は、 患者自身が自己の要配慮個人情報を含めた個人情報を医療

機関等に取得さ れるこ と を前提と し ていると 考えら れるため、 医療機関等が要配慮個人

情報を書面又は口頭等により 本人から 適正に直接取得する場合は、 患者の当該行為をも

っ て、 当該医療機関等が当該情報を取得するこ と について本人の同意があっ たも のと 解

さ れる。  

また、 医療機関等が要配慮個人情報を第三者提供の方法により 取得し た場合、 提供元

が法第２ ０ 条第２ 項及び第２ ７ 条第１ 項の規定に基づいて本人から必要な同意（ 要配慮

個人情報の取得及び第三者提供に関する同意） を取得し ているこ と が前提と なるため、

提供を受けた当該医療機関等が、 改めて本人から法第２ ０ 条第２ 項の規定に基づく 同意

を得る必要はないものと 解さ れる。  

なお、 地域医療情報連携ネッ ト ワークにおいて、 他の医療機関に対し て照会を行い、

当該他の医療機関が保存及び管理等を行う 診療情報等を当該他の医療機関から 直接取得

する場合（ 当該他の医療機関が地域医療情報連携ネッ ト ワーク の運営主体に対し て診療
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情報等の保存及び管理等の取扱いを委託し ている場合において、 当該地域医療情報連携

ネッ ト ワーク の運営主体を介し て、 当該他の医療機関に対し て照会を行い、 診療情報を

取得する場合を含む。） については、「 地域医療情報連携ネッ ト ワークにおける同意取得

方法の例について」（ 令和２ 年３ 月３ １ 日付け厚生労働省医政局総務課事務連絡）による。 

 

 ・ 要配慮個人情報を取得する場合には、 あら かじ め本人の同意を得なければなら ない。

ただし 、 法第２ ０ 条第２ 項各号に定める場合については、 本人の同意を得る必要はな

い。  

（ 例）  

・ 急病その他の事態が生じ たと きに、 本人の病歴等を医師や看護師などの医療従事

者が家族から 聴取する場合、 法第２ ０ 条第２ 項第２ 号に該当する。  

・ 医療機関等が、 他の医療機関等から 、 当該他の医療機関等において以前治療を行

っ た患者の臨床症例に係る個人データ を観察研究のために取得し 、 当該医療機関

等を受診する不特定多数の患者に対し てより 優れた医療サービス提供できるよう

になるこ と 等により 、 公衆衛生の向上に特に資する場合であっ て、 本人から の同

意取得が困難であると き、 法第２ ０ 条第２ 項第３ 号に該当する。  

・ 児童生徒の不登校や不良行為等について、 児童相談所、 学校、 医療機関等の関係

機関が連携し て対応するために、 医療機関等において、 他の関係機関から 当該児

童生徒の保護事件に関する手続が行われた情報を取得する場合、 法第２ ０ 条第２

項第３ 号に該当する。  

・ 児童虐待のおそれのある家庭情報のう ち被害を被っ た事実に係る情報を、 児童相

談所、 警察、 学校、 病院等の関係機関が、 他の関係機関から 取得する場合、 法第

２ ０ 条第２ 項第３ 号に該当する。  

・ 医療機関等や介護関係事業者が警察の任意の求めに応じ て要配慮個人情報に該当

する個人情報を提出するために、 当該個人情報を取得する場合、 法第２ ０ 条第２

項第４ 号に該当する。  

・ 身体の不自由な方が医療機関等を受診し 、 院内において情報共有するためにカル

テ等に記録し た場合（ 目視による取得） や、 身体の不自由な方の様子が施設に設

置さ れた防犯カメ ラに映り こ んだ場合（ 撮影による取得）、法第２ ０ 条第２ 項第８

号、 令第９ 条第１ 項に該当する。  

 

・ なお、 要配慮個人情報を、 法第２ ７ 条第５ 項各号に定める委託、 事業承継又は共同利

用により 取得する場合は、 あらかじ め本人の同意を得る必要はない。  

 

【 法第２ ０ 条第２ 項に違反し ている事例】  

本人の同意を得るこ と なく 、 法第２ ０ 条第２ 項第７ 号及び規則第６ 条で定める者以外

がインタ ーネッ ト 上で公開し ている情報から 本人の信条や犯罪歴等に関する情報を取得

し 、 既に保有し ている当該本人に関する情報の一部と し て自己のデータ ベース等に登録

するこ と 。  

・ 医療・ 介護関係事業者は、 適正な医療・ 介護サービスを提供すると いう 利用目的の達
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成に必要な範囲内において、 個人データ を正確かつ最新の内容に保つよう 努めなけれ

ばならない。  

 

【 その他の事項】  

・ 第三者提供により 個人情報を取得する場合には、 提供元の法の遵守状況を確認すると

と も に、 実際に個人情報を取得する際には、 当該個人情報の取得方法等を確認するよ

う 努めなければならない。 なお、 当該個人情報が適法に取得さ れたこ と が確認できな

い場合は、偽り その他不正の手段により 取得さ れたも のである可能性も あるこ と から、

その取得を自粛するこ と を含め、 慎重に対応するこ と が望まし い。  

 ・ 第三者提供により 他の医療・ 介護関係事業者から 個人情報を取得し たと き、 当該個人

情報の内容に疑義が生じ た場合には、 記載内容の事実に関し て本人又は情報の提供を

行っ た者に確認をと る。  

 ・ 医療・ 介護関係事業者は、 個人データ の内容の正確性、 最新性を確保するためⅣ７ ．

（ ２ ） ②に示す委員会等において、 具体的なルールを策定し たり 、 技術水準向上のた

めの研究の開催などを行う こ と が望まし い。  
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７ ． 安全管理措置、 従業者の監督及び委託先の監督（ 法第２ ３ 条～第２ ５ 条）  

 

（ 安全管理措置）  

法第二十三条 個人情報取扱事業者は、 その取り 扱う 個人データ の漏えい、 滅失又は毀

損の防止その他の個人データ の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じ なけれ

ばならない。  

 

（ 従業者の監督）  

法第二十四条 個人情報取扱事業者は、 その従業者に個人データ を取り 扱わせるに当た

っ ては、 当該個人データ の安全管理が図ら れるよう 、 当該従業者に対する必要かつ適

切な監督を行わなければなら ない。  

 

（ 委託先の監督）  

法第二十五条 個人情報取扱事業者は、 個人データ の取扱いの全部又は一部を委託する

場合は、 その取扱いを委託さ れた個人データ の安全管理が図ら れるよう 、 委託を受け

た者に対する必要かつ適切な監督を行わなければなら ない。  

 

（ １ ） 医療・ 介護関係事業者が講ずるべき安全管理措置等 

 ①安全管理措置 

   医療・ 介護関係事業者は、 その取り 扱う 個人データ の漏えい、 滅失又は毀損の防止

その他の個人データ の安全管理のため、 組織的、 人的、 物理的及び技術的安全管理措

置等を講じ なければならない。 また、 外国において個人データ を取り 扱う 場合には、

外的環境の把握を行っ たう えで、 こ れら の安全管理措置を講じ なければなら ない。 そ

の際、 本人の個人データ が漏えい、 滅失又は毀損をし た場合に本人が被る権利利益の

侵害の大きさ を考慮し 、 事業の性質及び個人データ の取扱い状況等に起因するリ スク

に応じ 、 必要かつ適切な措置を講ずるも のと する。 なお、 その際には、 個人データ を

記憶し た媒体の性質に応じ た安全管理措置を講ずる。  

※「 その他の個人データ の安全管理のために必要かつ適切な措置」 には、 個人情報取

扱事業者が取得し 、 又は取得し よう と し ている個人情報であっ て、 当該個人情報取

扱事業者が個人データ と し て取り 扱う こ と を予定し ているも のの漏えい等を防止す

るために必要かつ適切な措置も 含まれる。 そのため、 当該個人データ と なる前の個

人情報（ 個人情報取扱事業者が取得し 、 又は取得し よう と し ている個人情報であっ

て、当該個人情報取扱事業者が個人データ と し て取り 扱う こ と を予定し ているもの）

についても、 上記の安全管理措置等を講じ る必要がある。  

 

 ②従業者の監督 

   医療・ 介護関係事業者は、 ①の安全管理措置を遵守さ せるよう 、 従業者に対し 必要

かつ適切な監督をし なければなら ない。なお、「 従業者」と は、医療資格者のみならず、

当該事業者の指揮命令を受けて業務に従事する者全てを含むものであり 、 また、 雇用

関係のある者のみなら ず、 理事、 派遣労働者等も 含むものである。  
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   医療法第１ ５ 条では、 病院等の管理者は、 その病院等に勤務する医師等の従業者の

監督義務が課せら れている。（ 薬局や介護関係事業者についても 、医薬品医療機器等法

や介護保険法に基づく 各種サービスに関する人員、 設備及び運営に関する基準（ 以下

「 指定基準」 と いう 。） 等に同様の規定あり 。）  

 

（ ２ ） 安全管理措置と し て考えら れる事項 

医療・ 介護関係事業者は、 その取り 扱う 個人データ の重要性に鑑み、 個人データ の漏

えい、 滅失又は毀損の防止その他の安全管理のため、 その規模、 従業者の様態等を勘案

し て、 以下に示すよう な取組を参考に、 必要な措置を行う も のと する。  

また、 同一事業者が複数の施設を開設する場合、 当該施設間の情報交換については第

三者提供に該当し ないが、 施設ごと に安全管理措置を講ずるなど、 個人情報の利用目的

を踏まえた個人情報の安全管理を行う 。  

 

①個人情報保護に関する規程の整備、 公表 

 ・ 医療・ 介護関係事業者は、 保有個人データ の開示手順を定めた規程その他個人情報保

護に関する規程を整備し 、 苦情への対応を行う 体制も 含めて、 院内や事業所内等への

掲示やホームページへの掲載を行う など、 患者・ 利用者等に対し て周知徹底を図る。  

 ・ また、 個人データ を取り 扱う 情報システムの安全管理措置に関する規程等についても

同様に整備を行う こ と 。  

 

 ②個人情報保護推進のための組織体制等の整備 

 ・ 従業者の責任体制の明確化を図り 、 具体的な取組を進めるため、 医療における個人情

報保護に関し 十分な知識を有する管理者、 監督者等（ 例えば、 役員などの組織横断的

な監督が可能な者） を定める。 又は個人情報保護の推進を図るための部署、 若し く は

委員会等を設置する。  

 ・ 医療・ 介護関係事業所で行っ ている個人データ の安全管理措置について定期的に自己

評価を行い、 見直し や改善を行う べき事項について適切な改善を行う 。  

 

 ③個人データ の漏えい等の問題が発生し た場合等における報告連絡体制の整備 

 ・ １ ） 個人データ の漏えい等の事故が発生し た場合、 又は発生の可能性が高いと 判断し

た場合、 ２ ） 個人データ の取扱いに関する規程等に違反し ている事実が生じ た場合、

又は兆候が高いと 判断し た場合における責任者等への報告連絡体制の整備を行う 。  

 ・ 個人データ の漏えい等の情報は、 苦情等の一環と し て、 外部から 報告さ れる場合も想

定さ れるこ と から 、 苦情への対応を行う 体制と の連携も図る。（ Ⅳ１ ７ ． 参照）  

 

 ④雇用契約時における個人情報保護に関する規程の整備 

 ・ 雇用契約や就業規則において、 就業期間中はも と より 離職後も含めた守秘義務を課す

など従業者の個人情報保護に関する規程を整備し 、 徹底を図る。 なお、 特に、 医師等

の医療資格者や介護サービスの従事者については、 刑法、 関係資格法又は介護保険法

に基づく 指定基準により 守秘義務規定等が設けら れており（ 別表４ ）、その遵守を徹底
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する。  

 

 ⑤従業者に対する教育研修の実施 

 ・ 取り 扱う 個人データ の適切な保護が確保さ れるよう 、 従業者に対する教育研修の実施

等により 、 個人データ を実際の業務で取り 扱う こ と と なる従業者の啓発を図り 、 従業

者の個人情報保護意識を徹底する。  

 ・ こ の際、 派遣労働者についても、「 派遣先が講ずべき措置に関する指針」（ 平成１ １ 年

労働省告示第１ ３ ８ 号） において、「 必要に応じ た教育訓練に係る便宜を図るよう 努め

なければならない」 と さ れているこ と を踏まえ、 個人情報の取扱いに係る教育研修の

実施に配慮する必要がある。  

 

 ⑥物理的安全管理措置 

 ・ 個人データ の盗難・ 紛失等を防止するため、以下のよう な物理的安全管理措置を行う 。  

－入退館（ 室） 管理の実施 

－盗難等に対する予防対策の実施（ 例えば、 カメ ラ による撮影や作業への立会い等

による記録又はモニタ リ ングの実施、 記録機能を持つ媒体の持込み・ 持出し の禁

止又は検査の実施等）  

－機器、 装置等の固定など物理的な保護 

・ 不正な操作を防ぐため、 業務上の必要性に基づき、 以下のよう に、 個人データ を取り

扱う 端末に付与する機能を限定する。  

－スマート フ ォ ン、 パソ コ ン等の記録機能を有する機器の接続の制限及び機器の更

新への対応 

 

⑦技術的安全管理措置 

 ・ 個人データ の盗難・ 紛失等を防止するため、 個人データ を取り 扱う 情報システムにつ

いて以下のよう な技術的安全管理措置を行う 。  

－個人データ に対するアク セス管理（ Ｉ Ｄ やパスワード 等による認証（ ※）、 各職員

の業務内容に応じ て業務上必要な範囲にのみアク セスできるよう なシステム構成

の採用等）  

※認証については、認証の３ 要素である「 記憶」、「 生体情報」、「 物理媒体」 のう ち、

２ つの独立し た要素を組み合わせて認証を行う 方式（ 二要素認証） を採用するこ

と が望まし い。  

－個人データ に対するアク セス記録の保存 

－不正が疑われる異常な記録の存否の定期的な確認 

－個人データ に対するファ イアウォールの設置 

－情報システムへの外部から のアク セス状況の監視及び当該監視システムの動作の

定期的な確認 

－ソ フ ト ウェ アに関する脆弱性対策（ セキュリ ティ パッ チの適用、 当該情報システ

ム固有の脆弱性の発見及びその修正等）  
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⑧個人データ の保存 

・ 個人データ を長期にわたっ て保存する場合には、 保存媒体の劣化防止など個人データ

が消失し ないよう 適切に保存する。  

・ 個人データ の保存に当たっ ては、 本人から の照会等に対応する場合など必要なと きに

迅速に対応できるよう 、 インデッ クスの整備など検索可能な状態で保存し ておく 。  

 

⑨不要と なっ た個人データ の廃棄、 消去 

・ 不要と なっ た個人データ を廃棄する場合には、 焼却や溶解など、 個人データ を復元不

可能な形にし て廃棄する。  

・ 個人データ を取り 扱った情報機器を廃棄する場合は、 記憶装置内の個人データ を復元

不可能な形に消去し て廃棄する。  

・ こ れら の廃棄業務を委託する場合には、 個人データ の取扱いについても委託契約にお

いて明確に定める。  

 

（ ３ ） 業務を委託する場合の取扱い 

①委託先の監督 

   医療・ 介護関係事業者は、 検査や診療報酬又は介護報酬の請求に係る事務等個人デ

ータ の取扱いの全部又は一部を委託する場合、 法第２ ３ 条に基づく 安全管理措置を遵

守さ せるよう 受託者に対し 、 必要かつ適切な監督をし なければなら ない。  

   「 必要かつ適切な監督」 には、 委託契約において委託者である事業者が定める安全

管理措置の内容を契約に盛り 込み受託者の義務と するほか、 業務が適切に行われてい

るこ と を定期的に確認するこ と なども 含まれる。  

   また、業務が再委託さ れた場合で、再委託先が不適切な取扱いを行っ たこ と により 、

問題が生じ た場合は、 医療・ 介護関係事業者や再委託し た事業者が責めを負う こ と も

あり 得る。  

 

②業務を委託する場合の留意事項 

医療・ 介護関係事業者は、 個人データ の取扱いの全部又は一部を委託する場合、 以

下の事項に留意すべきである。  

・ 個人情報を適切に取り 扱っ ている事業者を委託先（ 受託者） と し て選定する（ 受託

者の安全管理措置が、 少なく と も 法第２ ３ 条で求めら れるも のと 同等であるこ と を

確認するため、 Ⅳ７ .（ ２ ） の項目が、 委託する業務内容に応じ て確実に実施さ れる

こ と について、 受託者の体制、 規程等の確認に加え、 必要に応じ て個人データ を取

り 扱う 場所に赴き、 又はこ れに代わる合理的な方法により 確認を行っ た上で、 個人

情報保護に関する管理者、 監督者等が、 適切に評価するこ と が望まし い。）。  

  ・ 契約において、 個人情報の適切な取扱いに関する内容を盛り 込む（ 委託期間中のほ

か、 委託終了後の個人データ の取扱いも含む。）。  

  ・ 受託者が、 委託を受けた業務の一部を再委託するこ と を予定し ている場合は、 再委

託を受ける事業者の選定において個人情報を適切に取り 扱っ ている事業者が選定さ

れると と も に、 再委託先事業者が個人情報を適切に取り 扱っ ているこ と が確認でき
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るよう 契約において配慮する（ 再委託の可否及び医療・ 介護関係事業者への文書に

よる事前報告又は承認手続を求める等の事項を定めるこ と が望まし い。）。  

  ・ 受託者が個人情報を適切に取り 扱っ ているこ と を定期的に確認する。  

・ 受託者が再委託を行おう と する場合は、 医療・ 介護関係事業者は委託を行う 場合と

同様、 再委託の相手方、 再委託する業務内容及び再委託先の個人データ の取扱方法

等について、 受託者に事前報告又は承認手続を求めるこ と 、 直接又は受託者を通じ

て定期的に監査を実施するこ と 等により 、 受託者が再委託先に対し て法第２ ５ 条に

基づく 委託先の監督を適切に果たすこ と 、 再委託先が法第２ ３ 条に基づく 安全管理

措置を講ずるこ と を十分に確認するこ と が望まし い。 再委託先が再々委託を行う 場

合以降も 、 再委託を行う 場合と 同様と する。  

  ・ 受託者における個人情報の取扱いに疑義が生じ た場合（ 患者・ 利用者等から の申出

があり 、 確認の必要があると 考えら れる場合を含む。） には、 受託者に対し 、 説明を

求め、 必要に応じ 改善を求める等適切な措置をと る。  

 

  ＊医療機関等における業者委託に関する関連通知等 

    上記の留意事項のほか、 委託する業務に応じ 、 関連する通知等を遵守する。  

   ・「 医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」（ 平成５ 年２ 月１ ５ 日健政

発第９ ８ 号） の「 第３  業務委託に関する事項」  

   ・「 病院、 診療所等の業務委託について」（ 平成 5 年２ 月１ ５ 日指第１ ４ 号）  

 

（ ４ ） 医療情報システムの導入及びそれに伴う 情報の外部保存を行う 場合の取扱い 

医療機関等及び医療情報を取り 扱う 介護関係事業者において、 医療情報システムを導

入し たり 、 診療情報の外部保存を行う 場合には、 厚生労働省において策定し ている「 医

療情報システムの安全管理に関するガイド ラ イン」 によるこ と と し 、 各医療機関等にお

いて運営及び委託等の取扱いについて安全性が確保さ れるよう 規程を定め、 実施するも

のと する。  

 

（ ５ ） その他 

  受付での呼び出し や、 病室における患者の名札の掲示などについては、 患者の取り 違

え防止など業務を適切に実施する上で必要と 考えら れるが、 医療におけるプラ イバシー

保護の重要性に鑑み、 患者の希望に応じ て一定の配慮をするこ と が望まし い。  

 

【 法の規定により 遵守すべき事項等】  

 ・ 医療・ 介護関係事業者は、 その取り 扱う 個人データ の漏えい、 滅失又は毀損の防止そ

の他個人データ の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じ なければなら ない。  

 ・ 医療・ 介護関係事業者は、 その従業者に個人データ を取り 扱わせるに当たっ ては、 当

該個人データ の安全管理が図ら れるよう 、 当該従業者に対する必要かつ適切な監督を

行わなければなら ない。  

 ・ 医療・ 介護関係事業者は、 個人データ の取扱いの全部又は一部を委託する場合は、 そ

の取扱いを委託さ れた個人データ の安全管理が図ら れるよう 、 委託を受けた者に対す
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る必要かつ適切な監督を行わなければなら ない。  

 

【 その他の事項】  

 ・ 医療・ 介護関係事業者は、 安全管理措置に関する取組を一層推進するため、 安全管理

措置が適切であるかどう かを一定期間ごと に個人情報保護対策及び最新の技術動向を

踏まえた情報セキュリ ティ 対策に十分な知見を有する者に事業者内の対応を確認さ せ

るほか、 必要に応じ て外部の知見を有する者による確認を受けるこ と で、 改善を図る

こ と が望まし い。  
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８ ． 漏えい等の報告等（ 法第２ ６ 条）  

詳細は、 別途定める通則ガイド ラ インを参照のこ と 。  

 

（ 漏えい等の報告等）  

法第二十六条 個人情報取扱事業者は、 その取り 扱う 個人データ の漏えい、 滅失、 毀損

その他の個人データ の安全の確保に係る事態であっ て個人の権利利益を害するおそ

れが大きいも のと し て個人情報保護委員会規則で定めるも のが生じ たと きは、 個人情

報保護委員会規則で定めると こ ろにより 、 当該事態が生じ た旨を個人情報保護委員会

に報告し なければなら ない。 ただし 、 当該個人情報取扱事業者が、 他の個人情報取扱

事業者又は行政機関等から 当該個人データ の取扱いの全部又は一部の委託を受けた

場合であっ て、 個人情報保護委員会規則で定めると こ ろにより 、 当該事態が生じ た旨

を当該他の個人情報取扱事業者又は行政機関等に通知し たと きは、 こ の限り でない。  

２  前項に規定する場合には、 個人情報取扱事業者（ 同項ただし 書の規定による通知を

し た者を除く 。） は、 本人に対し 、 個人情報保護委員会規則で定めると こ ろにより 、 当

該事態が生じ た旨を通知し なければならない。 ただし 、 本人への通知が困難な場合で

あっ て、 本人の権利利益を保護するため必要なこ れに代わるべき措置をと ると きは、

こ の限り でない。  

 

（ 個人の権利利益を害するおそれが大きいもの）  

規則第七条 法第二十六条第一項本文の個人の権利利益を害するおそれが大きいも の

と し て個人情報保護委員会規則で定めるも のは、 次の各号のいずれかに該当するも の

と する。  

一 要配慮個人情報が含まれる個人データ （ 高度な暗号化その他の個人の権利利益を

保護するために必要な措置を講じ たものを除く 。 以下こ の条及び次条第一項におい

て同じ 。） の漏えい、 滅失若し く は毀損（ 以下こ の条及び次条第一項において「 漏え

い等」 と いう 。） が発生し 、 又は発生し たおそれがある事態 

二 不正に利用さ れるこ と により 財産的被害が生じ るおそれがある個人データ の漏え

い等が発生し 、 又は発生し たおそれがある事態 

三 不正の目的をもっ て行われたおそれがある当該個人情報取扱事業者に対する行為

による個人データ （ 当該個人情報取扱事業者が取得し 、 又は取得し よう と し ている

個人情報であっ て、 個人データ と し て取り 扱われるこ と が予定さ れているも のを含

む。） の漏えい等が発生し 、 又は発生し たおそれがある事態 

四 個人データ に係る本人の数が千人を超える漏えい等が発生し 、 又は発生し たおそ

れがある事態 

 

【 法の規定により 遵守すべき事項】  

・ 医療・ 介護関係事業者は、 その取り 扱う 個人データ の漏えい、 滅失、 毀損その他の個

人データ の安全の確保に係る事態であっ て個人の権利利益を害するおそれが大きいも

の（ 要配慮個人情報が含まれる個人データ の漏えい等） が生じ たと きは、 当該事態が

生じ た旨を個人情報保護委員会に報告すると と もに、 本人への通知を行わなければな
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ら ない。  

具体的な例と し ては以下のと おり である。  

（ 例）  

・ 病院における患者の診療情報や調剤情報を含む個人データ を記録し た U SB メ モ

リ ーを紛失し た場合 

・ 従業員の健康診断等の結果を含む個人データ が漏えいし た場合 

 

・ 報告及び通知の対象と なる事態、 報告及び通知の方法等については、 通則ガイド ラ イ

ンも 参照のこ と 。  

・ 個人データ の取扱いを委託し ている場合においては、 委託元と 委託先の双方が個人デ

ータ を取り 扱っ ているこ と になるため、 報告対象事態に該当する場合には、 原則と し

て委託元と 委託先の双方が報告する義務を負う 。  

こ の場合、 委託元及び委託先の連名で報告するこ と ができる。 なお、 委託先が、 報告

義務を負っ ている委託元に当該事態が発生し たこ と を通知し たと きは、 委託先は報告義

務を免除さ れる。  

 

【 その他の事項】  

・ 要配慮個人情報が含まれる個人データ の漏えい等に限ら ず、 医療機関等においてコ ン

ピュータ ウイルスの感染などによるサイバー攻撃を受けた疑いがある場合にあっ ては、

「 医療機関等におけるサイバーセキュリ ティ 対策の強化について」（ 平成 3 0 年 1 0 月

2 9 日医政総発 1 0 2 9 第１ 号・ 医政地発 1 0 2 9 第３ 号・ 医政研発 1 0 2 9 第１ 号） に

より 、 直ちに医療情報システムの保守会社等に連絡の上、 当該サイバー攻撃により 医

療情報システムに障害が発生し 、 個人情報の漏洩や医療提供体制に支障が生じ る又は

そのおそれがある事案であると 判断さ れた場合には、 速やかに当該医療機関等から厚

生労働省医政局特定医薬品開発支援・ 医療情報担当参事官室に連絡するこ と 。  
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９ ． 個人データ の第三者提供（ 法第２ ７ 条）  

 

（ 第三者提供の制限）  

法第二十七条 個人情報取扱事業者は、 次に掲げる場合を除く ほか、 あらかじ め本人の

同意を得ないで、 個人データ を第三者に提供し てはならない。  

一 法令に基づく 場合 

 二 人の生命、 身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、 本人の同意を

得るこ と が困難であると き。  

 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であ

っ て、 本人の同意を得るこ と が困難であると き。  

 四 国の機関若し く は地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を

遂行するこ と に対し て協力する必要がある場合であっ て、 本人の同意を得るこ と に

より 当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあると き。  

五 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であっ て、 当該個人データ

の提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないと き（ 個人の権利利益

を不当に侵害するおそれがある場合を除く 。）。  

六 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であっ て、 当該個人データ

を学術研究目的で提供する必要があると き（ 当該個人データ を提供する目的の一部

が学術研究目的である場合を含み、 個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある

場合を除く 。）（ 当該個人情報取扱事業者と 当該第三者が共同し て学術研究を行う 場

合に限る。）。  

七 当該第三者が学術研究機関等である場合であっ て、 当該第三者が当該個人データ

を学術研究目的で取り 扱う 必要があると き（ 当該個人データ を取り 扱う 目的の一部

が学術研究目的である場合を含み、 個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある

場合を除く 。）。  

２  個人情報取扱事業者は、 第三者に提供さ れる個人データ について、 本人の求めに応

じ て当該本人が識別さ れる個人データ の第三者への提供を停止するこ と と し ている

場合であっ て、 次に掲げる事項について、 個人情報保護委員会規則で定めると こ ろに

より 、 あら かじ め、 本人に通知し 、 又は本人が容易に知り 得る状態に置く と と もに、

個人情報保護委員会に届け出たと きは、 前項の規定にかかわら ず、 当該個人データ を

第三者に提供するこ と ができる。 ただし 、 第三者に提供さ れる個人データ が要配慮個

人情報又は第二十条第一項の規定に違反し て取得さ れたも の若し く は他の個人情報

取扱事業者から こ の項本文の規定により 提供さ れたも の（ その全部又は一部を複製

し 、 又は加工し たものを含む。） である場合は、 こ の限り でない。  

一 第三者への提供を行う 個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっ ては、 その代表者（ 法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるも のにあ

っ ては、 その代表者又は管理人。 以下こ の条、 第三十条第一項第一号及び第三十二

条第一項第一号において同じ 。） の氏名 

二 第三者への提供を利用目的と するこ と 。  

三 第三者に提供さ れる個人データ の項目 
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四 第三者に提供さ れる個人データ の取得の方法 

五 第三者への提供の方法 

六 本人の求めに応じ て当該本人が識別さ れる個人データ の第三者への提供を停止す

るこ と 。  

七 本人の求めを受け付ける方法 

八 その他個人の権利利益を保護するために必要なも のと し て個人情報保護委員会規

則で定める事項 

３  個人情報取扱事業者は、 前項第一号に掲げる事項に変更があっ たと き又は同項の規

定による個人データ の提供をやめたと きは遅滞なく 、 同項第三号から 第五号まで、 第

七号又は第八号に掲げる事項を変更し よう と すると きはあら かじ め、 その旨につい

て、 個人情報保護委員会規則で定めると こ ろにより 、 本人に通知し 、 又は本人が容易

に知り 得る状態に置く と と も に、 個人情報保護委員会に届け出なければなら ない。  

４  個人情報保護委員会は、 第二項の規定による届出があったと きは、 個人情報保護委

員会規則で定めると こ ろにより 、 当該届出に係る事項を公表し なければなら ない。 前

項の規定による届出があっ たと きも、 同様と する。  

５  次に掲げる場合において、 当該個人データ の提供を受ける者は、 前各項の規定の適

用については、 第三者に該当し ないも のと する。  

  一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データ の取

扱いの全部又は一部を委託するこ と に伴っ て当該個人データ が提供さ れる場合 

  二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データ が提供さ れる場合 

 三 特定の者と の間で共同し て利用さ れる個人データ が当該特定の者に提供さ れる

場合であって、 その旨並びに共同し て利用さ れる個人データ の項目、 共同し て利用

する者の範囲、 利用する者の利用目的並びに当該個人データ の管理について責任を

有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ ては、 その代表者の氏名につい

て、あら かじ め、本人に通知し 、又は本人が容易に知り 得る状態に置いていると き。 

６  個人情報取扱事業者は、 前項第三号に規定する個人データ の管理について責任を有

する者の氏名、 名称若し く は住所又は法人にあっ ては、 その代表者の氏名に変更があ

っ たと きは遅滞なく 、 同号に規定する利用する者の利用目的又は当該責任を有する者

を変更し よう と すると きはあら かじ め、 その旨について、 本人に通知し 、 又は本人が

容易に知り 得る状態に置かなければならない。  

 

（ １ ） 第三者提供の取扱い 

   医療・ 介護関係事業者は、 あらかじ め本人の同意を得ないで、 個人データ を第三者

に提供し てはならないと さ れており 、 次のよう な場合には、 本人の同意を得る必要が

ある。  

 

（ 例）  

   ・ 民間保険会社から の照会 

     患者が民間の生命保険に加入し よう と する場合、 生命保険会社から 患者の健康

状態等について照会があっ た場合、 患者の同意を得ずに患者の現在の健康状態や
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既往歴等を回答し てはなら ない。  

     交通事故によるけがの治療を行っ ている患者に関し て、 保険会社から 損害保険

金の支払いの審査のために必要であると し て症状に関する照会があっ た場合、 患

者の同意を得ずに患者の症状等を回答し てはならない。  

   

   ・ 職場から の照会 

     職場の上司等から 、 社員の病状に関する問合せがあっ たり 、 休職中の社員の職

場復帰の見込みに関する問合せがあった場合、 患者の同意を得ずに患者の病状や

回復の見込み等を回答し てはなら ない。  

 

   ・ 学校から の照会 

     学校の教職員等から、 児童・ 生徒の健康状態に関する問合せがあっ たり 、 休学

中の児童・ 生徒の復学の見込みに関する問合せがあっ た場合、 患者の同意を得ず

に患者の健康状態や回復の見込み等を回答し てはなら ない。  

 

   ・ マーケティ ング等を目的と する会社等から の照会 

     健康食品の販売を目的と する会社から、 高血圧の患者の存在の有無について照

会さ れた場合や要件に該当する患者を紹介し て欲し い旨の依頼があっ た場合、 患

者の同意を得ずに患者の有無や該当する患者の氏名・ 住所等を回答し てはならな

い。  

 

（ ２ ） 第三者提供の例外 

  ただし 、 次に掲げる場合については、 本人の同意を得る必要はない。  

 

①法令（ 条例を含む。） に基づく 場合 

医療法に基づく 立入検査、介護保険法に基づく 不正受給者に係る市町村への通知、

児童虐待の防止等に関する法律に基づく 児童虐待に係る通告等、 法令に基づいて個

人情報を利用する場合であり 、 医療機関等の通常の業務で想定さ れる主な事例は別

表３ のと おり である。（ Ⅳ３ ．（ ２ ） ①参照）  

 

②人の生命、 身体又は財産の保護のために必要がある場合であっ て、 本人の同意を得

るこ と が困難であると き 

（ 例）  

 ・ 意識不明で身元不明の患者について、 関係機関へ照会し たり 、 家族又は関係者等

から の安否確認に対し て必要な情報提供を行う 場合 

 ・ 意識不明の患者の病状や重度の認知症の高齢者の状況を家族等に説明する場合 

 ・ 大規模災害、 感染症等で医療機関に非常に多数の傷病者が一時に搬送さ れ、 家族

等から の問合せに迅速に対応するためには、 本人の同意を得るための作業を行う

こ と が著し く 不合理である場合 
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  ※なお、「 本人の同意を得るこ と が困難であると き」 には、 本人同意を求めても 同

意し ない場合、 本人に同意を求める手続を経るまでも なく 本人の同意を得るこ

と ができない場合等が含まれるも のである。  

 

③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であっ て、

本人の同意を得るこ と が困難であると き 

（ 例）  

 ・ 健康増進法に基づく 地域がん登録事業による国又は地方公共団体への情報提供 

 ・ がん検診の精度管理のための地方公共団体又は地方公共団体から 委託を受けた検

診機関に対する精密検査結果の情報提供 

 ・ 児童虐待事例についての関係機関と の情報交換 

・ 医療安全の向上のため、 院内で発生し た医療事故等に関する国、 地方公共団体又 

は第三者機関等への情報提供のう ち、 氏名等の情報が含まれる場合 

・ 感染症患者への対応に当たって、他の患者等への感染を防ぐため、家族等濃厚接触

者の迅速な把握のために他の医療機関等に対し て必要な個人情報を迅速に共有す

るこ と が非常に重要な場合であっ て、 本人の同意を得るこ と が困難であると き 

・ 医療機関等が以前治療を行っ た患者の臨床症例に係る個人データ を、 観察研究の

ために他の医療機関等に提供し 、 当該他の医療機関等を受診する不特定多数の患

者に対し てより 優れた医療サービスを提供できるよう になるこ と 等により 、 公衆

衛生の向上に特に資する場合であっ て、 本人の転居等により 有効な連絡先を保有

し ていないと きや、 同意を得るために必要な時間的余裕や費用等に照ら すと 同意

を得るこ と が当該研究の遂行に支障を及ぼすおそれがあると き 

・ 医療機関等が保有する患者の臨床症例に係る個人データ を、 有効な治療方法や薬

剤が十分にない疾病等に関する疾病メ カニズムの解明を目的と し た研究のために

製薬企業に提供し 、その結果が広く 共有・ 活用さ れていく こ と で、医学、薬学等の

発展や医療水準の向上に寄与し 、 公衆衛生の向上に特に資するこ と が期待さ れる

場合であって、本人の転居等により 有効な連絡先を保有し ていないと きや、同意を

得るために必要な時間的余裕や費用等に照ら すと 同意を得るこ と が当該研究の遂

行に支障を及ぼすおそれがあると き 

 

  ④国の機関若し く は地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行

するこ と に対し て協力する必要がある場合であっ て、 本人の同意を得るこ と により

当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあると き 

  （ 例）  

   ・ 統計法第２ 条第７ 項の規定に定める一般統計調査に協力する場合 

   ・ 災害発生時に警察が負傷者の住所、 氏名や傷の程度等を照会する場合等、 公共の

安全と 秩序の維持の観点から 照会する場合 

 

⑤学術研究機関等が学術研究目的で個人データ を提供する場合であり 、 かつ、 当該個

人データ の提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ない場合（ 個人の
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権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く 。）  

（ 例）  

・ 顔面の皮膚病に関する医学論文において、 症例に言及する場合であっ て、 写真全

体にモザイク 処理を施す等の対応をするこ と により 当該論文による研究成果の公

表の目的が達せら れなく なると き 

 

⑥学術研究機関等が個人データ を提供する場合であり 、 かつ、 当該学術研究機関等と

共同し て学術研究を行う 第三者（ 学術研究機関等であるか否かを問わない） に当該

個人データ を学術研究目的で提供する必要がある場合（ 当該個人データ を提供する

目的の一部が学術研究目的である場合を含み、 個人の権利利益を不当に侵害するお

それがある場合を除く 。）  

 

⑦学術研究機関等が個人データ の第三者提供を受ける場合であり 、 かつ、 当該学術研

究機関等が当該個人データ を学術研究目的で取り 扱う 必要がある場合（ 当該個人デ

ータ を取り 扱う 目的の一部が学術研究目的である場合を含み、 個人の権利利益を不

当に侵害するおそれがある場合を除く 。）  

 

（ ３ ） 本人の同意が得られていると 考えら れる場合 

医療機関の受付等で診療を希望する患者は、傷病の回復等を目的と し ている。一方、

医療機関等は、 患者の傷病の回復等を目的と し て、 より 適切な医療が提供できるよう

治療に取り 組むと と も に、 必要に応じ て他の医療機関と 連携を図ったり 、 当該傷病を

専門と する他の医療機関の医師等に指導、 助言等を求めるこ と も日常的に行われる。  

また、 その費用を公的医療保険に請求する場合等、 患者の傷病の回復等そのも のが

目的ではないが、 医療の提供には必要な利用目的と し て提供する場合も ある。 こ のた

め、 第三者への情報の提供のう ち、 患者の傷病の回復等を含めた患者への医療の提供

に必要であり 、 かつ、 個人情報の利用目的と し て院内掲示等により 明示さ れている場

合は、 原則と し て黙示の同意が得ら れているも のと 考えら れる。  

なお、 傷病の内容によっ ては、 患者の傷病の回復等を目的と し た場合であっ ても 、

個人データ を第三者提供する場合は、 あらかじ め本人の明確な同意を得るよう 求めが

ある場合も 考えられ、 その場合、 医療機関等は、 本人の意思に応じ た対応を行う 必要

がある。  

 

①患者への医療の提供のために通常必要な範囲の利用目的について、 院内掲示等で公

表し ておく こ と により あら かじ め黙示の同意を得る場合 

  医療機関の受付等で、 診療を希望する患者から 個人情報を取得し た場合、 それら

が患者自身の医療サービスの提供のために利用さ れるこ と は明ら かである。 こ のた

め、 院内掲示等により 公表し て、 患者に提供する医療サービスに関する利用目的に

ついて患者から 明示的に留保の意思表示がなければ、 患者の黙示の同意があっ たも

のと 考えられる。（ Ⅳ５ ． 参照）  

  また、  
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  (ｱ)患者への医療の提供のため、 他の医療機関等と の連携を図るこ と  

  (ｲ)患者への医療の提供のため、 外部の医師等の意見・ 助言を求めるこ と  

  (ｳ)患者への医療の提供のため、 他の医療機関等からの照会があっ た場合にこ れに

応じ るこ と  

  (ｴ)患者への医療の提供に際し て、 家族等への病状の説明を行う こ と  

等が利用目的と し て特定さ れている場合は、 こ れら についても 患者の同意があっ

たも のと 考えられる。  

 

②こ の場合であっても 、 黙示の同意があったと 考えら れる範囲は、 患者のための医療

サービスの提供に必要な利用の範囲であり 、 別表２ の「 患者への医療の提供に必要

な利用目的」 を参考に各医療機関等が示し た利用目的に限ら れるも のと する。  

  なお、 院内掲示等においては、  

 (ｱ)患者は、 医療機関等が示す利用目的の中で同意し がたいも のがある場合には、 そ

の事項について、 あら かじ め本人の明確な同意を得るよう 医療機関等に求めるこ

と ができるこ と 。  

 (ｲ)患者が、 (ｱ)の意思表示を行わない場合は、 公表さ れた利用目的について患者の同

意が得ら れたも のと するこ と 。  

 (ｳ)同意及び留保は、 その後、 患者から の申出により 、 いつでも 変更するこ と が可能

であるこ と 。  

をあわせて掲示するも のと する。  

 

※上記①の(ｱ)～(ｴ)の具体例 

（ 例）  

・ 他の医療機関宛に発行し た紹介状等を本人が持参する場合 

   医療機関等において他の医療機関等への紹介状、 処方箋等を発行し 、 当該書面を

本人が他の医療機関等に持参し た場合、 当該第三者提供については、 本人の同意が

あっ たも のと 考えら れ、 当該書面の内容に関し 、 医療機関等と の間での情報交換を

行う こ と について同意が得ら れたものと 考えら れる。  

 

 ・ 他の医療機関等から の照会に回答する場合 

   診療所Ａ を過去に受診し たこ と のある患者が、 病院Ｂ において現に受診中の場合

で、 病院Ｂ から 診療所Ａ に対し 過去の診察結果等について照会があっ た場合、 病院

Ｂ の担当医師等が受診中の患者から同意を得ているこ と が確認できれば、 診療所Ａ

は自ら が保有する診療情報の病院Ｂ への提供について、 患者の同意が得られたも の

と 考えら れる。  

なお、 地域医療情報連携ネッ ト ワーク において、 医療機関が保存及び管理等を行

う 診療情報等を、 他の医療機関から の照会を受けて、 直接第三者提供する場合（ 医

療機関から 地域医療情報連携ネッ ト ワーク の運営主体に対し て診療情報等の保存及

び管理等の取扱いを委託し ている場合において、 当該地域医療情報連携ネッ ト ワー

ク の運営主体を介し て、 他の医療機関から の照会を受けて、 診療情報等を第三者提
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供する場合を含む。） については、「 地域医療情報連携ネッ ト ワーク における同意取

得方法の例について」（ 令和２ 年３ 月３ １ 日付け厚生労働省医政局総務課事務連絡）

による。  

 

 ・ 家族等への病状説明 

   病態等について、 本人と 家族等に対し 同時に説明を行う 場合には、 明示的に本人

の同意を得なく ても 、 その本人と 同時に説明を受ける家族等に対する診療情報の提

供について、 本人の同意が得られたも のと 考えられる。  

   同様に、 児童・ 生徒の治療に教職員が付き添っ てきた場合についても 、 児童・ 生

徒本人が教職員の同席を拒まないのであれば、 本人と 教職員を同席さ せて、 治療内

容等について説明を行う こ と ができると 考えら れる。  

 

 ③医療機関等が、 労働安全衛生法第６ ６ 条、 健康保険法第１ ５ ０ 条、 国民健康保険法

第８ ２ 条又は高齢者の医療の確保に関する法律第２ ０ 条、 第２ ４ 条若し く は第１ ２

５ 条により 、 事業者又は保険者が行う 健康診断等を受託し た場合、 その結果である

労働者等の個人データ を委託元である当該事業者又は保険者に対し て提供するこ と

について、 本人の同意が得ら れていると 考えら れる。  

 

 ④介護関係事業者については、 介護保険法に基づく 指定基準において、 サービス担当

者会議等で利用者の個人情報を用いる場合には利用者の同意を、 利用者の家族の個

人情報を用いる場合には家族の同意を、 あら かじ め文書により 得ておかなければな

ら ないと さ れているこ と を踏まえ、 事業所内への掲示によるのではなく 、 サービス

利用開始時に適切に利用者から文書により 同意を得ておく こ と が必要である。  

 

（ ４ ）「 第三者」 に該当し ない場合 

 ①他の事業者等への情報提供であるが、「 第三者」 に該当し ない場合 

   法第２ ７ 条第５ 項各号に掲げる場合の当該個人データ の提供を受ける者について

は、第三者に該当せず、本人の同意を得ずに情報の提供を行う こ と ができる。医療・

介護関係事業者における具体的事例は以下のと おり である。  

 

  ・ 検査等の業務を委託する場合 

  ・ 外部監査機関への情報提供（（ 公益財団法人） 日本医療機能評価機構が行う 病院機

能評価等）  

  ・ 個人データ を特定の者と の間で共同し て利用すると し て、 あら かじ め本人に通知

等し ている場合 

   ※個人データ の共同での利用における留意事項 

     病院と 訪問看護ステーショ ンが共同で医療サービスを提供し ている場合など、

あら かじ め個人データ を特定の者と の間で共同し て利用するこ と が予定さ れて

いる場合、 (ｱ)共同し て利用さ れる個人データ の項目、 (ｲ)共同利用者の範囲（ 個

別列挙さ れているか、 本人から 見てその範囲が明確と なるよう に特定さ れてい



５ １  

 

る必要がある）、 (ｳ)利用する者の利用目的、 (ｴ)当該個人データ の管理について

責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ ては、 その代表者の

氏名をあらかじ め本人に通知し 、 又は本人が容易に知り 得る状態に置いておく

と と も に、 共同し て利用するこ と を明ら かにし ている場合には、 当該共同利用

者は第三者に該当し ない。  

     こ の場合、 (ｱ)、 (ｲ) については変更するこ と ができず、 (ｳ)、 (ｴ)については、

本人が想定するこ と が困難でない範囲内で変更するこ と ができ、 変更する場合

は、 本人に通知又は本人の容易に知り 得る状態に置かなければなら ない。  

 

②同一事業者内における情報提供であり 、 第三者に該当し ない場合 

同一事業者内で情報提供する場合は、 当該個人データ を第三者に提供し たこ と に

はならないので、 本人の同意を得ずに情報の提供を行う こ と ができる。 医療・ 介護

関係事業者における具体的事例は以下のと おり である。  

 

・ 病院内の他の診療科と の連携など当該医療・ 介護関係事業者内部における情報

の交換 

・ 同一事業者が開設する複数の施設間における情報の交換 

・ 当該事業者の職員を対象と し た研修での利用（ ただし 、 第三者提供に該当し な

い場合であっ ても 、 当該利用目的が院内掲示等により 公表さ れていない場合に

は、 具体的な利用方法について本人の同意を得るか（ Ⅳ３ ． 参照）、 個人が特定

さ れないよう 、 匿名加工情報に加工する必要がある（ Ⅱ５ ． 参照）。 なお、 法別

表第２ 法人及び病院経営等地方独立行政法人については、 匿名加工情報取扱事

業者等の義務に関する規定（ 法第４ 章第４ 節） の適用が除外さ れ（ 法第５ ８ 条

第１ 項関係）、匿名加工情報の取扱いについて独立行政法人等又は地方独立行政

法人による取扱いと みなし て公的部門における規律（ 法第５ 章第５ 節） が適用

さ れる（ 法第１ ２ ５ 条第２ 項関係）。）  

・ 当該事業者内で経営分析を行う ための情報の交換 

 

（ ５ ） その他留意事項 

・ 他の事業者への情報提供に関する留意事項 

第三者提供を行う 場合のほか、 他の事業者への情報提供であっ ても 、 ①法令（ 条例

を含む。） に基づく 場合など第三者提供の例外に該当する場合、 ②「 第三者」 に該当し

ない場合、 ③個人が特定さ れないよう に、 匿名加工情報に加工し て情報提供する場合

などにおいては、 本来必要と さ れる情報の範囲に限っ て提供すべきであり 、 情報提供

する上で必要と さ れていない事項についてまで他の事業者に提供するこ と がないよう

にすべきである。  

特に、 医療事故発生直後にマスコ ミ への公表を行う 場合等については、 本人の同意

を得る必要がある。  

 

（ 適切ではない例）  
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  ・ 医師、 薬剤師等の医薬関係者が製薬企業のＭＲ（ 医薬品情報担当者）、 医薬品卸業者

のＭＳ （ 医薬品販売担当者） 等と の間で医薬品の投薬効果などについて情報交換を

行う 場合に、 必要でない氏名等の情報を削除せずに提供するこ と 。  

 

【 法の規定により 遵守すべき事項等】  

  ・ 医療・ 介護関係事業者においては、 あら かじ め本人の同意を得ないで、 個人データ

を第三者に提供し てはなら ない。なお、（ ２ ） の本人の同意を得る必要がない場合に

該当する場合には、 本人の同意を得る必要はない。  

  ・ 個人データ の第三者提供について本人の同意があっ た場合で、 その後、 本人から第

三者提供の範囲の一部についての同意を取り 消す旨の申出があっ た場合は、 その後

の個人データ の取扱いについては、 本人の同意のあっ た範囲に限定し て取り 扱う も

のと する。  

 

【 その他の事項】  

 ・ 第三者提供に該当し ない情報提供が行われる場合であっ ても 、 院内や事業所内等への

掲示、ホームページ等により 情報提供先をできるだけ明ら かにすると と もに、患者・

利用者等から の問合せがあっ た場合に回答できる体制を確保する。  

 ・ 例えば、 業務委託の場合、 当該医療・ 介護関係事業者において委託し ている業務の内

容、 委託先事業者、 委託先事業者と の間での個人情報の取扱いに関する取り 決めの

内容等について公開するこ と が考えら れる。  
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１ ０ ． 外国にある第三者への提供の制限（ 法第２ ８ 条）  

詳細は、 別途定める「 個人情報の保護に関する法律についてのガイド ラ イン（ 外国に

ある第三者への提供編）」（ 平成２ ８ 年個人情報保護委員会告示第７ 号） を参照のこ と 。  

 

（ 外国にある第三者への提供の制限）  

法第二十八条 個人情報取扱事業者は、 外国（ 本邦の域外にある国又は地域をいう 。 以

下こ の条及び第三十一条第一項第二号において同じ 。）（ 個人の権利利益を保護する上

で我が国と 同等の水準にあると 認めら れる個人情報の保護に関する制度を有し てい

る外国と し て個人情報保護委員会規則で定めるも のを除く 。 以下こ の条及び同号にお

いて同じ 。） にある第三者（ 個人データ の取扱いについてこ の節の規定により 個人情報

取扱事業者が講ずべきこ と と さ れている措置に相当する措置（ 第三項において「 相当

措置」 と いう 。） を継続的に講ずるために必要なも のと し て個人情報保護委員会規則で

定める基準に適合する体制を整備し ている者を除く 。 以下こ の項及び次項並びに同号

において同じ 。） に個人データ を提供する場合には、前条第一項各号に掲げる場合を除

く ほか、 あら かじ め外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければ

なら ない。 こ の場合においては、 同条の規定は、 適用し ない。  

２  個人情報取扱事業者は、 前項の規定により 本人の同意を得よう と する場合には、 個

人情報保護委員会規則で定めると こ ろにより 、 あら かじ め、 当該外国における個人情

報の保護に関する制度、 当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該

本人に参考と なるべき情報を当該本人に提供し なければならない。  

３  個人情報取扱事業者は、 個人データ を外国にある第三者（ 第一項に規定する体制を

整備し ている者に限る。） に提供し た場合には、個人情報保護委員会規則で定めると こ

ろにより 、 当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を

講ずると と も に、 本人の求めに応じ て当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供

し なければならない。  

 

規則第十六条 法第二十八条第一項の個人情報保護委員会規則で定める基準は、 次の各

号のいずれかに該当するこ と と する。  

一 個人情報取扱事業者と 個人データ の提供を受ける者と の間で、 当該提供を受ける

者における当該個人データ の取扱いについて、 適切かつ合理的な方法により 、 法第

四章第二節の規定の趣旨に沿った措置の実施が確保さ れているこ と 。  

二 個人データ の提供を受ける者が、 個人情報の取扱いに係る国際的な枠組みに基づ

く 認定を受けているこ と 。  

 

【 法の規定により 遵守すべき事項等】  

・ 医療・ 介護関係事業者が、 法第２ ８ 条の規定に基づき、 外国にある第三者に個人デー

タ を提供する場合には、 法第２ ７ 条第１ 項各号（ ※） に定める場合を除き、 外国にあ

る第三者へ提供するこ と について本人の同意を得なければなら ない。  

・ ただし 、 次の①又は②のいずれかに該当する場合は、 国内と 同様に法第２ ７ 条第１ 項

柱書の規定に基づく 本人同意による第三者提供、 又は同条第５ 項に基づく 委託、 共同
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利用による提供が可能である。  

①外国にある第三者が、 日本と 同等の水準にあると 認めら れる個人情報保護制度を有

し ている国と し て規則で定める国にある場合 

②外国にある第三者が、 個人情報取扱事業者が講ずべき措置に相当する措置を継続的

に講ずるために必要な体制と し て規則で定める基準に適合する体制を整備し ている

場合 

 

（ ※） 法第２ ７ 条第１ 項各号 

・ 法令（ 条例を含む。） に基づいて個人データ を提供する場合（ 第１ 号関係）  

・ 人（ 法人を含む。） の生命、身体又は財産と いっ た具体的な権利利益が侵害さ れるおそれが

あり 、 こ れを保護するために個人データ の提供が必要であり 、 かつ、 本人の同意を得るこ

と が困難である場合（ 第２ 号関係）  

・ 公衆衛生の向上又は心身の発展途上にある児童の健全な育成のために特に必要な場合であ

り 、 かつ、 本人の同意を得るこ と が困難である場合（ 第３ 号関係）  

・ 国の機関等が法令の定める事務を実施する上で、 民間企業等の協力を得る必要がある場合

であっ て、 協力する民間企業等が当該国の機関等に個人データ を提供するこ と について、

本人の同意を得るこ と が当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合（ 第４ 号関係） 

・ 学術研究機関等が学術研究目的で個人データ を提供する場合であり 、 かつ、 当該個人デー

タ の提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ない場合（ 個人の権利利益を不

当に侵害するおそれがある場合を除く 。）（ 第５ 号関係）  

・ 学術研究機関等が個人データ を提供する場合であり 、 かつ、 当該学術研究機関等と 共同し

て学術研究を行う 第三者（ 学術研究機関等であるか否かを問わない。） に当該個人データ を

学術研究目的で提供する必要がある場合（ 当該個人データ を提供する目的の一部が学術研

究目的である場合を含み、 個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く 。）

（ 第６ 号関係）  

・ 学術研究機関等が個人データ の第三者提供を受ける場合であり 、 かつ、 当該学術研究機関

等が当該個人データ を学術研究目的で取り 扱う 必要がある場合（ 当該個人データ を取り 扱

う 目的の一部が学術研究目的である場合を含み、 個人の権利利益を不当に侵害するおそれ

がある場合を除く 。）（ 第７ 号関係）  

 

・ 上記②個人情報取扱事業者が講ずべき措置に相当する措置を継続的に講ずるために必

要な体制の基準については、 規則第１ ６ 条に規定さ れている。  

 

・「 適切かつ合理的な方法」 は、 個々の事例ごと に判断さ れるべきであるが、 個人データ

の提供先である外国にある第三者が、 我が国の個人情報取扱事業者が講ずべきこ と と

さ れている措置に相当する措置を継続的に講ずるこ と を担保するこ と ができる方法で

ある必要がある。 例えば、 次の事例が該当する。  

（ 例）  

・ 外国にある事業者に個人データ の取扱いを委託する場合 

提供元及び提供先間の契約、 確認書、 覚書等 
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・ 契約等に法第４ 章第２ 節に関する全ての事項を規定し なければなら ないも のではなく 、

実質的に適切かつ合理的な方法により 、 措置の実施が確保さ れていればよい。 なお、

典型的な事例と し て日本にある事業者が、 外国にある事業者に個人データ の取扱いを

委託する場合を挙げ、 外国にある第三者又は提供元である日本にある事業者が講ずべ

き措置の具体例を示すこ と と する。  

・ 利用目的の特定（ 法第１ ７ 条の趣旨に沿っ た措置）  

    （ 例） 委託契約において、 外国にある事業者による利用目的を特定する。  

・ 利用目的による制限（ 法第１ ８ 条の趣旨に沿った措置）  

    （ 例） 委託契約において、 委託の内容と し て、 外国にある事業者による利用目的

の範囲内での事務処理を規定する。  

・ 不適正な利用の禁止（ 法第１ ９ 条の趣旨に沿った措置）  

（ 例） 委託契約により 外国にある事業者による違法又は不当な行為を助長し 、 又

は誘発するおそれがある方法による利用を禁止する。  

・ 適正な取得（ 法第２ ０ 条第１ 項の趣旨に沿っ た措置）  

    （ 例） 外国にある事業者が委託契約に基づいて適切に個人データ を取得し ている

こ と が自明であれば、 不正の手段による取得ではない。  

・ 取得に際し ての利用目的の通知（ 法第２ １ 条の趣旨に沿った措置）  

    （ 例） 日本にある事業者から 患者に対し て利用目的の通知等をする。（ 利用目的の

範囲を別表２ で示し 、 院内掲示等での公表で差し 支えない）  

・ データ 内容の正確性の確保等（ 法第２ ２ 条の趣旨に沿っ た措置）  

    （ 例） 委託契約により データ 内容の正確性の確保等について規定するか、 又は、

データ 内容の正確性の確保等に係る責任を個人データ の提供元たる事業者が負

う こ と と する。  

・ 安全管理措置（ 法第２ ３ 条の趣旨に沿っ た措置）  

    （ 例） 委託契約により 外国にある事業者が安全管理措置を講ずる旨を規定する。  

・ 従業者の監督（ 法第２ ４ 条の趣旨に沿っ た措置）  

    （ 例） 委託契約により 外国にある事業者の従業者の監督に係る措置を規定する。  

・ 委託先の監督（ 法第２ ５ 条の趣旨に沿っ た措置）  

    （ 例）委託契約により 外国にある事業者の再委託先の監督に係る措置を規定する。  

・ 漏えい等の報告等（ 法第２ ６ 条の趣旨に沿っ た措置）  

（ 例） 委託契約により 、 外国にある事業者において法第２ ６ 条第 1 項に定める報

告対象事態が発生し た場合に、 日本にある個人情報取扱事業者が個人情報保護

委員会への報告及び本人通知に係る措置を講ずるこ と について明確にする。  

・ 第三者提供の制限（ 法第２ ７ 条の趣旨に沿っ た措置）  

    （ 例） 委託契約により 外国にある事業者から の個人データ の第三者提供を禁止す

る。  

・ 外国にある第三者への提供の制限（ 法第２ ８ 条の趣旨に沿っ た措置）  

    （ 例） 委託契約により 外国にある事業者から の個人データ の第三者提供を禁止す

る。  
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   ・ 保有個人データ に関する事項の公表等（ 法第３ ２ 条の趣旨に沿っ た措置）  

    （ 例） 提供する個人データ が外国にある事業者にと って「 保有個人データ 」 に該

当する場合には、 委託契約により 、 日本にある個人情報取扱事業者が保有個人

データ に関する事項の公表等に係る義務を履行するこ と について明確にする。

なお、 提供する個人データ が外国にある事業者にと っ て「 保有個人データ 」 に

該当し ない場合には、 結果と し て「 措置」 と し ての対応は不要である。  

   ・ 開示（ 法第３ ３ 条の趣旨に沿った措置）  

    （ 例） 提供する個人データ が外国にある事業者にと って「 保有個人データ 」 に該

当する場合には、 委託契約により 、 日本にある個人情報取扱事業者が開示に係

る義務を履行するこ と について明確にする。 なお、 提供する個人データ が外国

にある事業者にと っ て「 保有個人データ 」 に該当し ない場合には、 結果と し て

「 措置」 と し ての対応は不要である。  

   ・ 訂正等（ 法第３ ４ 条の趣旨に沿っ た措置）  

    （ 例） 提供する個人データ が外国にある事業者にと って「 保有個人データ 」 に該

当する場合には、 委託契約により 、 日本にある個人情報取扱事業者が訂正等に

係る義務を履行するこ と について明確にする。 なお、 提供する個人データ が外

国にある事業者にと っ て「 保有個人データ 」 に該当し ない場合には、 結果と し

て「 措置」 と し ての対応は不要である。  

   ・ 利用停止等（ 法第３ ５ 条の趣旨に沿っ た措置）  

    （ 例） 提供する個人データ が外国にある事業者にと って「 保有個人データ 」 に該

当する場合には、 委託契約により 、 日本にある個人情報取扱事業者が利用停止

等に係る義務を履行するこ と について明確にする。 なお、 提供する個人データ

が外国にある事業者にと っ て「 保有個人データ 」 に該当し ない場合には、 結果

と し て「 措置」 と し ての対応は不要である。  

   ・ 理由の説明（ 法第３ ６ 条の趣旨に沿っ た措置）  

    （ 例） 提供する個人データ が外国にある事業者にと って「 保有個人データ 」 に該

当する場合には、 委託契約により 、 日本にある個人情報取扱事業者が理由の説

明に係る義務を履行するこ と について明確にする。 なお、 提供する個人データ

が外国にある事業者にと っ て「 保有個人データ 」 に該当し ない場合には、 結果

と し て「 措置」 と し ての対応は不要である。  

   ・ 開示等の請求等に応じ る手続（ 法第３ ７ 条の趣旨に沿った措置）  

    （ 例） 提供する個人データ が外国にある事業者にと って「 保有個人データ 」 に該

当する場合には、 委託契約により 、 日本にある個人情報取扱事業者が開示等の

請求等に応じ る手続を履行するこ と について明確にする。 なお、 提供する個人

データ が外国にある事業者にと っ て「 保有個人データ 」に該当し ない場合には、

結果と し て「 措置」 と し ての対応は不要である。  

   ・ 手数料（ 法第３ ８ 条の趣旨に沿っ た措置）  

    （ 例） 提供する個人データ が外国にある事業者にと って「 保有個人データ 」 に該

当する場合には、 委託契約により 、 日本にある個人情報取扱事業者が手数料に

係る措置を履行するこ と について明確にする。 なお、 提供する個人データ が外
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国にある事業者にと っ て「 保有個人データ 」 に該当し ない場合には、 結果と し

て「 措置」 と し ての対応は不要である。  

   ・ 個人情報取扱事業者による苦情の処理（ 法第４ ０ 条の趣旨に沿っ た措置）  

    （ 例） 提供する個人データ が外国にある事業者にと って「 保有個人データ 」 に該

当する場合には、 委託契約により 、 日本にある個人情報取扱事業者が法第４ ０

条に係る義務を履行するこ と について明確にする。 なお、 提供する個人データ

が外国にある事業者にと っ て「 保有個人データ 」 に該当し ない場合には、 結果

と し て「 措置」 と し ての対応は不要である。  
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１ １ ． 第三者提供に係る記録の作成等（ 法第２ ９ 条）  

 詳細は、 別途定める「 個人情報の保護に関する法律についてのガイド ライン（ 第三者提

供時の確認・ 記録義務編）」（ 平成２ ８ 年個人情報保護委員会告示第８ 号） を参照のこ と 。  

 

（ 第三者提供に係る記録の作成等）  

法第二十九条 個人情報取扱事業者は、 個人データ を第三者（ 第十六条第二項各号に掲

げる者を除く 。 略） に提供し たと きは、 個人情報保護委員会規則で定めると こ ろによ

り 、 当該個人データ を提供し た年月日、 当該第三者の氏名又は名称その他の個人情報

保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成し なければならない。 ただし 、 当該

個人データ の提供が第二十七条第一項各号又は第五項各号のいずれか（ 略） に該当す

る場合は、 こ の限り でない。  

2  個人情報取扱事業者は、 前項の記録を、 当該記録を作成し た日から 個人情報保護委

員会規則で定める期間保存し なければなら ない。   

 

（ 第三者提供に係る記録の作成）  

規則第十九条 法第二十九条第一項の規定による同項の記録を作成する方法は、 文書、

電磁的記録又はマイク ロフ ィ ルムを用いて作成する方法と する。  

2  法第二十九条第一項の記録は、個人データ を第三者（ 略） に提供し た都度、速やかに

作成し なければならない。 ただし 、 当該第三者に対し 個人データ を継続的に若し く は

反復し て提供（ 略） し たと き、 又は当該第三者に対し 個人データ を継続的に若し く は

反復し て提供するこ と が確実であると 見込まれると きの記録は、 一括し て作成するこ

と ができる。  

3  前項の規定にかかわら ず、 法第二十七条第一項又は法第二十八条第一項の規定によ

り 、 本人に対する物品又は役務の提供に関連し て当該本人に係る個人データ を第三者

に提供し た場合において、 当該提供に関し て作成さ れた契約書その他の書面に次条第

一項各号に定める事項が記載さ れていると きは、 当該書面をも って法第二十九条第一

項の当該事項に関する記録に代えるこ と ができる。  

 

（ 第三者提供に係る記録事項）  

規則第二十条 法第二十九条第一項の個人情報保護委員会規則で定める事項は、 次の各

号に掲げる場合の区分に応じ 、 それぞれ当該各号に定める事項と する。  

一 法第二十七条第二項の規定により 個人データ を第三者に提供し た場合 次のイか

ら ニまでに掲げる事項 

イ 当該個人データ を提供し た年月日 

ロ 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ ては、 その代表者（ 法人

でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっ ては、 その代表者又は管

理人。 第二十八条第一項第三号において同じ 。） の氏名（ 不特定かつ多数の者に対

し て提供し たと きは、 その旨）  

ハ 当該個人データ によっ て識別さ れる本人の氏名その他の当該本人を特定するに

足り る事項 
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ニ 当該個人データ の項目 

二 法第二十七条第一項又は法第二十八条第一項の規定により 個人データ を第三者に

提供し た場合 次のイ及びロに掲げる事項 

イ 法第二十七条第一項又は法第二十八条第一項の本人の同意を得ている旨 

ロ 前号ロからニまでに掲げる事項 

２  前項各号に定める事項のう ち、 既に前条に規定する方法により 作成し た法第二十九

条第一項の記録（ 当該記録を保存し ている場合におけるも のに限る。） に記録さ れてい

る事項と 内容が同一であるも のについては、 同項の当該事項の記録を省略するこ と が

できる。  

 

（ 第三者提供に係る記録の保存期間）  

規則第二十一条 法第二十九条第二項の個人情報保護委員会規則で定める期間は、 次の

各号に掲げる場合の区分に応じ て、 それぞれ当該各号に定める期間と する。  

一 第十九条第三項に規定する方法により 記録を作成し た場合 最後に当該記録に係

る個人データ の提供を行っ た日から起算し て一年を経過する日までの間 

二 第十九条第二項ただし 書に規定する方法により 記録を作成し た場合 最後に当該

記録に係る個人データ の提供を行った日から 起算し て三年を経過する日までの間 

三 前二号以外の場合 三年 

 

（ １ ） 記録義務が適用さ れない場合 

以下の場合には記録義務が適用さ れない。  

 

①第三者が法第１ ６ 条第２ 項各号に掲げる者である場合 

以下の１ ） から ４ ） までに掲げる者と の間で個人データ の授受を行う 場合、 記録

義務は適用さ れない。  

１ ） 国の機関（ 法第１ ６ 条第２ 項第１ 号関係）  

２ ） 地方公共団体（ 法第１ ６ 条第２ 項第２ 号関係）  

３ ） 独立行政法人等（ 法別表第２ 法人を除く 。）（ 法第１ ６ 条第２ 項第３ 号関係）  

４ ） 地方独立行政法人（ 病院経営等地方独立行政法人を除く 。）（ 法第１ ６ 条第

２ 項第４ 号関係）  

 

②法第 2 ７ 条第 1 項各号に該当する場合（ Ⅳ９ ．（ ２ ） 参照）  

個人データ が転々流通するこ と は想定さ れにく いこ と に鑑み、 記録義務は適用さ

れない。  

１ ） 法令（ 条例を含む。） に基づいて個人データ を提供する場合（ 第 1 号関係）  

（ 例）  

 ・ 審査支払機関へのレセプト の提出 

２ ） 人（ 法人を含む。） の生命、 身体又は財産と いっ た具体的な権利利益が侵害

さ れるおそれがあり 、 こ れを保護するために個人データ の提供が必要であ

り 、 かつ、 本人の同意を得るこ と が困難である場合（ 第 2 号関係）  
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３ ） 公衆衛生の向上又は心身の発展途上にある児童の健全な育成のために特に

必要な場合であり 、 かつ、 本人の同意を得るこ と が困難である場合（ 第 3

号関係）  

４ ） 国の機関等が法令の定める事務を実施する上で、 民間企業等の協力を得る

必要がある場合であっ て、 協力する民間企業等が当該国の機関等に個人デ

ータ を提供するこ と について、 本人の同意を得るこ と が当該事務の遂行に

支障を及ぼすおそれがある場合（ 第 4 号関係）  

５ ） 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であっ て、 当該個人

データ の提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないと き

（ 個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く 。）（ 第５ 号関

係）  

６ ） 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であっ て、 当該個人

データ を学術研究目的で提供する必要があると き（ 当該個人データ を提供

する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、 個人の権利利益を不当

に侵害するおそれがある場合を除く 。）（ 当該個人情報取扱事業者と 当該第

三者が共同し て学術研究を行う 場合に限る。）（ 第６ 号関係）  

７ ） 当該第三者が学術研究機関等である場合であっ て、 当該第三者が当該個人

データ を学術研究目的で取り 扱う 必要があると き（ 当該個人データ を取り

扱う 目的の一部が学術研究目的である場合を含み、 個人の権利利益を不当

に侵害するおそれがある場合を除く 。）（ 第７ 号関係）  

 

③法第２ ７ 条第 5 項各号に該当する場合（ Ⅳ９ ．（ ４ ） 参照）  

「 第三者に該当し ないも のと する」 と さ れているこ と に鑑み、 記録義務は適用さ

れない。  

１ ） 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データ

の取扱いの全部又は一部を委託するこ と に伴っ て当該個人データ が提供さ

れる場合（ 法第２ ７ 条第 5 項第 1 号関係）  

（ 例）  

 ・ 検体検査業務の委託その他の業務委託 

・ 保険事務の委託 

・ 事業者等から の委託を受けて健康診断等を行った場合における、 事業者 

等へのその結果の通知 

・ 医療機関等の管理運営業務のう ち、 外部監査機関への情報提供 

２ ） 合併その他の事由による事業の承継に伴っ て個人データ が提供さ れる場合

（ 法第２ ７ 条第 5 項第 2 号関係）  

 ３ ） 特定の者と の間で共同し て利用さ れる個人データ が当該特定の者に提供さ

れる場合であっ て、 その旨並びに共同し て利用さ れる個人データ の項目、

共同し て利用する者の範囲、 利用する者の利用目的並びに当該個人データ

の管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ

ては、その代表者の氏名について、あら かじ め、本人に通知し 、又は本人が
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容易に知り 得る状態に置いていると き（ 法第 2 ７ 条第 5 項第 3 号関係）  

 

④本人に代わって提供し ている場合 

医療・ 介護関係事業者が患者・ 利用者本人から の委託等に基づき当該本人の個人

データ を第三者提供する場合は、 当該個人情報取扱事業者は「 本人に代わっ て」 個

人データ の提供をし ているも のである。  

し たがっ て、 こ の場合の第三者提供については、 記録義務は適用さ れない。  

 （ 例）  

医療機関等が患者等に提供する医療サービスのう ち、  

・ 他の病院、 診療所、 助産所、 薬局、 訪問看護ステーショ ン、 介護サービス事

業者等と の連携 

・ 他の医療機関等から の照会への回答 

・ 患者の診療等に当たり 、 外部の医師等の意見・ 助言を求める場合 

・ 審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

・ 医師賠償責任保険などに係る、 医療に関する専門の団体、 保険会社等への相

談又は届出等 

 

⑤本人と 一体と 評価できる関係にある者に提供する場合 

本人の代理人又は家族等、本人と 一体と 評価できる関係にある者に提供する場合、

本人側に対する提供と みなし 、 記録義務は適用さ れない。  

（ 例）  

・ 家族等への病状説明 

 

【 法の規定により 遵守すべき事項等】  

（ ２ ） 記録義務の適用 

（ １ ） に記載し たいずれの場合にも 該当し ない場合で、 医療・ 介護関係事業者が個

人データ を第三者に提供し たと きは、 法令に定める記録の作成及びその記録を保存し

なければなら ない。  

 

①記録を作成する方法など 

１ ） 記録を作成する媒体 

医療・ 介護関係事業者は、記録を、文書、電磁的記録又はマイク ロフ ィ ルムを用

いて作成し なければならない。  

 

 ２ ） 記録を作成する方法 

医療・ 介護関係事業者は、原則と し て、個人データ の授受の都度、速やかに記録

を作成し なければなら ない。  

 

    ３ ） 一括し て記録を作成する方法 

一定の期間内に特定の事業者と の間で継続的に又は反復し て個人データ を授受
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する場合は、 個々の授受に係る記録を作成する代わり に、 一括し て記録を作成す

るこ と ができる。  

 

    ４ ） 契約書等の代替手段による方法 

医療・ 介護関係事業者が、 本人に対する物品又は役務の提供に係る契約を締結

し 、 その契約の履行に伴っ て、 契約の相手方を本人と する個人データ を医療・ 介

護関係事業者から 第三者に提供する場合は、 その提供の際に作成し た契約書その

他の書面をも っ て個人データ の流通を追跡するこ と が可能であるから 当該契約書

その他の書面をも って記録と するこ と ができる。  

 

    ５ ） 代行により 記録を作成する方法 

提供者、 受領者のいずれも 記録の作成方法、 保存期間は同一であるこ と に鑑み

て受領者は提供者の記録義務の全部又は一部を代替し て行う こ と ができる（ 提供

者と 受領者の記録事項の相違については留意する必要がある。）。 なお、 こ の場合

であっても、提供者及び受領者は自己の義務が免責さ れるわけではないこ と から、

実質的に自ら 記録作成義務を果たし ているも のと 同等の体制を構築し なければな

ら ない。  

 

   ②記録事項 

    １ ） 提供者の記録事項 

     医療・ 介護関係事業者が、 本人の同意に基づき個人データ の第三者提供を行う

場合は、 次の項目を記録し なければならない。  

     ・ 本人同意を得ている旨 

     ・ 第三者の氏名又は名称その他の当該第三者を特定できる事項 

     ・ 個人データ によっ て識別さ れる本人の氏名その他の当該本人を特定できる事  

      項 

     ・ 個人データ の項目 

 

   ③記録事項の省略 

複数回にわたっ て同一「 本人」 の個人データ の授受をする場合において、 同一の

内容である事項を重複し て記録する必要はない。既に「 １ １ ．（ ２ ） 記録義務の適用」

に規定する方法により 作成し た記録（ 現に保存し ている場合に限る。） に記録さ れた

事項と 内容が同一であるも のについては、当該事項の記録を省略するこ と ができる。 

 

   ④保存期間 

    医療・ 介護関係事業者は、 作成し た記録を規則で定める期間保存し なければなら

ない。 保存期間は記録の作成方法によって異なるので留意が必要である。  

 

記録の作成方法の別 保存期間 

契約書等の代替手段による方法に 最後に当該記録に係る個人データ の提供
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より 記録を作成し た場合 を行っ た日から 起算し て１ 年を経過する

日までの間 

一括し て記録を 作成する方法によ

り 記録を作成し た場合 

最後に当該記録に係る個人データ の提供

を行っ た日から 起算し て３ 年を経過する

日までの間 

上記以外の場合 ３ 年 
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１ ２ ． 第三者提供を受ける際の確認等（ 法第３ ０ 条）  

詳細は、 別途定める「 個人情報の保護に関する法律についてのガイド ラ イン（ 第三者提

供時の確認・ 記録義務編）」（ 平成２ ８ 年個人情報保護委員会告示第８ 号） を参照のこ と 。  

 

（ 第三者提供を受ける際の確認等）  

法第三十条 個人情報取扱事業者は、 第三者から 個人データ の提供を受けるに際し て

は、 個人情報保護委員会規則で定めると こ ろにより 、 次に掲げる事項の確認を行わな

ければなら ない。 ただし 、 当該個人データ の提供が第二十七条第一項各号又は第五項

各号のいずれかに該当する場合は、 こ の限り でない。  

一 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ ては、 その代表者の氏名 

二 当該第三者による当該個人データ の取得の経緯 

２  前項の第三者は、 個人情報取扱事業者が同項の規定による確認を行う 場合におい

て、 当該個人情報取扱事業者に対し て、 当該確認に係る事項を偽っ てはなら ない。  

3   個人情報取扱事業者は、 第一項の規定による確認を行っ たと きは、 個人情報保護委

員会規則で定めると こ ろにより 、 当該個人データ の提供を受けた年月日、 当該確認に

係る事項その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成し なけ

ればなら ない。  

4  個人情報取扱事業者は、 前項の記録を、 当該記録を作成し た日から 個人情報保護委

員会規則で定める期間保存し なければなら ない。  

 

（ 第三者提供を受ける際の確認）  

規則第二十二条 法第三十条第一項の規定による同項第一号に掲げる事項の確認を行

う 方法は、 個人データ を提供する第三者から申告を受ける方法その他の適切な方法と

する。   

2  法第三十条第一項の規定による同項第二号に掲げる事項の確認を行う 方法は、 個人

データ を提供する第三者から 当該第三者による当該個人データ の取得の経緯を示す

契約書その他の書面の提示を受ける方法その他の適切な方法と する。  

３  前二項の規定にかかわら ず、 第三者から他の個人データ の提供を受けるに際し て既

に前二項に規定する方法による確認（ 当該確認について次条に規定する方法による記

録の作成及び保存をし ている場合におけるも のに限る。） を行っ ている事項の確認を

行う 方法は、 当該事項の内容と 当該提供に係る法第三十条第一項各号に掲げる事項の

内容が同一であるこ と の確認を行う 方法と する。  

 

（ 第三者提供を受ける際の確認に係る記録の作成）  

規則第二十三条 法第三十条第三項の規定による同項の記録を作成する方法は、 文書、

電磁的記録又はマイク ロフ ィ ルムを用いて作成する方法と する。  

2  法第三十条第三項の記録は、 第三者から 個人データ の提供を受けた都度、 速やかに

作成し なければならない。 ただし 、 当該第三者から 継続的に若し く は反復し て個人デ

ータ の提供（ 法第二十七条第二項の規定による提供を除く 。 以下こ の条において同

じ 。） を受けたと き、又は当該第三者から継続的に若し く は反復し て個人データ の提供
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を受けるこ と が確実であると 見込まれると きの記録は、 一括し て作成するこ と ができ

る。  

3  前項の規定にかかわら ず、 本人に対する物品又は役務の提供に関連し て第三者から

当該本人に係る個人データ の提供を受けた場合において、 当該提供に関し て作成さ れ

た契約書その他の書面に次条第一項各号に定める事項が記載さ れていると きは、 当該

書面をも っ て法第三十条第三項の当該事項に関する記録に代えるこ と ができる。  

 

（ 第三者提供を受ける際の記録事項）  

規則第二十四条 法第三十条第三項の個人情報保護委員会規則で定める事項は、 次の各

号に掲げる場合の区分に応じ 、 それぞれ当該各号に定める事項と する。  

一 個人情報取扱事業者から 法第二十七条第二項の規定による個人データ の提供を受

けた場合 次のイから ホまでに掲げる事項 

イ 個人データ の提供を受けた年月日 

ロ 法第三十条第一項各号に掲げる事項 

ハ 当該個人データ によっ て識別さ れる本人の氏名その他の当該本人を特定するに

足り る事項 

ニ 当該個人データ の項目 

ホ 法第二十七条第四項の規定により 公表さ れている旨 

二 個人情報取扱事業者から 法第二十七条第一項又は法第二十八条第一項の規定によ

る個人データ の提供を受けた場合 次のイ及びロに掲げる事項 

イ 法第二十七条第一項又は法第二十八条第一項の本人の同意を得ている旨 

ロ 前号ロからニまでに掲げる事項 

 三 （ 略）  

四 第三者（ 個人情報取扱事業者に該当する者を除く 。） から個人データ の提供を受け

た場合 第一号ロから ニまでに掲げる事項 

２  前項各号に定める事項のう ち、 既に前条に規定する方法により 作成し た法第三十条

第三項の記録（ 当該記録を保存し ている場合におけるものに限る。） に記録さ れた事項

と 内容が同一であるも のについては、 同項の当該事項の記録を省略するこ と ができ

る。  

 

（ 第三者提供を受ける際の記録の保存期間）  

規則第二十五条 法第三十条第四項の個人情報保護委員会規則で定める期間は、 次の各

号に掲げる場合の区分に応じ て、 それぞれ当該各号に定める期間と する。  

一 第二十三条第三項に規定する方法により 記録を作成し た場合 最後に当該記録に

係る個人データ の提供を受けた日から 起算し て一年を経過する日までの間 

二 第二十三条第二項ただし 書に規定する方法により 記録を作成し た場合 最後に当

該記録に係る個人データ の提供を受けた日から 起算し て三年を経過する日までの間 

三 前二号以外の場合 三年 

 

（ １ ） 確認・ 記録義務が適用さ れない場合 
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１ １ ． 第三者提供に係る記録の作成等（ 法第２ ９ 条） の場合と 同様、 ①第三者が法第

１ ６ 条第２ 項各号に掲げる者である場合、 ②法第２ ７ 条第 1 項各号に該当する場合（ Ⅳ

９ ．（ ２ ） 参照）、 ③法第２ ７ 条第 5 項各号に該当する場合（ Ⅳ９ ．（ ４ ） 参照）、 ④本人

に代わっ て提供さ れた個人データ を受ける場合、 ⑤本人と 一体と 評価できる関係にある

者に該当する場合は、確認・ 記録義務は適用さ れない。なお、具体的事例は、１ １ ．（ １ ）

を参照のこ と 。  

加えて、 以下の場合においても確認・ 記録義務は適用さ れない。  

 

⑥受領者にと って個人データ に該当し ない場合 

提供者にと っ て個人データ に該当するが受領者にと っ て個人データ に該当し ない

情報を受領し た場合は、 確認・ 記録義務は適用さ れない。  

 

⑦受領者にと って個人情報に該当し ない場合 

次の事例のよう に、 提供者にと っ て個人データ に該当する場合であっ ても 、 受領

者にと っ ては「 個人情報」 に該当し ない（ 当然に個人データ にも該当し ない。） 情報

を受領し た場合は、 確認・ 記録義務は適用さ れない。  

【 受領者にと って個人情報に該当し ない事例】  

 （ 例）  

・ 提供者が氏名を削除するなどし て個人を特定できないよう にし たデータ の提

供を受けた場合 

・ 提供者で管理し ている ID 番号のみが付さ れたデータ の提供を受けた場合 

 

【 法の規定により 遵守すべき事項等】  

（ ２ ） 確認義務の適用 

医療・ 介護関係事業者は第三者から 個人データ の提供を受ける際は、 当該第三者に

対し て、 次のと おり 確認を行わなければならない。  

 

  ①確認方法 

１ ） 第三者の氏名及び住所並びに法人にあっては、 その代表者の氏名 

２ ） 第三者による個人データ の取得の経緯 

３ ） 法の遵守状況【 その他の事項】  

    医療・ 介護関係事業者が、 他の事業者から 個人データ の提供を受ける際には、 当

該事業者の法の遵守状況（ 例えば、 利用目的、 開示手続、 問合せ・ 苦情の受付窓口

の公表、 オプト アウト による第三者提供により 個人データ の提供を受ける際には当

該事業者の届出事項が個人情報保護委員会により 公表さ れている旨など） について

も 確認するこ と が望まし い。  

   

②既に確認を行っ た第三者に対する確認方法 

   複数回にわたっ て同一「 本人」 の個人データ の授受をする場合において、 同一の内

容である事項を重複し て確認する合理性はないため、 既に「 ①確認方法」 に規定する
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方法により 確認を行い、「 １ ２ ．（ ３ ） 記録義務」 に規定する方法により 作成し 、かつ、

その時点において保存し ている記録に記録さ れた事項と 内容が同一であるも のについ

ては、 当該事項の確認を省略するこ と ができる。  

 

（ ３ ） 記録義務の適用 

   また、 医療・ 介護関係事業者は、 第三者から 個人データ の提供を受けたと きは法令

に定める記録を作成し 、 かつ、 その記録を保存し なければなら ない。  

 

①記録を作成する方法など 

１ ） 記録を作成する媒体 

医療・ 介護関係事業者は、記録を、文書、電磁的記録又はマイク ロフ ィ ルムを用

いて作成し なければならない。  

 

 ２ ） 記録を作成する方法 

医療・ 介護関係事業者は、原則と し て、個人データ の授受の都度、速やかに記録

を作成し なければなら ない。  

 

    ３ ） 一括し て記録を作成する方法 

一定の期間内に特定の事業者と の間で継続的に又は反復し て個人データ を授受

する場合は、 個々の授受に係る記録を作成する代わり に、 一括し て記録を作成す

るこ と ができる。  

 

    ４ ） 契約書等の代替手段による方法 

医療・ 介護関係事業者が、 本人に対する物品又は役務の提供に係る契約を締結

し 、 その契約の履行に伴っ て、 契約の相手方を本人と する個人データ を第三者か

ら 提供を受ける場合は、 その提供の際に作成し た契約書その他の書面をも っ て個

人データ の流通を追跡するこ と が可能であるから 当該契約書その他の書面をも っ

て記録と するこ と ができる。  

 

    ５ ） 代行により 記録を作成する方法 

提供者、 受領者のいずれも 記録の作成方法、 保存期間は同一であるこ と に鑑み

て提供者は受領者の記録義務の全部又は一部を代替し て行う こ と ができる（ 提供

者と 受領者の記録事項の相違については留意する必要がある。）。 なお、 こ の場合

であっても、提供者及び受領者は自己の義務が免責さ れるわけではないこ と から、

実質的に自ら 記録作成義務を果たし ているも のと 同等の体制を構築し なければな

ら ない。  

 

   ②記録事項 

    １ ） 受領者の記録事項 

     医療・ 介護関係事業者が、 本人の同意に基づき個人データ の第三者提供を受け
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る場合は、 次の項目を記録し なければなら ない。  

     ・ 本人同意を得ている旨 

     ・ 第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ ては、 その代表者の氏名 

     ・ 第三者による当該個人データ の取得の経緯 

     ・ 個人データ によっ て識別さ れる本人の氏名その他の当該本人を特定できる事 

      項 

     ・ 個人データ の項目 

 

   ③記録事項の省略 

複数回にわたっ て同一「 本人」 の個人データ の授受をする場合において、 同一の

内容である事項を重複し て記録する必要はない。既に「 １ ２ ．（ ３ ） 記録義務の適用」

に規定する方法により 作成し た記録（ 現に保存し ている場合に限る。） に記録さ れた

事項と 内容が同一であるも のについては、当該事項の記録を省略するこ と ができる。 

 

   ④保存期間 

    医療・ 介護関係事業者は、 作成し た記録を規則で定める期間保存し なければなら

ない。 保存期間は記録の作成方法によって異なるので留意が必要である。  

     

記録の作成方法の別 保存期間 

契約書等の代替手段による方法に

より 記録を作成し た場合 

最後に当該記録に係る個人データ の提供

を行っ た日から 起算し て１ 年を経過する

日までの間 

一括し て記録を 作成する方法によ

り 記録を作成し た場合 

最後に当該記録に係る個人データ の提供

を行っ た日から 起算し て３ 年を経過する

日までの間 

上記以外の場合 ３ 年 
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１ ３ ． 保有個人データ に関する事項の公表等（ 法第３ ２ 条）  

 

（ 保有個人データ に関する事項の公表等）  

法第三十二条 個人情報取扱事業者は、 保有個人データ に関し 、 次に掲げる事項につい

て、本人の知り 得る状態（ 本人の求めに応じ て遅滞なく 回答する場合を含む。） に置か

なければなら ない。  

 一 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、 その代

表者の氏名 

 二 全ての保有個人データ の利用目的（ 第二十一条第四項第一号から 第三号までに該

当する場合を除く 。）  

 三 次項の規定による求め又は次条第一項（ 同条第五項において準用する場合を含

む。）、 第三十四条第一項若し く は第三十五条第一項、 第三項若し く は第五項の規定

による請求に応じ る手続（ 第三十八条第二項の規定により 手数料の額を定めたと き

は、 その手数料の額を含む。）  

 四 前三号に掲げるもののほか、 保有個人データ の適正な取扱いの確保に関し 必要な

事項と し て政令で定めるも の 

２  個人情報取扱事業者は、 本人から、 当該本人が識別さ れる保有個人データ の利用目

的の通知を求めら れたと きは、 本人に対し 、 遅滞なく 、 こ れを通知し なければなら な

い。 ただし 、 次の各号のいずれかに該当する場合は、 こ の限り でない。  

 一 前項の規定により 当該本人が識別さ れる保有個人データ の利用目的が明ら かな

場合 

  二 第二十一条第四項第一号から第三号までに該当する場合 

３  個人情報取扱事業者は、 前項の規定に基づき求められた保有個人データ の利用目的

を通知し ない旨の決定をし たと きは、 本人に対し 、 遅滞なく 、 その旨を通知し なけれ

ばならない。  

 

（ 保有個人データ の適正な取扱いの確保に関し 必要な事項）  

令第十条 法第三十二条第一項第四号の政令で定めるものは、 次に掲げるも のと する。  

一 法第二十三条の規定により 保有個人データ の安全管理のために講じ た措置（ 本人

の知り 得る状態（ 本人の求めに応じ て遅滞なく 回答する場合を含む。） に置く こ と に

より 当該保有個人データ の安全管理に支障を及ぼすおそれがあるも のを除く 。）  

二 当該個人情報取扱事業者が行う 保有個人データ の取扱いに関する苦情の申出先 

三 当該個人情報取扱事業者が認定個人情報保護団体の対象事業者である場合にあっ

ては、 当該認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申出先 

 

【 法の規定により 遵守すべき事項】  

・ 医療・ 介護関係事業者は、 保有個人データ に関し 、 (ｱ)当該個人情報取扱事業者の氏名

又は名称及び住所並びに法人にあっては、 その代表者の氏名、 (ｲ)全ての保有個人デー

タ の利用目的（ 法第２ １ 条第４ 項第１ 号から 第３ 号までに規定さ れた例外の場合を除

く 。）、 (ｳ)保有個人データ の利用目的の通知、 開示、 訂正、 利用停止等の手続の方法、
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及び保有個人データ の利用目的の通知又は開示に係る手数料の額、 (ｴ)法第２ ３ 条の規

定により 保有個人データ の安全管理のために講じ た措置、 (ｵ)苦情の申出先等について、

本人の知り 得る状態（ 本人の求めに応じ て遅滞なく 回答する場合を含む。） に置かなけ

ればなら ない。  

・（ ｴ） に関し 、 医療・ 介護関係事業者は、 Ⅳ７ ． に掲げる安全管理措置等を講じ ている

こ と について、 本人の知り 得る状態（ 本人の求めに応じ て遅滞なく 回答する場合を含

む。） に置かなければならない。  

・ 医療・ 介護関係事業者は、 本人から 、 当該本人が識別さ れる保有個人データ の利用目

的の通知を求められたと きは、 上記の措置により 利用目的が明ら かになっている場合

及び法第２ １ 条第４ 項第１ 号から 第３ 号までの例外に相当する場合を除き、 遅滞なく

通知し なければならない。  

・ 医療・ 介護関係事業者は、 利用目的の通知をし ない旨の決定をし たと きは、 本人に対

し 、 遅滞なく 、 その旨を通知し なければなら ない。  

・ 法施行前から保有し ている個人情報についても同様の取扱いを行う 。  

 

【 その他の事項】  

・ 医療・ 介護関係事業者は、 保有個人データ について、 その利用目的、 開示、 訂正、 利

用停止等の手続の方法及び利用目的の通知又は開示に係る手数料の額、 苦情の申出先

等について、 少なく と も院内や事業者内等への掲示、 さ ら にホームページ等により で

きるだけ明ら かにすると と も に、患者・ 利用者等から の要望により 書面を交付し たり 、

問合せがあっ た場合に具体的内容について回答できる体制を確保する。  

 

【 法別表第２ 法人及び病院経営等地方独立行政法人に関する適用関係】  

・ 法別表第２ 法人及び病院経営等地方独立行政法人については、 法第３ ２ 条の適用が除

外さ れ（ 法第５ ８ 条第１ 項関係）、個人情報の取扱いについて独立行政法人等又は地方

独立行政法人による取扱いと みなし て、 公的部門における規律（ 法第７ ５ 条） が適用

さ れる（ 法第１ ２ ５ 条第２ 項関係）。  

 

【 地方公共団体の機関及び独立行政法人労働者健康安全機構に関する適用関係】  

・ 地方公共団体の機関が行う 病院若し く は診療所又は大学の運営の業務に係る個人情報

の取扱い及び独立行政法人労働者健康安全機構が行う 病院の運営の業務に係る個人情

報の取扱いについては、 原則、 個人情報取扱事業者による個人情報の取扱いと みなさ

れ、 民間部門における規律（ 法第４ 章） が適用さ れるが、 公的機関と し ての特性を踏

まえ、法第３ ２ 条の適用は除外さ れ（ 法第５ ８ 条第２ 項関係）、 公的部門における規律

（ 法第７ ５ 条） が適用さ れる（ 法第１ ２ ５ 条第１ 項関係）。  
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１ ４ ． 本人からの請求による保有個人データ 等の開示（ 法第３ ３ 条）  

 

（ 開示）  

法第三十三条 本人は、 個人情報取扱事業者に対し 、 当該本人が識別さ れる保有個人デ

ータ の電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法

による開示を請求するこ と ができる。  

２  個人情報取扱事業者は、 前項の規定による請求を受けたと きは、 本人に対し 、 同項

の規定により 当該本人が請求し た方法（ 当該方法による開示に多額の費用を要する場

合その他の当該方法による開示が困難である場合にあっ ては、 書面の交付による方

法） により 、 遅滞なく 、 当該保有個人データ を開示し なければなら ない。 ただし 、 開

示するこ と により 次の各号のいずれかに該当する場合は、 その全部又は一部を開示し

ないこ と ができる。  

 一 本人又は第三者の生命、 身体、 財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 

 二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著し い支障を及ぼすおそれがあ

る場合 

 三 他の法令に違反するこ と と なる場合 

３  個人情報取扱事業者は、 第一項の規定による請求に係る保有個人データ の全部若し

く は一部について開示し ない旨の決定をし たと き、 当該保有個人データ が存在し ない

と き、 又は同項の規定により 本人が請求し た方法による開示が困難であると きは、 本

人に対し 、 遅滞なく 、 その旨を通知し なければなら ない。  

４  他の法令の規定により 、 本人に対し 第二項本文に規定する方法に相当する方法によ

り 当該本人が識別さ れる保有個人データ の全部又は一部を開示するこ と と さ れてい

る場合には、 当該全部又は一部の保有個人データ については、 第一項及び第二項の規

定は、 適用し ない。  

５  第一項から第三項までの規定は、 当該本人が識別さ れる個人データ に係る第二十九

条第一項及び第三十条第三項の記録（ その存否が明ら かになるこ と により 公益その他

の利益が害さ れるも のと し て政令で定めるも のを除く 。 第三十七条第二項において

「 第三者提供記録」 と いう 。） について準用する。  

 

（ 第三者提供記録から 除外さ れるもの）  

令第十一条 法第三十三条第五項の政令で定めるも のは、 次に掲げるも のと する。  

一 当該記録の存否が明ら かになるこ と により 、 本人又は第三者の生命、 身体又は財

産に危害が及ぶおそれがあるもの 

二 当該記録の存否が明ら かになるこ と により 、 違法又は不当な行為を助長し 、 又は

誘発するおそれがあるもの 

三 当該記録の存否が明ら かになるこ と により 、 国の安全が害さ れるおそれ、 他国若

し く は国際機関と の信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若し く は国際機関と の

交渉上不利益を被るおそれがあるもの 

四 当該記録の存否が明ら かになるこ と により 、 犯罪の予防、 鎮圧又は捜査その他の

公共の安全と 秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるも の 
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（ 本人が請求するこ と ができる開示の方法）  

規則第三十条 法第三十三条第一項（ 同条第五項において準用する場合を含む。） の個人

情報保護委員会規則で定める方法は、 電磁的記録の提供による方法、 書面の交付によ

る方法その他当該個人情報取扱事業者の定める方法と する。  

 

（ １ ） 開示の原則 

  医療・ 介護関係事業者は、 本人から 、 当該本人が識別さ れる保有個人データ 及び第三

者提供記録（ 以下「 保有個人データ 等」 と いう 。） の開示の請求を受けたと きは、 本人に

対し 、 電磁的記録の提供による方法、 書面の交付による方法等により 、 遅滞なく 、 当該

保有個人データ 等を開示し なければならない。  

 

（ ２ ） 開示の例外 

  開示するこ と で、法第３ ３ 条第２ 項（ 同条第５ 項において準用する場合を含む。） 各号

のいずれかに該当する場合は、 その全部又は一部を開示し ないこ と ができる。 具体的事

例は以下のと おり である。  

 

 （ 例）  

  ・ 患者・ 利用者の状況等について、 家族や患者・ 利用者の関係者が医療・ 介護サービ

ス従事者に情報提供を行っ ている場合に、 こ れら の者の同意を得ずに患者・ 利用者

自身に当該情報を提供するこ と により 、 患者・ 利用者と 家族や患者・ 利用者の関係

者と の人間関係が悪化するなど、 こ れらの者の利益を害するおそれがある場合 

 

  ・ 症状や予後、 治療経過等について患者に対し て十分な説明をし たと し ても 、 患者本

人に重大な心理的影響を与え、 その後の治療効果等に悪影響を及ぼす場合 

 

  ※個々の事例への適用については個別具体的に慎重に判断するこ と が必要である。 ま

た、保有個人データ である診療情報の開示に当たっ ては、「 診療情報の提供等に関す

る指針」 の内容にも配慮する必要がある。  

 

【 法の規定により 遵守すべき事項等】  

・ 医療・ 介護関係事業者は、 本人から 、 当該本人が識別さ れる保有個人データ 等の開示

の請求を受けたと きは、 本人に対し 、 遅滞なく 、 当該保有個人データ 等を開示し なけ

ればなら ない。 また、 当該本人が識別さ れる保有個人データ 等が存在し ないと きにそ

の旨知ら せるこ と と する。 ただし 、 開示するこ と により 、 法第３ ３ 条第２ 項各号のい

ずれかに該当する場合は、 その全部又は一部を開示し ないこ と ができる。  

・ Ⅱ１ ． に記し たと おり 、 例えば診療録の情報の中には、 患者の保有個人データ であっ

て、 当該診療録を作成し た医師の保有個人データ でも あると いう 二面性を持つ部分が

含まれるものの、 そも そも 診療録全体が患者の保有個人データ であるこ と から 、 患者

本人から 開示の請求がある場合に、 その二面性があるこ と を理由に全部又は一部を開
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示し ないこ と はできない。 ただし 、 法第３ ３ 条第２ 項各号のいずれかに該当する場合

には、 法に従い、 その全部又は一部を開示し ないこ と ができる。  

・ 開示の方法は、 電磁的記録の提供による方法、 書面の交付による方法その他当該個人

情報取扱事業者の定める方法のう ち本人が請求し た方法（ 当該方法による開示に多額

の費用を要する場合その他の当該方法によるこ と が困難な場合である場合にあっ ては、

書面の交付による方法） による。  

・ 医療・ 介護関係事業者は、 請求を受けた保有個人データ 等の全部又は一部について開

示し ない旨を決定し たと きは、 本人に対し 、 遅滞なく 、 その旨を通知し なければなら

ない。  

 また、 本人に通知する場合には、 本人に対し てその理由を説明するよう 努めなければ

なら ない（ Ⅳ１ ７ ． 参照）。  

・ 他の法令の規定により 、 保有個人データ 等の開示について定めがある場合には、 当該

法令の規定によるものと する。  

 

【 その他の事項】  

・ 法定代理人等、 開示の請求を行い得る者から 開示の請求があっ た場合、 原則と し て患

者・ 利用者本人に対し 保有個人データ 等の開示を行う 旨の説明を行っ た後、 法定代理

人等に対し て開示を行う も のと する。  

・ 医療・ 介護関係事業者は、 保有個人データ 等の全部又は一部について開示し ない旨決

定し た場合、 本人に対するその理由の説明に当たっ ては、 文書により 示すこ と を基本

と する。 また、 苦情への対応を行う 体制についても 併せて説明するこ と が望まし い。  

 

【 法別表第２ 法人及び病院経営等地方独立行政法人に関する適用関係】  

・ 法別表第２ 法人及び病院経営等地方独立行政法人については、 法第３ ３ 条の適用が除

外さ れ（ 法第５ ８ 条第１ 項関係）、個人情報の取扱いについて独立行政法人等又は地方

独立行政法人による取扱いと みなし て、 公的部門における規律（ 法第５ 章第４ 節第 1

款） が適用さ れる（ 法第１ ２ ５ 条第２ 項関係）。  

 

【 地方公共団体の機関及び独立行政法人労働者健康安全機構に関する適用関係】  

・ 地方公共団体の機関が行う 病院若し く は診療所又は大学の運営の業務に係る個人情報

の取扱い及び独立行政法人労働者健康安全機構が行う 病院の運営の業務に係る個人情

報の取扱いについては、 原則、 個人情報取扱事業者による個人情報の取扱いと みなさ

れ、 民間部門における規律（ 法第４ 章） が適用さ れるが、 公的機関と し ての特性を踏

まえ、法第３ ３ 条の適用は除外さ れ（ 法第５ ８ 条第２ 項関係）、 公的部門における規律

（ 法第５ 章第４ 節第１ 款） が適用さ れる（ 法第１ ２ ５ 条第１ 項関係）。  

 

  



７ ４  

 

１ ５ ． 訂正及び利用停止（ 法第３ ４ 条、 第３ ５ 条）  

 

（ 訂正等）  

法第三十四条 本人は、 個人情報取扱事業者に対し 、 当該本人が識別さ れる保有個人デ

ータ の内容が事実でないと きは、当該保有個人データ の内容の訂正、追加又は削除（ 以

下こ の条において「 訂正等」 と いう 。） を請求するこ と ができる。  

２  個人情報取扱事業者は、 前項の規定による請求を受けた場合には、 その内容の訂正

等に関し て他の法令の規定により 特別の手続が定めら れている場合を除き、 利用目的

の達成に必要な範囲内において、 遅滞なく 必要な調査を行い、 その結果に基づき、 当

該保有個人データ の内容の訂正等を行わなければなら ない。  

３  個人情報取扱事業者は、 第一項の規定による請求に係る保有個人データ の内容の全

部若し く は一部について訂正等を行っ たと き、 又は訂正等を行わない旨の決定をし た

と きは、 本人に対し 、 遅滞なく 、 その旨（ 訂正等を行ったと きは、 その内容を含む。）

を通知し なければなら ない。  

 

（ 利用停止等）  

法第三十五条 本人は、 個人情報取扱事業者に対し 、 当該本人が識別さ れる保有個人デ

ータ が第十八条若し く は第十九条の規定に違反し て取り 扱われていると き、 又は第二

十条の規定に違反し て取得さ れたものであると きは、 当該保有個人データ の利用の停

止又は消去（ 以下こ の条において「 利用停止等」 と いう 。） を請求するこ と ができる。 

２  個人情報取扱事業者は、 前項の規定による請求を受けた場合であっ て、 その請求に

理由があるこ と が判明し たと きは、 違反を是正するために必要な限度で、 遅滞なく 、

当該保有個人データ の利用停止等を行わなければなら ない。 ただし 、 当該保有個人デ

ータ の利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行う こ と が困難

な場合であっ て、 本人の権利利益を保護するため必要なこ れに代わるべき措置をと る

と きは、 こ の限り でない。  

３  本人は、 個人情報取扱事業者に対し 、 当該本人が識別さ れる保有個人データ が第二

十七条第一項又は第二十八条の規定に違反し て第三者に提供さ れていると きは、 当該

保有個人データ の第三者への提供の停止を請求するこ と ができる。  

４  個人情報取扱事業者は、 前項の規定による請求を受けた場合であっ て、 その請求に

理由があるこ と が判明し たと きは、 遅滞なく 、 当該保有個人データ の第三者への提供

を停止し なければなら ない。 ただし 、 当該保有個人データ の第三者への提供の停止に

多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止するこ と が困難な場合であ

っ て、 本人の権利利益を保護するため必要なこ れに代わるべき措置をと ると きは、 こ

の限り でない。  

５  本人は、 個人情報取扱事業者に対し 、 当該本人が識別さ れる保有個人データ を当該

個人情報取扱事業者が利用する必要がなく なっ た場合、 当該本人が識別さ れる保有個

人データ に係る第二十六条第一項本文に規定する事態が生じ た場合その他当該本人

が識別さ れる保有個人データ の取扱いにより 当該本人の権利又は正当な利益が害さ

れるおそれがある場合には、 当該保有個人データ の利用停止等又は第三者への提供の
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停止を請求するこ と ができる。  

６  個人情報取扱事業者は、 前項の規定による請求を受けた場合であっ て、 その請求に

理由があるこ と が判明し たと きは、 本人の権利利益の侵害を防止するために必要な限

度で、 遅滞なく 、 当該保有個人データ の利用停止等又は第三者への提供の停止を行わ

なければなら ない。 ただし 、 当該保有個人データ の利用停止等又は第三者への提供の

停止に多額の費用を要する場合その他の利用停止等又は第三者への提供の停止を行

う こ と が困難な場合であっ て、 本人の権利利益を保護するため必要なこ れに代わるべ

き措置をと ると きは、 こ の限り でない。  

７  個人情報取扱事業者は、 第一項若し く は第五項の規定による請求に係る保有個人デ

ータ の全部若し く は一部について利用停止等を行っ たと き若し く は利用停止等を行

わない旨の決定をし たと き、 又は第三項若し く は第五項の規定による請求に係る保有

個人データ の全部若し く は一部について第三者への提供を停止し たと き若し く は第

三者への提供を停止し ない旨の決定をし たと きは、 本人に対し 、 遅滞なく 、 その旨を

通知し なければならない。  

 

【 法の規定により 遵守すべき事項等】  

 ・ 医療・ 介護関係事業者は、 法第３ ４ 条第２ 項又は第３ ５ 条第２ 項、 第４ 項若し く は第

６ 項の規定に基づき、 本人から、 保有個人データ の訂正等、 利用停止等、 第三者への

提供の停止の請求を受けた場合で、 それらの請求が適正であると 認めら れると きは、

こ れら の措置を行わなければなら ない。  

 ・ ただし 、 利用停止等及び第三者への提供の停止については、 利用停止等に多額の費用

を要する場合など当該措置を行う こ と が困難な場合であっ て、 本人の権利利益を保護

するため必要なこ れに代わるべき措置をと ると きは、 こ の限り でない。  

 ・ なお、 以下の場合については、 こ れら の措置を行う 必要はない。  

  ①訂正等の請求があっ た場合であっても、(ｱ)利用目的から 見て訂正等が必要でない場

合、(ｲ)誤り である指摘が正し く ない場合又は(ｳ)訂正等の対象が事実でなく 評価に関

する情報である場合 

  ②利用停止等、 第三者への提供の停止の請求があっ た場合であっ ても、 手続違反等の

指摘が正し く ない場合 

 ・ 医療・ 介護関係事業者は、 上記の措置を行ったと き、 又は行わない旨を決定し たと き

は、 本人に対し 、 遅滞なく 、 その旨を通知し なければなら ない。 また、 本人に通知す

る場合には、 本人に対し てその理由を説明するよう 努めなければなら ない（ Ⅳ１ ７ ．

参照）。  

 

【 その他の事項】  

 ・ 医療・ 介護関係事業者は、 訂正等、 利用停止等又は第三者への提供の停止の請求を受

けた保有個人データ の全部又は一部について、 こ れら の措置を行わない旨決定し た場

合、 本人に対するその理由の説明に当たっては、 文書により 示すこ と を基本と する。

その際は、 苦情への対応を行う 体制についても 併せて説明をするこ と が望まし い。  

 ・ 保有個人データ の訂正等にあたっては、 訂正し た者、 内容、 日時等が分かるよう に行
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われなければなら ない。  

 ・ 保有個人データ の字句などを不当に変える改ざんは、 行っ てはなら ない。  

 

【 法別表第２ 法人及び病院経営等地方独立行政法人に関する適用関係】  

・ 法別表第２ 法人及び病院経営等地方独立行政法人については、 法第３ ４ 条及び第３ ５

条の適用が除外さ れ（ 法第５ ８ 条第１ 項関係）、個人情報の取扱いについて独立行政法

人等又は地方独立行政法人による取扱いと みなし て、 公的部門における規律（ 法第５

章第４ 節第２ 款及び第３ 款） が適用さ れる（ 法第１ ２ ５ 条第２ 項関係）。  

 

【 地方公共団体の機関及び独立行政法人労働者健康安全機構に関する適用関係】  

・ 地方公共団体の機関が行う 病院若し く は診療所又は大学の運営の業務に係る個人情報

の取扱い及び独立行政法人労働者健康安全機構が行う 病院の運営の業務に係る個人情

報の取扱いについては、 原則、 個人情報取扱事業者による個人情報の取扱いと みなさ

れ、 民間部門における規律（ 法第４ 章） が適用さ れるが、 公的機関と し ての特性を踏

まえ、法第３ ４ 条及び第３ ５ 条の適用は除外さ れ（ 法第５ ８ 条第２ 項関係）、 公的部門

における規律（ 法第５ 章第４ 節第２ 款及び第３ 款） が適用さ れる（ 法第１ ２ ５ 条第１

項関係）。  
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１ ６ ． 開示等の請求等に応じ る手続及び手数料（ 法第３ ７ 条、 第３ ８ 条）  

 

（ 開示等の請求等に応じ る手続）  

法第三十七条 個人情報取扱事業者は、 第三十二条第二項の規定による求め又は第三十

三条第一項（ 同条第五項において準用する場合を含む。 次条第一項及び第三十九条に

おいて同じ 。）、 第三十四条第一項若し く は第三十五条第一項、 第三項若し く は第五項

の規定による請求（ 以下こ の条及び第五十四条第一項において「 開示等の請求等」 と

いう 。） に関し 、政令で定めると こ ろにより 、その求め又は請求を受け付ける方法を定

めるこ と ができる。 こ の場合において、 本人は、 当該方法に従って、 開示等の請求等

を行わなければならない。  

２  個人情報取扱事業者は、 本人に対し 、 開示等の請求等に関し 、 その対象と なる保有

個人データ 又は第三者提供記録を特定するに足り る事項の提示を求めるこ と ができ

る。 こ の場合において、 個人情報取扱事業者は、 本人が容易かつ的確に開示等の請求

等をするこ と ができるよう 、 当該保有個人データ 又は当該第三者提供記録の特定に資

する情報の提供その他本人の利便を考慮し た適切な措置をと ら なければなら ない。  

３  開示等の請求等は、政令で定めると こ ろにより 、代理人によってするこ と ができる。 

４  個人情報取扱事業者は、 前三項の規定に基づき開示等の請求等に応じ る手続を定め

るに当たっ ては、 本人に過重な負担を課するも のと ならないよう 配慮し なければなら

ない。  

 

（ 手数料）  

法第三十八条 個人情報取扱事業者は、 第三十二条第二項の規定による利用目的の通知

を求めら れたと き又は第三十三条第一項の規定による開示の請求を受けたと きは、 当

該措置の実施に関し 、 手数料を徴収するこ と ができる。  

２  個人情報取扱事業者は、 前項の規定により 手数料を徴収する場合は、 実費を勘案し

て合理的であると 認められる範囲内において、 その手数料の額を定めなければなら な

い。  

 

（ 開示等の請求等を受け付ける方法）  

令第十二条 法第三十七条第一項の規定により 個人情報取扱事業者が開示等の請求等

を受け付ける方法と し て定めるこ と ができる事項は、 次に掲げると おり と する。  

一 開示等の請求等の申出先 

二 開示等の請求等に際し て提出すべき書面（ 電磁的記録を含む。 第三十五条第一項

及び第四十条第三項において同じ 。） の様式その他の開示等の請求等の方式 

三 開示等の請求等をする者が本人又は次条に規定する代理人であるこ と の確認の方

法 

四 法第三十八条第一項の手数料の徴収方法 

 

（ 開示等の請求等をするこ と ができる代理人）  

令第十三条 法第三十七条第三項の規定により 開示等の請求等をするこ と ができる代
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理人は、 次に掲げる代理人と する。  

一 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 

二 開示等の請求等をするこ と につき本人が委任し た代理人 

 

（ １ ） 開示等を行う 情報の特定 

医療・ 介護関係事業者は、 本人に対し 、 開示等の請求等に関し て、 その対象と なる保

有個人データ 等を特定するに足り る事項の提示を求めるこ と ができるが、 こ の場合には、

本人が容易かつ的確に開示等の請求等をするこ と ができるよう 、 当該保有個人データ 等

の特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮し た措置をと ら なければなら ない。 

また、 保有個人データ 等の開示等については、 本人の請求等により 、 保有個人データ

等の全体又は一部が対象と なるが、 当該本人の保有個人データ 等が多岐にわたる、 デー

タ 量が膨大であるなど、 全体の開示等が困難又は非効率な場合、 医療・ 介護関係事業者

は、 本人が開示等の請求等を行う 情報の範囲を特定するのに参考と なる情報（ 過去の受

診の状況、 病態の変化等） を提供するなど、 本人の利便を考慮し た支援を行う ものと す

る。  

 

（ ２ ） 代理人による開示等の請求等 

  保有個人データ 等の開示等については、 本人のほか、 ①未成年者又は成年被後見人の

法定代理人、 ②開示等の請求等をするこ と につき本人が委任し た代理人により 行う こ と

ができる。  

 

【 法の規定により 遵守すべき事項等】  

 ・ 医療・ 介護関係事業者は、 保有個人データ 等の開示等の請求等に関し 、 本人に過重な

負担を課すものと なら ない範囲において、 以下の事項について、 その請求を受け付け

る方法を定めるこ と ができる。  

   (ｱ)開示等の請求等の受付先 

   (ｲ)開示等の請求等に際し て提出すべき書面の様式、 その他の開示等の請求等の受付

方法 

   (ｳ)開示等の請求等をする者が本人又はその代理人であるこ と の確認の方法 

   (ｴ)保有個人データ 等の利用目的の通知、 又は保有個人データ 等の開示をする際に徴

収する手数料の徴収方法 

・ 医療・ 介護関係事業者は、 本人に対し 、 開示等の請求等に関し て、 その対象と なる保

有個人データ 等を特定するに足り る事項の提示を求めるこ と ができるが、 こ の場合に

は、 本人が容易かつ的確に開示等の請求等をするこ と ができるよう 、 当該保有個人デ

ータ 等の特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮し た措置をと らなければな

ら ない。  

・ 保有個人データ 等の開示等の請求等は、 本人のほか、 未成年者又は成年被後見人の法

定代理人、 当該請求等をするこ と につき本人が委任し た代理人によっ てするこ と がで

きる。  

・ 医療・ 介護関係事業者は、 保有個人データ 等の利用目的の通知を求められたと き、 又
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は保有個人データ 等の開示を請求さ れたと きは、 当該措置の実施に関し 、 手数料を徴

収するこ と ができ、 その際には実費を勘案し て合理的であると 認めら れる範囲内にお

いて、 手数料の額を定めなければなら ない。  

 

【 その他の事項】  

 ・ 医療・ 介護関係事業者は、 以下の点に留意し つつ、 保有個人データ 等の開示等の手続

を定めるこ と が望まし い。  

  一開示等の請求等の方法は書面によるこ と が望まし いが、 患者・ 利用者等の自由な請

求を阻害し ないため、 開示等の請求等に係る書面に理由欄を設けるこ と などにより

開示等を請求する理由の記載を要求するこ と 及び開示等を請求する理由を尋ねるこ

と は不適切である。  

  一開示等を請求する者が本人（ 又はその代理人） であるこ と を確認する。  

  一開示等の請求等があっ た場合、 主治医等の担当スタ ッ フの意見を聴いた上で、 速や

かに保有個人データ 等の開示等をするか否か等を決定し 、 こ れを開示の請求等を行

っ た者に通知する。  

  一保有個人データ 等の開示に当たり 、 法第３ ３ 条第２ 項各号に該当する可能性がある

場合には、 開示の可否について検討するために設置し た検討委員会等において検討

し た上で、 速やかに開示の可否を決定するこ と が望まし い。  

  一保有個人データ 等の開示を行う 場合には、 日常の医療・ 介護サービス提供への影響

等も 考慮し 、 本人に過重な負担を課すも のと なら ない範囲で、 日時、 場所、 方法等

を指定するこ と ができる。  

・ 代理人等、 開示の請求等を行い得る者から 開示の請求等があっ た場合、 原則と し て患

者・ 利用者本人に対し 保有個人データ 等の開示を行う 旨の説明を行っ た後、 開示の請

求等を行った者に対し て開示を行う も のと する。  

・ 代理人等から の請求等があっ た場合で、 ①本人による具体的意思を把握できない包括

的な委任に基づく 請求、 ②開示等の請求が行われる相当以前に行われた委任に基づく

請求が行われた場合には、 本人への説明に際し 、 開示の請求等を行っ た者及び開示す

る保有個人データ 等の内容について十分説明し 、 本人の意思を確認すると と も に代理

人の請求の適正性、 開示の範囲等について本人の意思を踏まえた対応を行う も のと す

る。  

 

【 法別表第２ 法人及び病院経営等地方独立行政法人に関する適用関係】  

・ 法別表第２ 法人及び病院経営等地方独立行政法人については、 法第３ ７ 条及び第３ ８

条の適用が除外さ れ（ 法第５ ８ 条第１ 項関係）、個人情報の取扱いについて独立行政法

人等又は地方独立行政法人による取扱いと みなし て、 公的部門における規律（ 法第５

章第４ 節） が適用さ れる（ 法第１ ２ ５ 条第２ 項関係）。  

 

【 地方公共団体の機関及び独立行政法人労働者健康安全機構に関する適用関係】  

・ 地方公共団体の機関が行う 病院若し く は診療所又は大学の運営の業務に係る個人情報

の取扱い及び独立行政法人労働者健康安全機構が行う 病院の運営の業務に係る個人情
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報の取扱いについては、 原則、 個人情報取扱事業者による個人情報の取扱いと みなさ

れ、 民間部門における規律（ 法第４ 章） が適用さ れるが、 公的機関と し ての特性を踏

まえ、法第３ ７ 条及び第３ ８ 条の適用は除外さ れ（ 法第５ ８ 条第２ 項関係）、 公的部門

における規律（ 法第５ 章第４ 節） が適用さ れる（ 法第１ ２ ５ 条第１ 項関係）。  
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１ ７ ． 理由の説明、 事前の請求、 苦情の対応（ 法第３ ６ 条、 第３ ９ 条～第４ ０ 条）  

 

（ 理由の説明）  

法第三十六条 個人情報取扱事業者は、 第三十二条第三項、 第三十三条第三項（ 同条第

五項において準用する場合を含む。）、 第三十四条第三項又は前条第七項の規定によ

り 、 本人から求められ、 又は請求さ れた措置の全部又は一部について、 その措置をと

ら ない旨を通知する場合又はその措置と 異なる措置をと る旨を通知する場合には、 本

人に対し 、 その理由を説明するよう 努めなければなら ない。  

 

（ 事前の請求）  

法第三十九条 本人は、 第三十三条第一項、 第三十四条第一項又は第三十五条第一項、

第三項若し く は第五項の規定による請求に係る訴えを提起し よう と すると きは、 その

訴えの被告と なるべき者に対し 、 あら かじ め、 当該請求を行い、 かつ、 その到達し た

日から二週間を経過し た後でなければ、その訴えを提起するこ と ができない。ただし 、

当該訴えの被告と なるべき者がその請求を拒んだと きは、 こ の限り でない。  

２  前項の請求は、 その請求が通常到達すべきであっ た時に、 到達し たも のと みなす。  

３  前二項の規定は、 第三十三条第一項、 第三十四条第一項又は第三十五条第一項、 第

三項若し く は第五項の規定による請求に係る仮処分命令の申立てについて準用する。  

 

（ 個人情報取扱事業者による苦情の処理）  

法第四十条 個人情報取扱事業者は、 個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な

処理に努めなければならない。  

２  個人情報取扱事業者は、 前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなけ

ればなら ない。  

 

【 法の規定により 遵守すべき事項等】  

・ 医療・ 介護関係事業者は、 本人から 求めら れた保有個人データ 等の利用目的の通知、

又は本人から 請求さ れた開示、 訂正等、 利用停止等において、 その措置をと ら ない旨

又はその措置と 異なる措置をと る旨本人に通知する場合は、 本人に対し て、 その理由

を説明するよう 努めなければなら ない。  

・ 医療・ 介護関係事業者は、 個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な対応に努

めなければなら ない。 また、 医療・ 介護関係事業者は、 苦情の適切かつ迅速な対応を

行う にあたり 、 苦情への対応を行う 窓口機能等の整備や苦情への対応の手順を定める

など必要な体制の整備に努めなければなら ない。  

 

【 その他の事項】  

 ・ 医療・ 介護関係事業者は、 本人に対し て理由を説明する際には、 文書により 示すこと

を基本と する。 その際は、 苦情への対応を行う 体制についても併せて説明するこ と が

望まし い。  

 ・ 医療・ 介護関係事業者は、 患者・ 利用者等から の苦情対応にあたり 、 専用の窓口の設
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置や主治医等の担当スタ ッ フ 以外の職員による相談体制を確保するなど、 患者・ 利用

者等が相談を行いやすい環境の整備に努める。  

 ・ 医療・ 介護関係事業者は、 当該施設における患者・ 利用者等から の苦情への対応を行

う 体制等について院内や事業所内等への掲示やホームページへの掲載等を行う こ と で

患者・ 利用者等に対し て周知を図ると と もに、 地方公共団体、 地域の医師会や国民健

康保険団体連合会等が開設する医療や介護に関する相談窓口等についても患者・ 利用

者等に対し て周知するこ と が望まし い。  

 

【 法別表第２ 法人及び病院経営等地方独立行政法人に関する適用関係】  

・ 法別表第２ 法人及び病院経営等地方独立行政法人については、 原則、 民間部門におけ

る規律（ 法第４ 章） が適用さ れるため、 法第４ ０ 条については適用さ れる。 一方で、

公的機関と し ての特性を踏まえ、 法第３ ６ 条及び第３ ９ 条については適用が除外さ れ

（ 法第５ ８ 条第１ 項関係）、個人情報の取扱いについて独立行政法人等又は地方独立行

政法人による取扱いと みなし て、 公的部門における規律（ 法第５ 章第４ 節） が適用さ

れる（ 法第１ ２ ５ 条第２ 項関係）。  

 

【 地方公共団体の機関及び独立行政法人労働者健康安全機構に関する適用関係】  

・ 地方公共団体の機関が行う 病院若し く は診療所又は大学の運営の業務に係る個人情報

の取扱い及び独立行政法人労働者健康安全機構が行う 病院の運営の業務に係る個人情

報の取扱いについては、 原則、 個人情報取扱事業者による個人情報の取扱いと みなさ

れ、 民間部門における規律（ 法第４ 章） が適用さ れるため、 法第４ ０ 条については適

用さ れる。 一方で、 公的機関と し ての特性を踏まえ、 法第３ ６ 条及び第３ ９ 条につい

ては適用が除外さ れ（ 法第５ ８ 条第２ 項関係）、 公的部門における規律（ 法第５ 章第４

節） が適用さ れる（ 法第１ ２ ５ 条第１ 項関係）。  
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Ⅴ ガイダンスの見直し 等 

１ ． 必要に応じ た見直し  

個人情報の保護に関する考え方は、 社会情勢や国民の意識の変化に対応し て変化し て

いく も のと 考えられる。 こ のため、 法及び本ガイダンスや「 診療情報の提供等に関する

指針」 の運用状況等も 踏まえながら、 本ガイダンスについても 必要に応じ 検討及び見直

し を行う ものと する。  

 

２ ． 本ガイダンスを補完する事例集の作成・ 公開 

  個人情報保護委員会及び厚生労働省は、 医療・ 介護関係事業者における個人情報の保

護を推進し 、 医療・ 介護関係事業者における円滑な対応が図られるよう 、 本ガイダンス

を補完する事例集を作成し 、 個人情報保護委員会及び厚生労働省のホームページにおい

て公表する。  

 ※「 医療・ 介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」 に関

する Q＆A 
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別表１  医療・ 介護関係法令において医療・ 介護関係事業者に作成・ 保存が義務づけられ

ている記録例 

 

（ 医療機関等（ 医療従事者を含む））  

１  病院・ 診療所 

・  診療録【 医師法第２ ４ 条、 歯科医師法第２ ３ 条】  

・  処方箋【 医師法第２ ２ 条、歯科医師法第２ １ 条、医療法施行規則第２ ０ 条、第２ １

条の５ 、 第２ ２ 条の３ 、 第２ ２ 条の７ 】  

・  麻酔記録【 医療法施行規則第１ 条の１ ０ 】  

・  助産録【 保健師助産師看護師法第４ ２ 条】  

・  救急救命処置録【 救急救命士法第４ ６ 条】  

・  照射録【 診療放射線技師法第２ ８ 条】  

・  診療に関する諸記録 

① 病院の場合 処方箋（ 再掲） 、 手術記録、 看護記録、 検査所見記録、 エッ ク
ス線写真、 入院診療計画書【 医療法施行規則第２ ０ 条】  

② 地域医療支援病院及び特定機能病院の場合 上記①に加え、 紹介状、 退院し
た患者に係る入院期間中の診療経過の要約【 医療法施行規則第２ １ 条の５ 、
第２ ２ 条の３ 】  

③ 臨床研究中核病院の場合 上記①に加え、 研究対象者に対する医薬品等の投
与及び診療により 得ら れたデータ その他の記録【 医療法施行規則第２ ２ 条の
７ 】  

・  歯科衛生士業務記録【 歯科衛生士法施行規則第１ ８ 条】  

・  歯科技工指示書【 歯科技工士法第１ ８ 条、 第１ ９ 条】  

 

２  助産所 

・  助産録【 保健師助産師看護師法第４ ２ 条】  

 

３  薬局 

・  処方箋（ 調剤し た旨等の記入）【 薬剤師法第２ ６ 条、 第２ ７ 条】  

・  調剤録【 薬剤師法第２ ８ 条】  

 

４  衛生検査所 

・  委託検査管理台帳、検査結果報告台帳、苦情処理台帳【 臨床検査技師等に関する法

律施行規則第１ ２ 条第１ 項第１ ６ 号、 第１ ２ 条の３ 】  

 

５  指定訪問看護事業者 

・  訪問看護計画書【 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第１ ７ 条第１

項】  

・  訪問看護報告書【 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第１ ７ 条第３

項】  
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６   歯科技工所 

・  歯科技工指示書【 歯科技工士法第１ ８ 条、 第１ ９ 条】  

 

（ 介護関係事業者） ※保存が想定さ れている記録も 含む 

１  指定訪問介護事業者 

・  居宅サービス計画（ 通称： ケアプラン）【 指定居宅サービス等の事業の人員、 設備

及び運営に関する基準第１ ６ 条】  

・  サービスの提供の記録（ 通称： ケア記録、 介護日誌、 業務日誌）【 指定居宅サービ

ス等の事業の人員、 設備及び運営に関する基準第１ ９ 条】  

・  訪問介護計画【 指定居宅サービス等の事業の人員、 設備及び運営に関する基準第

２ ４ 条第１ 項】  

・  苦情の内容等の記録【 指定居宅サービス等の事業の人員、 設備及び運営に関する

基準第３ ６ 条第２ 項】  

 

２  指定通所介護事業者 

  ・  居宅サービス計画（ 通称： ケアプラ ン）【 指定居宅サービス等の事業の人員、 設備

及び運営に関する基準第１ ０ ５ 条（ 準用： 第１ ６ 条）】  

・  サービスの提供の記録（ 通称： ケア記録、 介護日誌、 業務日誌）【 指定居宅サービ

ス等の事業の人員、 設備及び運営に関する基準第１ ０ ５ 条（ 準用： 第１ ９ 条）】  

・  通所介護計画【 指定居宅サービス等の事業の人員、 設備及び運営に関する基準第

９ ９ 条第１ 項】  

・  苦情の内容等の記録【 指定居宅サービス等の事業の人員、 設備及び運営に関する

基準第１ ０ ５ 条（ 準用： 第３ ６ 条第２ 項）】  

 

３  特別養護老人ホーム 

・  行っ た具体的な処遇の内容等の記録【 特別養護老人ホームの設備及び運営に関す

る基準第９ 条第２ 項第２ 号】  

・  入所者の処遇に関する計画【 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第

１ ４ 条第１ 項】  

・  身体的拘束等に係る記録【 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第１

５ 条第５ 項】  

・  苦情の内容等の記録【 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第２ ９ 条

第２ 項】  
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別表２  医療・ 介護関係事業者の通常の業務で想定さ れる利用目的 

 

（ 医療機関等の場合）  

【 患者への医療の提供に必要な利用目的】  

〔 医療機関等の内部での利用に係る事例〕  

 ・ 当該医療機関等が患者等に提供する医療サービス 

 ・ 医療保険事務 

 ・ 患者に係る医療機関等の管理運営業務のう ち、  

  －入退院等の病棟管理 

  －会計・ 経理 

  －医療事故等の報告 

  －当該患者の医療サービスの向上 

〔 他の事業者等への情報提供を伴う 事例〕  

 ・ 当該医療機関等が患者等に提供する医療サービスのう ち、  

  －他の病院、 診療所、 助産所、 薬局、 訪問看護ステーショ ン、 介護サービス事業者等と

の連携 

  －他の医療機関等から の照会への回答 

  －患者の診療等に当たり 、 外部の医師等の意見・ 助言を求める場合 

  －検体検査業務の委託その他の業務委託 

  －家族等への病状説明 

 ・ 医療保険事務のう ち、  

  －保険事務の委託 

  －審査支払機関へのレセプト の提出（ 適切な保険者への請求を含む。）  

－審査支払機関又は保険者への照会 

  －審査支払機関又は保険者から の照会への回答 

・ 事業者等から の委託を受けて健康診断等を行っ た場合における、 事業者等へのその結果

の通知 

・ 医師賠償責任保険などに係る、 医療に関する専門の団体、 保険会社等への相談又は届出

等 

【 上記以外の利用目的】  

〔 医療機関等の内部での利用に係る事例〕  

 ・ 医療機関等の管理運営業務のう ち、  

  －医療・ 介護サービスや業務の維持・ 改善のための基礎資料 

  －医療機関等の内部において行われる学生の実習への協力 

  －医療機関等の内部において行われる観察研究や症例報告 

〔 他の事業者等への情報提供を伴う 事例〕  

 ・ 医療機関等の管理運営業務のう ち、  

  －外部監査機関への情報提供 
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（ 介護関係事業者の場合）  

【 介護サービスの利用者への介護の提供に必要な利用目的】  

〔 介護関係事業者の内部での利用に係る事例〕  

  ・ 当該事業者が介護サービスの利用者等に提供する介護サービス 

  ・ 介護保険事務 

  ・ 介護サービスの利用者に係る事業所等の管理運営業務のう ち、  

   －入退所等の管理 

   －会計・ 経理 

   －事故等の報告 

   －当該利用者の介護サービスの向上 

〔 他の事業者等への情報提供を伴う 事例〕  

  ・ 当該事業者等が利用者等に提供する介護サービスのう ち、  

   －当該利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事

業所等の連携（ サービス担当者会議等）、 照会への回答 

   －その他の業務委託 

   －家族等への心身の状況説明 

  ・ 介護保険事務のう ち、  

   －保険事務の委託 

   －審査支払機関へのレセプト の提出 

   －審査支払機関又は保険者から の照会への回答 

・ 損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

 【 上記以外の利用目的】  

 〔 介護関係事業者の内部での利用に係る事例〕  

  ・ 介護関係事業者の管理運営業務のう ち、  

   －介護サービスや業務の維持・ 改善のための基礎資料 

   －介護保険施設等において行われる学生の実習への協力 
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別表３  医療・ 介護関連事業者の通常の業務で想定さ れる主な事例（ 法令（ 条例を含む。）

に基づく 場合）  

 

（ 医療機関等の場合）  

○法令上、 医療機関等（ 医療従事者を含む） が行う べき義務と し て明記さ れているも の 

・ 医師が感染症の患者等を診断し た場合における都道府県知事等への届出（ 感染症の予防及

び感染症の患者に対する医療に関する法律第１ ２ 条）  

・ 特定生物由来製品の製造販売承認取得者等から の要請に基づき病院等の管理者が行う 、 当

該製品を使用する患者の記録の提供（ 医薬品医療機器等法第６ ８ 条の２ ２ 第４ 項）  

・ 医師、 薬剤師等の医薬関係者による、 医薬品製造販売業者等が行う 医薬品等の適正使用の

ために必要な情報収集への協力（ 医薬品医療機器等法第６ ８ 条の２ の６ 第２ 項）  

・ 医師、薬剤師等の医薬関係者が行う 厚生労働大臣への医薬品等の副作用・ 感染症等報告（ 医

薬品医療機器等法第６ ８ 条の１ ０ 第２ 項）  

・ 医師等による特定医療機器の製造販売承認取得者等への当該特定医療機器利用者に関わる

情報の提供（ 医薬品医療機器等法第６ ８ 条の５ 第２ 項）  

・ 自ら 治験を行う 者が行う 厚生労働大臣への治験対象薬物の副作用・ 感染症報告（ 医薬品医

療機器等法第８ ０ 条の２ 第６ 項）  

・ 処方箋中に疑わし い点があっ た場合における、 薬剤師による医師等への疑義照会（ 薬剤師

法第２ ４ 条）  

・ 調剤時における、 患者又は現に看護に当たっ ている者に対する薬剤師による情報提供（ 薬

剤師法第２ ５ 条の２ ）  

・ 医師が麻薬中毒者と 診断し た場合における都道府県知事への届出（ 麻薬及び向精神薬取締

法第５ ８ 条の２ ）  

・ 保険医療機関及び保険薬局が療養の給付等に関し て費用を請求し よう と する場合における

審査支払機関への診療報酬請求書・ 明細書等の提出等（ 健康保険法第７ ６ 条等）  

・ 家庭事情等のため退院が困難であると 認めら れる場合等患者が一定の要件に該当する場合

における、 保険医療機関による健康保険組合等への通知（ 保険医療機関及び保険医療養担

当規則第１ ０ 条等）  

・ 診療し た患者の疾病等に関し て他の医療機関等から 保険医に照会があっ た場合における対

応（ 保険医療機関及び保険医療養担当規則第１ ６ 条の２ 等）  

・ 施設入所者の診療に関し て、 保険医と 介護老人保健施設の医師と の間の情報提供（ 老人保

健法の規定による医療並びに入院時食事療養費及び特定療養費に係る療養の取扱い及び

担当に関する基準第１ ９ 条の４ ）  

・ 患者から 訪問看護指示書の交付を求めら れた場合における、 当該患者の選定する訪問看護

ステーショ ンへの交付及び訪問看護ステーショ ン等から の相談に応じ た指導等（ 保険医療

機関及び保険医療養担当規則第１ ９ 条の４ 等）  

・ 患者が不正行為により 療養の給付を受けた場合等における、 保険薬局が行う 健康保険組合

等への通知（ 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第７ 条）  

・ 医師等による都道府県知事への不妊手術又は人工妊娠中絶の手術結果に係る届出（ 母体保

護法第２ ５ 条）  
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・ 児童虐待を受けたと 思われる児童を発見し た者による児童相談所等への通告（ 児童虐待の

防止等に関する法律第６ 条）  

・ 要保護児童を発見し た者による児童相談所等への通告（ 児童福祉法第２ ５ 条）  

・ 指定入院医療機関の管理者が申立てを行っ た際の裁判所への資料提供等（ 心身喪失等の状

態で重大な他害行為を行っ た者の医療及び観察等に関する法律（ 医療観察法） 第２ ５ 条）  

・ 裁判所より 鑑定を命じ ら れた精神保健判定医等による鑑定結果等の情報提供（ 医療観察法

第３ ７ 条等）  

・ 指定入院医療機関の管理者による無断退去者に関する情報の警察署長への提供（ 医療観察

法第９ ９ 条）  

・ 指定通院医療機関の管理者による保護観察所の長に対する通知等（ 医療観察法第１ １ ０ 条・

第１ １ １ 条）  

・ 精神病院の管理者による都道府県知事等への措置入院等に係る定期的病状報告（ 精神保健

福祉法第３ ８ 条の２ ）  

・ 指定医療機関による都道府県・ 市町村への被保護者に係る病状報告（ 生活保護法第５ ０ 条、

指定医療機関医療担当規程第７ 条、 第１ ０ 条）  

・ 病院等の管理者による、 原発性のがんについて、 当該病院等における初回の診断が行われ

た場合における、 都道府県知事への届出（ がん登録等の推進に関する法律第６ 条）  

・ 専門的ながん医療の提供を行う 病院その他の地域におけるがん医療の確保について重要な

役割を担う 病院の開設者及び管理者による、 院内がん登録事業における国への情報提供等

（ がん登録等の推進に関する法律第４ ４ 条等）  

・ 医療事故が発生し た場合の医療事故調査・ 支援センタ ーへの報告（ 医療法第６ 条の１ ０ ）  

・ 医療事故調査が終了し たと きの医療事故調査・ 支援センタ ーへの報告（ 医療法第６ 条の１

１ 第４ 項）  

○法令上、 医療機関等（ 医療従事者を含む） が任意に行う こ と ができる事項と し て明記さ れ

ているも の 

・ 配偶者から の暴力により 負傷又は疾病し た者を発見し た者による配偶者暴力相談支援セン

タ ー又は警察への通報（ 配偶者から の暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第６ 条）  

○行政機関等の報告徴収・ 立入検査等に応じ るこ と が間接的に義務づけら れているも の 

・ 医療監視員、 薬事監視員、 都道府県職員等による立入検査等への対応（ 医療法第２ ５ 条及

び第６ ３ 条、医薬品医療機器等法第６ ９ 条、臨床検査技師等に関する法律第２ ０ 条の５ 等） 

・ 厚生労働大臣、都道府県知事等が行う 報告命令等への対応（ 医療法第２ ５ 条及び第６ ３ 条、

医薬品医療機器等法第６ ９ 条、 健康保険法第６ ０ 条、 第７ ８ 条及び第９ ４ 条、 労働者災害

補償保険法第４ ９ 条等）  

・ 指定医療機関の管理者から の情報提供要求への対応（ 医療観察法第９ ０ 条）  

・ 保護観察所の長から の協力要請への対応（ 医療観察法第１ ０ １ 条）  

・ 保護観察所の長と の情報交換等による関係機関相互間の連携（ 医療観察法第１ ０ ８ 条）  

・ 基幹統計調査の報告（ 統計法第１ ３ 条）  

・ 社会保険診療報酬支払基金の審査委員会が行う 報告徴収への対応（ 社会保険診療報酬支払

基金法第１ ８ 条）  
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・ モニタ ー、 監査担当者及び治験審査委員会等が行う 原医療記録の閲覧への協力（ 医薬品の

臨床試験の実施の基準に関する省令第３ ７ 条、 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する

省令第５ ６ 条、 再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第５ ６ 条）  

 

（ 介護関係事業者の場合）  

○法令上、 介護関係事業者（ 介護サービス従事者を含む） が行う べき義務と し て明記さ れて

いるも の 

・ サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等（ 指定基準、「 特別養護老人ホームの設備及

び運営に関する基準」（ 以下「 最低基準」 と いう 。））  

・ 居宅介護支援事業者等と の連携（ 指定基準、 最低基準）  

・ 利用者が偽り その他不正な行為によっ て保険給付を受けている場合等の市町村への通知

（ 指定基準）  

・ 利用者に病状の急変が生じ た場合等の主治の医師への連絡等（ 指定基準）  

○行政機関等の報告徴収・ 立入検査等に応じ るこ と が間接的に義務づけら れているも の 

・ 市町村による文書等提出等の要求への対応（ 介護保険法第２ ３ 条）  

・ 厚生労働大臣又は都道府県知事による報告命令、 帳簿書類等の提示命令等への対応（ 介護

保険法第２ ４ 条）  

・ 都道府県知事又は市町村長による立入検査等への対応（ 介護保険法第７ ６ 条、 第７ ８ 条の

７ 、 第８ ３ 条、 第９ ０ 条、 第１ ０ ０ 条、 第１ １ ５ 条の７ 、 第１ １ ５ 条の１ ７ 、 第１ １ ５ 条

の２ ７ 、 第１ １ ５ 条の３ ３ 、 第１ １ ５ 条の４ ５ の７ 、 旧介護保険法（ 健康保険法等の一部

を改正する法律（ 平成１ ８ 年法律第８ ３ 号） 附則第１ ３ ０ 条の２ 第１ 項の規定により なお

その効力を有するも のと さ れた同法第２ ６ 条の規定による改正前の介護保険法をいう 。）

第１ １ ２ 条、 老人福祉法第１ ８ 条）  

・ 市町村が行う 利用者から の苦情に関する調査への協力等（ 指定基準、 最低基準）  

・ 事故発生時の市町村への連絡（ 指定基準、 最低基準）  
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別表４  医療関係資格、 介護サービス従業者等に係る守秘義務等 

 

（ 医療関係資格）  

資格名 根拠法 

医師 刑法第１ ３ ４ 条第１ 項 

歯科医師 刑法第１ ３ ４ 条第１ 項 

薬剤師 刑法第１ ３ ４ 条第１ 項 

保健師 保健師助産師看護師法第４ ２ 条の２  

助産師 刑法第１ ３ ４ 条第１ 項 

看護師 保健師助産師看護師法第４ ２ 条の２  

准看護師 保健師助産師看護師法第４ ２ 条の２  

診療放射線技師 診療放射線技師法第２ ９ 条 

臨床検査技師 臨床検査技師等に関する法律第１ ９ 条 

衛生検査技師 臨床検査技師等に関する法律第１ ９ 条 

理学療法士 理学療法士及び作業療法士法第１ ６ 条 

作業療法士 理学療法士及び作業療法士法第１ ６ 条 

視能訓練士 視能訓練士法第１ ９ 条 

臨床工学技士 臨床工学技士法第４ ０ 条 

義肢装具士 義肢装具士法第４ ０ 条 

救急救命士 救急救命士法第４ ７ 条 

言語聴覚士 言語聴覚士法第４ ４ 条 

歯科衛生士 歯科衛生士法第１ ３ 条の６  

歯科技工士 歯科技工士法第２ ０ 条の２  

あん摩ﾏｯｻー ｼ゙ 指圧師 あん摩マツサージ指圧師、はり 師、きゅう 師等に関する法律第

７ 条の２  

はり 師 あん摩マツサージ指圧師、はり 師、きゅう 師等に関する法律第

７ 条の２  

きゅう 師 あん摩マツサージ指圧師、はり 師、きゅう 師等に関する法律第

７ 条の２  

柔道整復師 柔道整復師法第１ ７ 条の２  

精神保健福祉士 精神保健福祉士法第４ ０ 条 

 

［ 守秘義務に係る法令の規定例］  

○刑法第１ ３ ４ 条 

  医師、 薬剤師、 医薬品販売業者、 助産師、 弁護士、 弁護人、 公証人又はこ れら の職に

あっ た者が、 正当な理由がないのに、 その業務上取り 扱っ たこ と について知り 得た人の

秘密を漏らし たと きは、 六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。  

 

○保健師助産師看護師法第４ ２ 条の２  



９ ２  

 

  保健師、 看護師又は准看護師は、 正当な理由がなく 、 その業務上知り 得た人の秘密を

漏ら し てはなら ない。 保健師、 看護師又は准看護師でなく なった後においても 、 同様と

する。  

 

（ 介護サービス事業者等）  

事業者等 根拠法 

市町村の委託を受けて要介護 

認定を行う 者 

介護保険法第２ ７ 条第４ 項 

各サービス事業所の従業者・ 職

員 

・ 指定居宅サービス等の事業の人員、 設備及び運営に

関する基準 

・ 指定介護予防サービス等の事業の人員、 設備及び運

営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準 

・ 指定地域密着型サービスの事業の人員、 設備及び運

営に関する基準 

・ 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、 設

備及び運営並びに指定地域密着型予防サービスに係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準 

・ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する

基準 

・ 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指

定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準 

・ 指定介護老人福祉施設の人員、 設備及び運営に関す

る基準 

・ 介護老人保健施設の人員、 施設及び設備並びに運営

に関する基準 

・ 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 

・ 介護医療院の人員、 施設及び設備並びに運営に関す

る基準 

 

［ 守秘義務に係る法令の規定例］  

○指定居宅サービス等の事業の人員、 設備及び運営に関する基準 

 第３ ３ 条 指定訪問介護事業所の従業者は、 正当な理由がなく 、 その業務上知り 得た利

用者又はその家族の秘密を漏らし てはなら ない。  

 ２  指定訪問介護事業者は、 当該指定訪問介護事業所の従業者であっ た者が、 正当な理

由がなく 、 その業務上知り 得た利用者又はその家族の秘密を漏ら すこ と がないよう 、

必要な措置を講じ なければならない。  
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別表５  医学研究分野における関連指針 

 

○「 遺伝子治療等臨床研究に関する指針」（ 平成３ １ 年厚生労働省告示第４ ８ 号）  

 

○「 人を対象と する生命科学・ 医学系研究に関する倫理指針」（ 令和３ 年文部科学省・ 厚生

労働省・ 経済産業省告示第１ 号）  

 

 

別表６  Ｕ Ｎ Ｅ Ｓ Ｃ Ｏ 国際宣言等 

 

○「 ヒ ト 遺伝情報に関する国際宣言」（ Ｕ Ｎ Ｅ Ｓ Ｃ Ｏ  October 1 6 , 2 0 0 3 ）  

 

○「 医療における遺伝学的検査・ 診断に関するガイド ライン」（ 平成２ ３ 年２ 月 日本医学

会）  

 


